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午前９時００分開議

○議長（秦 伊知郎君） ただいまの出席議員数は１４名です。地方自治法第１１３条の規定によ

る定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（秦 伊知郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。１番、加

藤学君、２番、荊尾芳之君。

・ ・

日程第２ 議事日程の宣告

○議長（秦 伊知郎君） 日程第２、議事日程の宣告を行います。
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本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

・ ・

日程第３ 町政に対する一般質問

○議長（秦 伊知郎君） 日程第３、前日に引き続き町政に対する一般質問を行います。

順序は通告の順とし、順次質問を許します。

初めに、１番、加藤学君の質問を許します。

１番、加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 議長からのお許しが出ましたので、一般質問させていただきます。

今回１２月議会で取り上げるのは３点です。

１点は、円山団地の側溝整備について。

円山団地の側溝の整備は、旧会見町時代から始まり、いまだに終わっておりません。現在に至

るまでの経緯と今回の計画についてお伺いいたします。

１点目は、会見町時代から現在に至るまでの整備の計画の経緯について、概要です。

２番目は、今後の整備計画について、また、今回この整備計画について、地元住民の意見がど

のように組み入れられているかについて。

３番目は、現在、円山団地のほうでは、側溝の整備、これが大変滞っておりますが、円山団地

以外、それ以外のところで問題が起こっていないのか。

４点目、整備計画の進捗状況に時間がかかる理由について。そして５番目、一体いつになった

ら終わるのか、そして６番目は、この計画、早くならないのかというものです。

２番目は、会見地区で期日前投票所の設置についてです。

来年は、鳥取県議会議員選挙と参議院議員選挙が予定されております。南部町では、選挙が開

催されるたびに、先輩議員を含め、旧会見町地区に期日前投票所を求めてきた経緯がございます。

実際、会見地区には期日前投票所がなく、大変不便をしております。また、設置を求める声が大

変多くあります。

その中で、これは形として質問するのでありますが、１番目、予算が不足しているのか、もし

不足しているのであれば、どのくらい不足しているのか。

２番目、人員不足であるのか。人員不足であるのであれば、どのように不足しているのか。

３番目、現在、期日前投票所はプラザ西伯だけに設置されておりますけれども、現在プラザ西

伯だけの設置で十分である、足りているというふうに考えておられるのか。

３点目です。これは９月議会でも取り上げました産業廃棄物処分場の問題です。
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９月議会で産業廃棄物処分場再開の問題を取り上げましたが、相変わらず地元においては、こ

の再開の問題、大変大きな問題になっております。その大きな理由は、旧会見町時代に産業廃棄

物処分場が設けられ、そこに不法投棄が行われた、これが大きな原因になっております。今回１

２月議会でまた取り上げるに当たって、以上の点、９月議会で一般質問を行いましたが、現在１

２月議会、この間、一体どういうことがあったのか、これについてお伺いしたいと思います。

１つ、９月議会以降、産業廃棄物の問題で南部町はどのようなことを行ったのか。

２番目、アルバトロス株式会社から何らかの行動はあったのか。

３番目、鳥取県のほうから何らかの連絡があったのか。

４番目、市民団体が鳥取県へ申し入れを行っておりますけれども、その内容についてどのよう

に御存じなのか、南部町としてどのように知っているのか。

そして５番目、７月１３日の全員協議会で配られた資料の中に、県から協定に基づき協議をす

ることという表現がありますけれども、この協議はどのように行われたのか、また、この表現、

一体どういう意味であるのか。

６番目、住民の声を尊重し、鳥取県へ搬入物のチェック体制の強化、業者に対する指導の強化

を求めてほしいというもの。

そして７番目、南部町として、住民の声を尊重し、反対の立場を明確にしてほしい。以上の点

です。本日は、後ろのほうが大変込み合っておりますので、ぜひ答弁のほう、よろしくお願いい

たします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） それでは、加藤議員の御質問にお答えしてまいります。

まず、旧会見町から現在に至るまでの整備計画の経過について、円山団地の側溝整備のことに

ついて御質問を頂戴しております。

円山団地の側溝整備は、平成１６年度の合併前までは年次的に行っていましたが、それ以降は

事業化されていませんでした。そこで、平成２１年度に円山地区から行政要望があり、平成２２

年度より事業化をいたしました。１期工事として、平成２２年から平成２７年まで工事実施し、

２期工事として平成２８年から３５年として計画しており、現在もこの２期工事が事業を進めて

いるところでございます。

次に、今後の整備計画について、地元住民の意見は組み入れられているのかということでござ

いますが、ことしの１０月１８日に説明会を行い、要望や意見をいただいたと報告を受けており

ます。
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円山団地以外にも同じような問題はないかということですが、円山団地のような側溝が小さく、

勾配がないことが原因とするものでございますので、同時期に開発いたしました東西町も同様の

問題を抱えていると認識しています。

次に、整備計画の進捗状況に時間がかかる理由と、いつになれば終了するのか、また、早くな

らないのかという御質問ですが、この事業にかかわらず町の工事のほとんどは国からの交付金等

をいただいて実施しているところでございます。その配分も限定されていることから進捗に時間

を要してると、この点について御理解をいただきたいと思います。

期日前投票所については、選挙管理委員会の委員長から御答弁をいただくようになっておりま

すので、後ほどよろしくお願いいたします。

次に、産業廃棄物の御質問をいただきました。９月議会以降、産廃の問題で南部町はどのよう

なことを行ったのかという御質問についてお答えしてまいります。

町としては、鳥取県へ出向き産業廃棄物についての許認可など法令根拠について聞き取り、鶴

田集落の区長さん、役員さんとの意見交換、集落と相手事業者との説明会の日程調整などを行い

ました。その他、事業者と県の現地立会、水質検査の採水立会を行っております。

次に、アルバトロスから何らかの行動はあったかと、鳥取県から何らかの連絡はあったのか、

この２点についての御質問にお答えいたします。

さきにも述べましたが、１０月３日に県の確認検査があり、伯耆町と立ち会いを行いました。

１１月１６日には、水質検査のため採水に立ち会いを行い、また、平成３０年１１月１７日がア

ルバトロスの処分業の許可期限となっていましたので、同月１６日に更新の手続、あわせてアス

ベストの届けをされたと聞いております。

市民団体が鳥取県に申し入れを行っているが、その内容について何か聞いてるのかの御質問に

お答えいたします。

鳥取県から４つの団体による鶴田地区の最終処分場に関する申し入れが鳥取県知事と西部総合

事務所生活環境局長宛てに提出され、回答されたと聞いております。

次に、７月１３日、全員協議会資料に、県から協定に基づいての協議をすることとあるが、協

議は行われたのかについての御質問にお答えいたします。

７月２日午後からアルバトロスが来庁し、担当課から協定書、覚書について遵守するよう申し

入れしています。

次に、住民の声を尊重し、鳥取県に搬入物のチェック体制の強化、業者に対する指導の強化を

求めてほしいという御質問をいただきました。県に対しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法
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律に基づき、立入検査をしっかり実施されるよう申し入れておるところでございます。

次に、町として、住民の声を尊重し、反対の立場を明確にしてほしいとの質問にお答えいたし

ます。

アルバトロスは、設置許可から２５年以上も稼働していなかったことや、過去の三徳開発によ

る問題などによって住民の皆さんも大変不安を感じておられることと思います。町としましては、

県へ検査の強化を申し入れ、事業者に協定書、覚書を遵守するよう求めるとともに、協定書に基

づき立入調査をしてまいりたいと、このように思っているところでございます。

以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 選挙管理委員会委員長。

○選挙管理委員会委員長（板 竹利君） ただいま議長さんより答弁のお許しを得ましたので、

選挙につきまして選挙管理委員長の板竹利が答弁させていただきます。

会見地区での期日前投票所の設置についての質問にお答えしてまいりたいと思います。

期日前投票所の会見地区への設置については、これまでも議会で御質問をいただき、その都度

答弁させていただいたところでございますが、期日前投票所の数は合併時に１カ所と決定し、以

来多くの選挙を行ってきましたが、投票結果、投票率について悪い影響を及ぼすこともなく、順

調に利用していただいておると思っております。利用者もふえつつあるものと分析しており、大

多数の町民の方に御理解をいただいているものと考えております。

議員御質問の期日前投票所を会見地区へ設置した場合の予算及び人員については、選挙の種別

により異なってきますが、期日前投票期間が１６日間と長い参議院議員通常選挙または県知事選

挙を想定してお答えしてまいりたいと思います。

１日当たりに必要な人員としまして、投票管理者１名、職務代理者１名、事務従事者２名、立

会人２名が必要となります。選挙日が近くなりますと、期日前投票者の数も多くなるため、事務

従事者を３名もしくは４名に増員することが必要となってきます。１６日間の必要人員を延べ人

員で考えますと、投票管理者１６名、職務代理者１６名、事務従事者３７名、立会人３２名、合

計で延べ１０１名の人員確保が必要となってくることが見込まれております。

次に、予算に関してお答えします。

初めに、人件費として、先ほど申し上げました投票管理者、立会人への報酬、職務代理者への

管理職特別勤務手当、事務従事者への時間外勤務手当を試算しますと、合計で約８０万円が必要

となってくる見込みでございます。

次に、設備として必要な経費として、期日前投票管理を行うためのパソコン及び周辺機器の整
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備、ネットワークに接続するためのＬＡＮ整備が必要となります。約６０万円から７０万円程度

が必要となってくると見込んでおります。人件費と設備費を合計しますと、約１４０万円から１

５０万円程度の予算の確保が必要となります。

次に、プラザ西伯だけに設置しているが、この１カ所だけで足りていると考えるのかという点

についてお答えします。

会見地区への期日前投票所の設置については、今まで場所の問題、経費の問題、人員の問題、

安全の問題などの困難があることをこれまでも申してまいりましたが、そもそも公職選挙法第４

４条第１項において、選挙人は、選挙の当日みずから投票所に行き投票しなければならないと規

定されております。投票日当日投票主義が原則であります。期日前投票は、この例外として当日

都合の悪い方に投票機会を確保するための制度であることを御理解いただきたいと思います。投

票の機会を確保するための期日前投票制度を周知すること、また、明るい選挙推進協議会と連携

して、少しでも投票に出かけていただけるよう啓発に力を入れていくことが全体の投票率を少し

でも上げていくことにつながっていくものと考えておりますので、御理解をよろしくお願いいた

します。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君の再質問を許します。

加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） １番、加藤です。まず、一番最初の円山団地の側溝の整備計画に

ついてですが、経緯はよくわかりました。

ただ、住民の声が反映されているかどうかというところなんですが、先日、地元説明会がござ

いました。この結果、今回１２月議会で補正予算が出てきております。それで、住民説明会から

一部優先順位が変更されております。しかしながら、これ地元住民の声は、南北に対する本線を

先にやり、左右に延びてるこの線は後回しにしてほしいっていう、そういう話だったと思います。

しかしながら、１２月の補正予算、一部南北の線は残っておりますけれども、もう一つの南北の

線が手つかずのまま残っております。それで、東西の線だけが１つ残る形になっております。こ

れはなぜなんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。さき１０月の１８日に説明会を行いまして、

その際に、議員のおっしゃいます南北あるいは東西のところで、宅地のほうに越水、水が越えて

きてるというところがございまして、そこを優先して行っていくということになりまして、今回

１２月補正のほうでの増額ということになるわけですけども、御意見いただきましたところが一
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度にできればいいんですけども、答弁ありましたように、交付金事業、国の補助金のほうによっ

て整備をしていくという事業にしております。１つには、下流のほうから整備していくという側

溝整備の考え方がございまして、上流のほうを先にやりますと、下流のほうの断面が不足してお

ります。それから南北、東西という、事業説明書のほうを私、見てるんですけども、そちらのほ

うで下側のほう、あるいは緊急性があるほう、早くやってほしいという声があったほうから、こ

の１２月補正でのお願いをしてるところでございます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 図面が手元にしかございませんので、見てる人ほとんどわからな

いとは思いますけれども、現在出ているところの南北の線、その状態のところから東西の線に沿

って１点残っておるわけですけれども、現在、補正予算のほうで入ってる南北の線、その上に残

っている南北の線、これが先になるのではないかっていうふうに私、思ってたんですけれども、

それなのに南北の線が残っているという理由、これもう一度、済みませんが、御説明をお願いし

ます。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。南北の線は残っておりますけども、東西方

向のほうでの宅地への流入が雨が降ったときに、豪雨があったときにあるということでの説明会

でのお話がございましたので、今回、説明書で図面を出しておりますけども、南北、そして東西

のところ、確かに南北の上の部分は残っておりますけども、今回の１２月補正で提出してるとこ

ろでございます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 加藤です。だから、なぜ南北の線のほうが残されたのかっていう

のを聞いてるんです。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。説明会の際に御意見をいただきまして、そ

れでは、南北のところ、それと東西のところをまず先にしていくということで、そのときの会も、

それでいいのではないかということがあったというぐあいでしたので、今回の補正の中身とさせ

ていただいております。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 加藤です。今の説明だと、ちょっとなかなかわかりにくいんです

けれども、ひとまずそこでおいときます。
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それと、今回、１次工期ですけれども、平成２２年から２７年で終わっております。これ全長

が８４５メートルということになっておりますけど、これ間違いないでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。過去の事業説明書あるいは決算の事業報告

書等を見ますと、８４５メートルということになっております。説明会の際に用意した資料だと

８４３メートルということになっておりまして、ちょっと誤りがあったのではないかというふう

には思っておりますけども、数字的には食い違いは出ておりますが、８４５メートルないし８４

３メートルの事業規模だったということでございます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 第１期工事が８４５メートルで６年かかっております。今度２期

工事に入ってるわけですけれども、今回２期工事の長さが８７３メートルになっていますけれ

ども、これも大体この数字でよろしいんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。道路台帳等の資料によりまして、計画延長

を定めたものが８７３メートルということで整理しております。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 今回の２次計画ですけれども、一般質問で取り上げるのは今回が

初めてなんですが、昨年の３月議会の当初予算の説明会のところで、お隣の芝田課長に質問を求

めてます。このときも、５年計画、５年かかる、それから東西町に同じようなふぐあいがあるっ

ていうふうな回答を得ておりますけれども、今回この２次計画なんですが、計画としては最終的

には何年ぐらいに終わる予定、何年で終わる予定なんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。２期工事の計画としましては、平成３５年

度の完了予定でおります。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） １期工事が８００メートル少しです。今回２期工事が８００メ

ートル、倍以上あるんですけれども、前回も６年かかってます。今回も大体その３５年というこ

とで終わるんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。今のところの予定は３５年度でございます。

－９－



最初の町長答弁ありましたように、交付金という国の補助金に基づいて実施しております。交付

金の配分によって変わってくるということを思っておりますけども、今、計画上では３５年度と

いう予定で進んでおります。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 円山団地の一番最初の工事が始まったのは、私が小学校のときで

した。それから旧会見町のほうで人数がふえるっていうことで、会見小学校が１棟建て増しにな

りました。それから南部中学校、火災で半分残った木造がまだ残ってたんですけれども、南部中

学校も全部鉄筋になりました。いまだにとにかく時間がずっとかかっております。もう円山団地

できて随分長くなりますので、円山団地自体が高齢者が多くなってます。現在住んでおられる方

が、本当に一体いつになったら終わるんだ、自分の目が黒いうちに本当に終わるのか、終わった

のが見えるのか、そういうふうに言われております。ぜひこの計画、なるべく早く終わっていた

だきたい、そういうふうに言って、ひとまずこれは終わらせていただきます。

次に、期日前投票所の件ですけれども、先ほど予算のことを言われたんですけれども、この予

算の中で南部町のほうで持ち出しになる予算っていうのはどのぐらいになるんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 総務課長、大塚壮君。

○選挙管理委員会事務局長（大塚 壮君） 総務課長でございます。選挙管理委員会の事務局長

として御答弁させていただきたいと思います。

先ほど予算のことですけれども、国からの措置もありますので、基本的には持ち出しはほとん

どないというふうに考えております。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 先ほど、人数のところですけれども、延べで１０１人というふう

な数字が出ておりますけれども、この中で南部町の町の職員が張りつかなければならないのは何

人になるんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 選挙管理委員会事務局長、大塚壮君。

○選挙管理委員会事務局長（大塚 壮君） 事務局長でございます。職務代理者が１６名、それ

から職務従事者が３７名の合計でございます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） ほかの方々は、これはどういった方を選ばれているんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 選挙管理委員会事務局長、大塚壮君。

○選挙管理委員会事務局長（大塚 壮君） 事務局長でございます。投票管理者につきましては、
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選挙管理委員さんのほうから選ばさせていただいております。それから立会人さんにつきまして

は、町民の方から選んでいるところでございます。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 期日前投票所を２カ所設けた場合、特に人員が不足するというの

はどちらなんでしょうか、全体なんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 選挙管理委員会事務局長、大塚壮君。

○選挙管理委員会事務局長（大塚 壮君） 事務局長でございます。先ほどの全体で１０１名と

申しますのは、現状での数字でございまして、会見地区にもう１カ所つくるとしますと、その倍

はかかると、２０２人かかるということを御理解いただきたいと思います。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 質問を変えます。現在、プラザ西伯で行っている期日前投票所に

ついて、全体的に人数が伸びている、それから好評である、大多数の人からいい意見をいただい

ているっていうことですけれども、問題になってくるのは、投票に行く際、大変身体的にちょっ

と不自由されている方、こういった少数の方の話がほとんどです。一般の方は余り関係ないんで

す。ただ、全体の流れとしては、今、最後に言われましたけれども、期日前投票所は例外である

っていうふうに言われておりますけれども、日本の選挙の全体の流れは期日前投票が場合によっ

ては４０％とか５０％に近い時代になってます。期日前投票所の設置っていうのは投票率を上げ

るためには絶対必要なものになっています。そんな中で、現在プラザ西伯１カ所にある、これで

本当にいいんでしょうか、いかがでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 選挙管理委員会事務局長、大塚壮君。

○選挙管理委員会事務局長（大塚 壮君） 事務局長でございます。加藤議員おっしゃることは

大変よく理解できるというふうに思っております。ただし、委員長も答えましたけども、投票を

確保することは本当に必要なことだというふうに思いますし、それプラスやはり安全に投票して

いただいて投票所を安全に管理していくということが選挙管理委員会の使命かというふうに思っ

ておりますので、場所も今のところプラザ西伯という１カ所ですけれども、そこで適正に投票を

管理してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 足の不自由な方にとっては、現在プラザ西伯、投票をする場合、

今、土足で上がれるようにシートを敷くような形になっております。現在これだけでも、人によ

っては大変これ不便である、そういうふうに言われてる方いらっしゃいます。その部分では完全
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に安全だというのは言い切れないんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 選挙管理委員会事務局長、大塚壮君。

○選挙管理委員会事務局長（大塚 壮君） 事務局長でございます。おっしゃるとおり、安全に

欠けている部分もあろうかと思いますけれども、そのところを直しながら安全に管理をしていき

たいというふうに考えています。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 質問をちょっと戻します。配備員が、もし会見地区につくった場

合、倍の２００人になります。それから西伯だけであれば現在１０１人、そのうち民間人の採用

が３２人っていうふうになってるんですけども、この町民の人の採用っていうのは、これはどう

いった形で採用されてるんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 選挙管理委員会事務局長、大塚壮君。

○選挙管理委員会事務局長（大塚 壮君） 事務局長でございます。１つには、集落からの推薦

を受けて決めているということでございます。それで、まだ足りない部分につきましては、私ど

ものほうでピックアップさせていただいてお願いをしているところでございます。以上でござい

ます。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） それ以外で人員を集めたことはございませんか。

○議長（秦 伊知郎君） 選挙管理委員会事務局長、大塚壮君。

○選挙管理委員会事務局長（大塚 壮君） 事務局長でございます。過去の話でございますが、

それ以外で人員を集めるということはなかったというふうに考えています。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） シルバー人材センターに頼られたことはございませんか。

○議長（秦 伊知郎君） 選挙管理委員会事務局長、大塚壮君。

○選挙管理委員会事務局長（大塚 壮君） 事務局長でございます。以前シルバー人材センター

にお頼みしたことがあるように伺っております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 町の人を集める場合と、それから職員の方を配置する場合、それ

から管理委員会の方に出ていただく場合、現在、町の人数は決まってますし、管理委員会の方も

人数は決まっているかと思います。この場合、もし新たに２カ所に設けた場合、一番不足すると

考えられるのはどこでしょうか。
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○議長（秦 伊知郎君） 選挙管理委員会事務局長、大塚壮君。

○選挙管理委員会事務局長（大塚 壮君） 事務局長でございます。全てのものが足りなくなる

というふうに考えております。事務従事者につきましても職員が当たるところでございますので、

その部分についても足りなくなるんではないかというふうに懸念をしてるとこでございます。以

上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） プラザ西伯だけが現在設置されているわけですけれども、そのプ

ラザ西伯、地理的にはどうなんでしょうか。会見から行った場合、大変行きにくい場所にあるん

ですけれども。

○議長（秦 伊知郎君） 選挙管理委員会事務局長、大塚壮君。

○選挙管理委員会事務局長（大塚 壮君） 事務局長でございます。御指摘のとおりかというふ

うに思いますけれども、平成２８年の１０月に行われました町長・町議選のときから、選挙当日、

その前の日ということで、ふれあいバスを無料で運行させていただいております。バス停からプ

ラザ西伯までの道っていうのは、段差はないというふうに思いますけれども、歩いて２００メー

トルぐらいかかりますので、その辺は無理をしていただいてるのかなというふうに思っておりま

す。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） バスの話が出たので、期日前投票所の話からちょっとずれるんで

すけれども、今回、西伯地区においてはデマンドバスを導入しております。その結果、大変一部

便利になってると思います、交通の便が。来年あります選挙に備えて、このバスどういった活用

をされるんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 選挙管理委員会事務局長、大塚壮君。

○選挙管理委員会事務局長（大塚 壮君） 事務局長でございます。おっしゃるとおり、デマン

ドバスの運行が１０月から始まっております。南さいはく地区の皆さんにとっては投票に行くの

に有効な手だてかなというふうに思ってます。土日も運行しておりますので、それを使っていた

だきたいというふうに思います。ふれあいバスについては料金無料ということで考えております。

デマンドバスについても、今後、選挙管理委員会の中等々で無料にするべきかどうかというのを

考えていきたいというふうに考えております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 会見地区の特に高齢者の方で歩行が大変不自由な方、現在プラザ
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西伯しかないので、自分で行きたいけれども行けない、そういうふうな方、少数ではありますけ

れども、間違いなくおられます。こういった方、特に高齢者の方にふえています。これから先も

多分こういった方がふえていくと思います。この会見地区に期日前投票所の設置、これはぜひ行

っていただきたい。先輩議員の中には、設置するまで質問続けますからという方おりましたので、

私もそのつもりでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それと、産業廃棄物最終処分場の件ですが、まず一番最初に、今回９月議会から１２月議会ま

での間に南部町で行ったことについてですけれども、展開検査に伴う立会人の募集、これのこと

を南部町のほうでは何らかの形で行っておりませんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町民生活課長、岩田典弘君。

○町民生活課長（岩田 典弘君） 町民生活課長です。展開検査の立ち会いにつきましては、いろ

いろ集落の方にも相談はしておるところなんですけども、まだ結論は出ておりません。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 展開検査の立会人を地元の方にお願いするっていうふうなことに

なったそのいきさつ、これ、済みません、わかるように説明していただきたいんですが。

○議長（秦 伊知郎君） 町民生活課長、岩田典弘君。

○町民生活課長（岩田 典弘君） 町民生活課長です。集落の方に展開検査をしていただくことに

はなっておりません。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 済みません、その展開検査の人をお願いするに当たった理由とい

いますか、どういった形でお願いしようとしたんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町民生活課長、岩田典弘君。

○町民生活課長（岩田 典弘君） 町民生活課長です。展開検査につきましては、事業者のほうが

主体としてやることですので、やるとしたら、協定書に基づいた立入調査という意味合いになる

かと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 町のほうで展開検査に立ち会いする人を求めたっていうことは、

なかったというふうに考えてよろしいんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町民生活課長、岩田典弘君。

○町民生活課長（岩田 典弘君） 町民生活課長です。当初、事業が始まるということで立入検査

等いろんなことがあったんですけども、町のほうもまだ勉強不足で、誰か立入検査について立会
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しなきゃいけないんだとかというような、そういったちょっと思い違いもあったというところを

言われてるかなと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 質問を変えます。９月議会で旧会見町時代に結んだ協定書が有効

かどうか、このことを陶山町長に質問しております。そのとき陶山町長のほうは、現状、何も構

わないほうがいいんだっていうふうな説明に終始されたと思っております。済みません、この協

定書の存在なんですけれども、現在のままにしておくのがいいと言われたその理由、もう一度ち

ょっと説明していただけませんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。協定書の内容に何らそごはありませんし、問題はないという

ぐあいに私は思っているから、そのように申し上げました。問題があるということであれば、ま

たその点を御質問いただきたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 何度かほかの議員も質問しておりますけれども、協定書の中には

現在アルバトロスを含む産業廃棄物という１点が入っていません。それで、協定書の中にこれを

入れるべきではないか、もしくは入れさせないべきではないかっていう質問が出てると思います。

これに対して、アルバトロス社に対して、協定書に新たにアスベストを含む産業廃棄物、これを

入れさせるべきではないか、もしくは入れさせないべきではないか、この質問があったと思うん

ですけれども、陶山町長はこの部分どういうふうにお考えでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） いろいろなところに法律的に御相談してるということは申し上げたとお

りです。法的に解釈すると、そのときに業者側も、それから協定を結んだ相手方、いわゆる旧会

見町であったり、それを立会された皆さんであったり、その中の皆さんが当時の法律の中では、

建設廃材の中に石綿含有というものも入ってるという解釈の中で結ばれたと、このように解釈す

るのが一番妥当だろうと、こういうぐあいに言われていますし、私もそのとおりだと思っていま

す。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 法律の解釈は私もそのように考えておるんですけれども、ただ、

新たにアルバトロス社と新たな協定書を結ぶ場合、その場合はどういうふうにお考えでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。
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○町長（陶山 清孝君） なぜその協定が必要なのかって言われたときに答えるすべがないからで

す。あくまでも法律に遵法でなければならないと思います。したがって、法的な根拠が要る。今

言われてることは、法的な根拠にのっとってなくて単なる感情的なものではないかと、このよう

に思います。法的に物事を解決する必要があろうと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 旧会見町のほうでアルバトロス社と協定書を結びました。このい

きさつは新聞にも出てますし、なぜこういうふうに結ばざるを得なかったか、これもよくわかっ

ております。ただ、今回新たにアルバトロス社、社名変更にもなります。代表者もかわります。

そして新たにアスベストを含む産業廃棄物、これを新たに加えます。大きな変更があります。そ

れでも新しく結ばなくていいんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 原理原則は、法にのっとってやんなくちゃいけないということです。今、

議員がおっしゃったことは、第三者、会社が全く変わってしまったということであろうと思いま

すけれども、この今行われていることは単なる第三者譲渡ではないと、他の弁護士等に見ていた

だいても、そのとおりだということです。それから先ほどのアスベストの件についても、全くそ

のとおりなわけです。当時のこの協定を結んだときに含有物は入ってるわけでございまして、後

づけで法律が、さらに環境問題に適した、もっと危険なものについてアスベストを除こうという

ことになっておりますので、この協定書を生かしたほうがいいという南部町の判断でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） そこまでも大体わかるんです。問題は、南部町が、新たにアルバ

トロス社が社名変わりましたけれども、これに対して協定書がありますよと、それで、協定書を

新たに結びませんかっていう働きかけはしないんですかっていうことなんです、私が質問してる

のは。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 私が言ってるのも全くそのとおりでして、なぜ、法律のどこをもってそ

れをするのですかと言われたときに、答えられないものを公の自治体の長がそのような無作為な

ことはできない、これは御理解いただけると思います。個人であれば、感情の中でやっていただ

けませんかと言えるかもしれませんけども、行政が法にのっとらないような、なぜそんなことが

必要ですかって言われるのがもうわかってることをする必要は私はないと思う。それよりも、今

の中にお互いのしっかりとうたってあるということを確認しながら、法律にのっとってきちんと
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やってほしいと、このように申し上げるのが筋じゃないかと、このように思います。（発言する

者あり）

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

静かにしてください。

○議員（１番 加藤 学君） そこもわかるんですよ。ただ、アルバトロス社に対して協定書の

ことを何も言わないまんまで、そのままするっていうのはいいんですか。何らかの働きかけをし

といて、それからアルバトロス社の反応を待つ、その部分があってもいいんじゃないですかって

いうのが私の質問なんです。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 現時点で全くその必要はないと思います。そのようなことをする気持ち

もありませんし、今の現在の、当時、会見町が協定を結ばれたことを有効に使いながら安全の確

保を図る、皆さんに安心していただけるような立場をとるということがまず一番大事ではないか

なと思っております。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） これ以上続けてもどうも話は先に進まないと思いますので、私、

先日、地元の中を別の方と一緒に訪問して話を聞いてまいりました。そしたら、地元の方、言わ

れるのに、とにかく今１９戸であるけれども、間もなく１８戸になる。それから現在も限界集落

で、もう高齢者ばっかり、内心的には、とにかく今回の件、反対であるんだけれども、今さらそ

ういうことを口に出して言えないんだと、これが地元の人の声です。ぜひ地元の人の声を酌み上

げていただいて、南部町としてもう少し地元に立った立場を行っていただきたい。確かに一番最

初に陶山町長、言われました。県に対して、働きかけ、強化していただける、これは大変ありが

たいことだとは思いますが、ぜひもう少し何らかの形をとって、南部町として地元の住民の立場

に立ってるんだ、そういう表明をしていただきたいと思います。

それと、これ可能性の話としての選挙管理委員会の方に１つだけちょっと聞いておきたいこと

があります。現在、人員配置のことが一番問題になってます。現在、もし仮に会見地区と西伯地

区に２カ所設けて、その運営を半分の日数に割った場合それっていうのは可能なんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 選挙管理委員会事務局長、大塚壮君。

○選挙管理委員会事務局長（大塚 壮君） 事務局長でございます。半分の日数……（「８日、

８日」と呼ぶ者あり）例えばプラザ西伯で半分やり、その翌週には旧会見のほうで半分やりとい

うことでしょうかね。そのようなことは不可能ではないというふうに思います。
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○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 不可能ではないという回答をいただきましたけれども、あくまで

も会見地区に期日前投票所をつくっていただきたい、これは変わらない意見ですので、以上で私

の一般質問を終わらせていただきます。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で１番、加藤学君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩をとります。再開は１０時１０分にしますので、よろしくお

願いいたします。

午前 ９時５５分休憩

午前１０時１０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

仲田議員の質問に入る前に、先ほどの加藤議員の質問に対して訂正があるということを選挙管

理委員会事務局長のほうから申し出がありましたので、許可してます。

選挙管理委員会事務局長、大塚壮君。

○選挙管理委員会事務局長（大塚 壮君） 失礼します。事務局長でございます。先ほどの加藤

議員の答弁にちょっと誤りがございましたので、訂正をいたしたいと思います。

一番最後の質問で、現在のプラザ西伯と旧会見のほうと交互に週をまたいでできないだろうか

というお話がございまして、可能であるというふうにお答えをしましたけれども、法律的には、

１つの期日前投票所は最初から投票の前の日まで通してあけることになっていますので、例えば

プラザ西伯、現在のプラザ西伯は通しであけなければならない、１６日間で。もう一方、もしも

旧会見のほうに１カ所ということになりますと、何といいますか、期間の大小は可能になります

けれども、１つの投票所については通しであける必要がありますので、交互にというのはできな

いということになります。以上、訂正させていただきます。

○議長（秦 伊知郎君） 訂正の答弁がございましたので、議事録のほう、訂正のほうをよろしく

お願いいたします。

それでは、仲田司朗君の質問を許します。

７番、仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） ７番、仲田司朗でございます。議長のお許しを得ましたので、通

告のとおり２点について質問させていただきます。
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まず最初は、母塚山の観光整備についてであります。

母塚山は、イザナギの神、イザナミの神との男女両性の神があらわれ、盛んに国生みが始まっ

た。母親神のイザナミの神は火の神を生んで焼け死なれたので、出雲の国と伯耆の国との境に葬

ったと「古事記」に記載されております。そこが母親山で、現在の母塚山であると伝えられてい

ます。母親神のイザナミの神は、やおよろずの神々が汚れをはらうみそぎを入れようとされたが、

よい水がなく、そのとき女神があらわれ、手に持ったつえを地に立てられ、清水が湧き出て、神

々はその泉で身を清められた。泉は、古来、渇水の記録のない谷川の風呂屋で今も湧き出ている

という記述でございます。大正時代まで山頂付近にイザナミの神を祭る社があり、現在は福田正

八幡宮に合祀されております。

母塚山は、地方の神奈備山として人々の特別な関心を集めた山であります。そういう神話の山

であると同時に、町内で一番風光明媚な場所に位置していて、近年、朝早くから町外からも大山

の日の出を見るためカメラで撮影する方が多く来られておりますが、台風などの影響で多くの雨

が降り、林道が土砂崩れがあったりして、たびたび通行どめになっているのが現状でございます。

その状況の中で、この母塚山に行く林道をどのように整備されているのでしょうか。また、２

番目、山頂周辺の景観形成についてどうなっているのでしょうか。３番目、風光明媚な母塚山か

らの定点カメラを設置して、大山の風景をＳＡＮチャンネルで動画配信してはどうでしょうか。

４番目、今後の母塚山の観光整備についてどのようにしようとしてるのか、以上４点についてお

伺いするものでございます。

続きまして、大学連携事業についてであります。

鳥取大学と南部町の連携に関する協定が、年間を通して役場内や地域団体が抱える課題に対し

て、鳥取大学等と連携し、課題解決策について研究、調査、実践を行っておるということでござ

います。そこで、今までの連携事業評価について、以下の４点についてお伺いいたします。

連携事業による評価について、２９年度と比較して３０年度はどのように実施しておられるの

でしょうか。２番目、地域課題としてどのような課題が出て、その問題をどう実施しようとして

いるのでしょうか。例えば南部町の農業問題等でございます。３番目、大学生と懇談することで、

役場などでの就職問題あるいは職員のキャリアアップ等について話がされたのでしょうか。４番

目、連携協定をしているので、産学連携した他の地域にある事業化が検討されることがないのか、

お聞かせいただきたいと思います。

以上４点につきまして壇上からの質問とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。
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○町長（陶山 清孝君） それでは、仲田議員の御質問にお答えしてまいります。

まず、母塚山に行く林道整備をどのように考えているかという御質問にお答えいたします。

林道母塚山線は、その名前のとおり、母塚山の山頂付近へ通ずる民有林道で、旧国道１８０号

線からふるさと交流センターまでは町道、それから先は林道となっています。維持管理は、町で

林道のり面の立木伐採や路面補修などを行っているところです。先般、台風２４号もでございま

すが、豪雨のたびに大小の崩落があり、通行どめをしてるのが現状でございます。

母塚山につきましては、赤猪岩神社や清水井を結ぶ古道散策ルートとして、また、お勧めの観

光ルートの１カ所にもなっており、町の観光資源として広く町内外から注目を集めるようになっ

てきました。山頂付近の展望台からは、中国山地の山々から大山、島根半島から日本海までパノ

ラマの景色が楽しめ、風光明媚な場所として楽しまれてるとは思っていますが、訪れる方の駐車

場には限度があり、林道の幅員も４メーター程度ですれ違いに余裕がないことから、多くの車両

の乗り入れは無理であると考えています。このような状態でございますので、この林道母塚山線

の再整備は現状では非常に困難だろうと、このように思っています。

次に、山頂付近の景観形成についてはどうなってるのかとの御質問にお答えいたします。

母塚山展望台は、大山から日本海まで広く見渡せる眺望や、大山からの日の出、星空観察など、

自然現象が織りなす景色を楽しめるスポットとして年々来訪者が増加してる傾向にあります。大

山の頂から朝日が昇る、いわゆるダイヤモンド大山を撮影しようと多くの写真家の皆さんが母塚

山にお越しいただいています。展望駐車場は全面アスファルト舗装を施し、転落防止のための柵

の設置など安全面の配慮もしてるところでございます。

展望台駐車場から山頂あずまやの散策コースについては、なるべく自然の形のまま楽しめるよ

うになっており、天津地域振興協議会とボランティアの皆さんにより仮設階段の整備、あずまや

の修繕などが行われております。また、地域振興協議会や天津クラブを初めとする地域住民の皆

さんの定期的な除草作業や不法投棄のごみ回収などにより、いつもきれいな姿でお客様をお迎え

できてることに改めて感謝申し上げる次第でございます。引き続き来訪者の安全に配慮し、また、

眺望の確保ができるよう、地権者の御理解と地域の皆さんの御協力をいただきながら景観形成に

努めていきたいと考えています。

次に、風光明媚な母塚山からの定点カメラを設置して、大山の風景をＳＡＮチャンネルで動画

配信してはどうかとの御質問にお答えいたします。

母塚山から見る大山は、壮大で、まさに絶景でございます。インターネットやＳＮＳ上では、

中国山地の山々から大山、島根半島から日本海までのパノラマの景色を楽しめるポイントとして
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紹介されています。今のところ、これ以上の道路や駐車場の整備は予定していない中で、景色を

ごらんいただくためにも安価でできるライブ配信の仕組みなども調査させていただき、今後検討

してまいりたいと考えています。

最後に、今後の母塚山の観光整備についてどのようにしようとしてるのかの御質問にお答えい

たします。

母塚山は、近年の観光スポットとしての来訪者の増、その一方で、里地里山の資源として重要

な役割を持つものと捉えています。母塚山の地形や自然を活用した眺望や健康づくり、また、周

辺の歴史を伝えるスポットとしての活用を念頭に、いたずらに観光のための開発を進めるのでは

なく、里山環境を保全しながら必要な整備を行いたいと考えております。また、母塚山に来た人

たちに町内の他の場所にも足を運んでいただけるよう、発信の仕方や、さまざまな体験をしてい

ただけるような体験型観光のイメージづくりができるよう検討を進めてまいりたいと思います。

最後に、大学連携について御質問を頂戴いたしました。大学連携事業による評価について、３

０年度はどのように実施してるのかとの御質問にお答えいたします。

平成２６年度からは、月に１回程度、大学連携担当職員が鳥取大学湖山キャンパスを訪問し、

連携担当者連絡会に出席しています。現在、県下で７町ある鳥取大学との連携自治体担当者が、

各事業の進捗情報を報告し、地域連携担当理事から指示やアドバイスを受け、年間を通じた進捗

管理を行っています。また、庁舎内においては、連携担当職員が各課からの相談や要望を受け、

適宜大学に紹介し、教員とのマッチングを図っています。昨年度は、日程調整がかなわず実施で

きておりませんが、今年度は、南部町と鳥取大学との地域連携推進委員会を１月中を目途に実施

し、協議する方向で調整してる状況でございます。

次に、地域課題としてどのような課題が出て、どのように連携事業として実施しようとしてる

のかとの御質問を頂戴いたしました。

米価の下落が続く中、町の基幹産業である水稲栽培における将来性を確保していかなければな

らないという課題から、平成２８年度より産業課と鳥取大学農学部が連携し、南部町産米ブラン

ド化推進事業を行っています。これは、食用米の生産技術の研究、検討を行い、米の食味値の向

上を図ることで消費者及び市場に選ばれる米づくりを推奨し、米の販売価格の向上、ひいては農

業所得の向上につなげていくというものでございます。

具体的には、大学において、１、サンプル圃場の土壌分析、２、水系ごとの水質調査、３、食

味調査等を実施し、データ収集と分析を行っていただいております。なお、調査分析に係る経費

は鳥取大学の予算で対応しており、平成２８年度はサンプル圃場数５７、平成２９年度は６５、
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平成３０年度は１００圃場へと拡大し、継続実施しているところでございます。このほか、買い

物支援事業について、町内の事業者等とも連携し共同して事業化を進めることができないか、検

討をしてるところでございます。

次に、大学生との懇談で役場などでの就職問題、キャリアアップ等についても話がされている

のかとの御質問でございます。

本年度、鳥取大学の地方創生政策体験学習のカリキュラムの一部として、南部町が主催してい

ますインターンシップへ学生が３名参加しました。これは学生教育の一環として連携各町が受け

入れを実施しているものですが、参加学生からは、役場のどんなところで働いてもまちづくりを

実感することができると聞き、公務員の仕事に興味が湧いたとの声もあり、役場への受験につな

がる好事例も出てまいりました。

次に、産学連携した他の地域にない事業化が検討されることがないかとの御質問にお答えいた

します。

これまでの大学の知を使った実例を挙げますと、平成２８年度に行った法勝寺川桜調査事業が

あります。鳥取大学農学部に依頼し、法勝寺川桜土手の調査を行いました。その結果、３５％の

個体が衰退傾向にあることがわかりました。この調査結果を受け、本年、平成３０年度より年次

計画で剪定及び衰退が著しい個体の伐採を実施してるところでございます。また、鳥取大学地域

連携関係機関西部連絡会の協議内容として、竹林整備と竹材の有効活用を実現するビジネスモデ

ルの構築というテーマで連携取り組みの協議をしています。

今後は、南部町の伝統や技術といった産業資源を生かし、地域経済の発展や再活性化を目指し

た連携事業化を検討してまいりたいと思います。また、全国学生連携機構など鳥取大学以外の大

学や機関との連携についても、引き続き良好なパートナーシップの関係の構築を図り、地域課題

の解決に向けて新たな産学連携、事業化を促進してまいりたいと考えております。

以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君の再質問を許します。

仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 御答弁ありがとうございました。

まず、母塚山の林道整備について再質問させていただくわけでございますけれども、その中で、

林道の整備で、土砂崩れが頻繁に起こるんですけれども、そのときの土砂を撤去する程度しかな

かなかできないというようなことがありますし、それから年次計画での整備計画はないというこ

となんですが、確かにのり面が急斜面が多いというような状況ではあるんですけれども、先ほど
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町長の答弁の中にもありましたけれども、観光スポットの中にも、町内でも一番上位に該当する

地域ではないかなと思うんですが、その辺の私は、何か整備すると全部歩道をつくったりとか、

そういうことではなくて、土砂崩れがあったときにすぐにでも退避ができ、そして土のうですぐ

対応できるような、観光も含めてですけれども、そういう整備ができないのかということをまず

冒頭にお聞かせ願えたらというように思うわけでございますが、いかがなもんでしょう。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。小学校のときに私も母塚山に遠足に行ったり、昔は

ああいう道路がなかったですから、お地蔵さんのある遊歩道を上がりながら登ったことをよく覚

えてます。昨年、東京から同級生が帰ってきまして、母塚山に連れていってやるといいましたら、

あんな山に今は登れんといって、林道があることすら知らないんですね。朝の雲海を見ましたら、

こんな姿を生まれて初めて見たということを言っていました。非常に朝の雲海、それから大山か

ら昇る朝日、絶景でございます。

しかし、一方で、４メーターの林道でございますし、さらには、あの山頂部分の駐車場台数、

極めて限りがあります。早朝のまだ暗いうちに行きますと、歩いて登られる方とかおりる人との

認識が悪くて非常に危ないということもありますし、これは私だけかもしれませんけど、帰りに

ちょうど朝日が目の間に入って、ハンドル操作を誤るんじゃないかというようなことを私も経験

しましたし、ほかの人も経験したことがあります。林道の安全のこともありますし、さらには、

山頂部分のあの広さ、人を上に車で追い上げても処理ができない。これは今でも日常、朝の状況

になってるようでございます。特にお彼岸の時期にありますダイヤモンド大山のときには、中国

地方から多くの人たちが日の出を写真を撮ろうと集まってきておられる実態もあります。

案外キャパが少ないというとこに限界もありますので、もう少し地域に、環境に配慮した、車

にばっかり頼らないような使い方ができないだろうかなというぐあいには思っています。大切な

観光資源だと思っていますけども、事故があってはなりませんし、たくさんの人があそこの山頂

に訪れるという環境にもありませんので、限界点もあるだろうと、このように思ってるとこです。

○議長（秦 伊知郎君） ７番、仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 私は、駐車場整備を広くしてほしいとかいうようなことをさらさ

ら言ってるわけではございません。現状の状態で、特にそういう神話の山でございますので、自

然の中でどう共存できるかということではないかなと私は思います。ただ、一番問題なのは、あ

ずまやに行くまでの間、先ほど町長のほうから話がありましたけれども、仮設の足場というんで

すか、そういうようなものが雨が降ったときにそこに雨が集中します。そうすると、ボランティ
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アでやっているんですけれども、そこがうずくまってしまって流れてしまうと。ほかに雨が流れ

るところがないという状態でそこに土砂がいっぱいになり、歩く道すら崩れてしまうというよう

な状況もありますので、その辺のところの整備というのは最低限は必要ではないかなということ

を思っているところでございます。

それから、ボランティアでとか天津振興協議会の方の協力で、山頂周辺の遊歩道の草刈りだと

か、あるいは駐車場とか道路側溝の周囲の草刈りなどは定期的に実施はしておるわけで、これは

我が町の宝、そして天津の宝ということで、母塚山の維持管理というのはそういう団体で逐次や

ってるわけです。ところが、あずまや周辺に雑木が大きくなって見通しが逆に悪くなってるとい

うのが今の現状です。木が大きいとこ、ですから母塚山のあずまやの上だけじゃなくて、下のと

ころの山のところに木が上がってるために、じゃあ、これはどこの土地、これは切っていいのと

いうような状況が今現状にあるんじゃないかと思うんですね。

また、松くい虫で倒木された松の木がそのまま横に切ってあるというような状況になって、や

っぱりこういうところにも管理のあり方っていうようなものがあろうかと思います。ですから、

こういうのが町としての景観形成というのをどう考えておられるのかということを質問してるわ

けでございます。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。あずまやから眺める景色というところの部

分で、木などが生えて伸びてきているような状態を私も見ております。そこの管理については、

土地の所有者の方々に理解をもらいながら、伐採等ができればそういった方向での検討をしてま

いりたいと思いますが、まず、どの辺の範囲でどういった形での見晴らしをきちんとしていくか

というところから現状を調べさせてもらって、対応のほうを具体的に検討したいというぐあいに

思います。お願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。今、課長が言った、民地なわけですね。これは、こ

れまでも御質問があった鎌倉山もそうです。それから要害山も手間要害もそうです。民有地の木

が大きくなって、昔は山に手が入ってたのに、今、山頂に登ってみたら見えないっていう御意見

はたくさんいただきます。その都度協議を民有地の所有者に御協力いただいて、木の伐採だとか、

そういうことに踏み込んだところもありますけれども、基本的に民有地の中の木を切るというこ

とに対して御協力いただければいいんですけども、多くは全く町外の方であったり、そういう方

の場合には非常に厳しい状況もあります。町としては、前向きにそういう景観形成だとか、そう
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いうことにも向かっていきたいと思いますけど、根本的にはそういう問題があるということはお

含みおきをいただきたいと、このように思っております。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） では、そこの今、私が見る限り、大山のほうに見ると雑木がばっ

と生えてるところでございますが、ここの所有者は民間の方だと思うんですけども、民間という

よりは財産区だと思うんですけれども、そういうところは御存じでしょうか。もう既に調べてお

られるんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） まだ具体的な場所、所有者については、きちんとした把握はで

きておりません。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 先ほど町長のほうからもありました、確かに民間の私有地を無造

作に見えんから切るというようなことはできませんが、そういうどういうところにどういう方の

土地があり、それが協力できるかどうかっていうのは、やっぱり先ほど言いましたように、神話

のまちというようなところもある関係上、ぜひ協力いただけるような格好のことも必要ではない

かというように思うところでございます。それがどこまで先ほどありましたようにするのかとい

うこともあると思いますけれども、見通しができないところはぜひ協力いただけるような格好の

姿、あるいはそれが行政がすぐするんじゃなくて、行政と地域の方とお願いして回るようなこと

も必要になるかもしれませんけれども、やっぱりそういうことをぜひお願いをしたいというよう

に思うわけでございますが、いかがなもんでしょう。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。財産区ということであれば、ぜひとも余計御協力い

ただきたいと思います。そういうところに地域の振興協議会や天津クラブの皆さんの力もおかり

して、ぜひ皆さんで、こんな景観をつくろうやだとか、そういう機運が盛り上がることを期待し

ているところです。よろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） それと、先ほども町長の話がありましたダイヤモンド大山という

大山の日の出を写したり、あるいは夜空で星を写したりして町内外の多くの方が母塚山に登って

おられるし、また、マニアの方もあります。朝６時過ぎですか、夏に行ったら、もう３０人ぐら

いの方がカメラの日の出のシャッターをしながら、ちゃんと待ち構えておられるというような方
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もございました。ですから、こういうものが多いわけでございますが、そこの景観形成はさるこ

とながら、やっぱりそういう見通しがいいところ、そして地域に本当にこんなすばらしいところ

があるということをぜひもう少し、インターネットを開いて母塚山というのをひもといていった

ら、いろんな方がダイヤモンド大山というので、ぼおんとインターネットに出てきます。動画も

出ております。

これは、一般の方のもありますが、行政だけではなくて、そういう母塚山に行って初めてこん

な大山を見たというようなことがインターネットの動画サイトでも出てきておりますので、ぜひ

見ていただきながら、母塚山というものはこんな景色がいいところだということを理解していた

だきたいと思います。なかなか南部町自体でわかっとっても、地域の方は、いつも行っちょうけ

ん大したことないわということを言われることがあるかもしれませんけれども、ぜひそのような

格好で広げて、今ＰＲしなくても、ＳＮＳだとか、そういうインターネットで輪を広げつつある

ということをやっていただけておりますので、ぜひそれに対応できるような姿っていうのが必要

だと思います。

それから、先ほど町長のほうから林道の４メーター道路の中で広げるとかそういうことはない

んですが、今のトレッキングコースというんですか、歩いて登られる方もあるわけです。よく土

砂崩れをした後に交流センターの入り口で通行どめがあって、町外の方から通行どめがあって登

れんがなという方も何人かございます。しかし、すぐにでも土砂を撤去しながら、バリケードで

ここは入れませんよということぐらいの最低限のところはしていただくような格好でして、そこ

でやっぱり地域の誇りを地域外の方にも見ていただく、そういう姿っていうのが必要ではないか

というように思いますが、この辺についてはいかがなものかと思いますが。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。確かに豪雨のときとかの土砂崩れで、速や

かに建設課と連携をとりながら、通行どめだよというところの情報提供をいただきながら、観光

系のところでは、通行どめですよとかというところはホームページとかに出したりさせていただ

いて、そういった通行どめが始まりました、解除しましたというようなところのお知らせは、こ

れからもあらゆる媒体を使って町外の方々にもその辺はお知らせしたいと思いますし、建設課の

ほうでも、そういった観光でという母塚山がありますので、その辺の対応は、なるべく優先順位

の高いところで対応してもらっているというのが内部の状況でもございます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 先ほど定点カメラのことを設置についてお願いをしたところ、一
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応検討していただきたいというところでありますけれども、やっぱり天気がよくて特に黄砂が飛

んでない日は、大山はもとより、遠くは隠岐島とか島根半島、松江市まで見渡すことができるこ

の母塚山にぜひ定点カメラを設置して、町のインターネット動画サイトやなんかに動画配信して

いって町のイメージアップにつなげていただきたいというように思います。これはなぜかという

と、カメラがあるということは、不法投棄もできませんよということを一つイメージをすること

も必要ではないかなと思うんですが、再度この辺について不法投棄防止という観点からもお願い

できたらと思うんですが、いかがなもんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） カメラで不法投棄の防犯対策的なところの意味もございますが、

協議会では、過去にそういった不法投棄を防止するためのいろんな啓発の看板だとかそういうの

をつけたりさせていただいて、後に林道作業員の方にきれいにあの辺を伐採していただいて、不

法投棄というのは大きなものは大分なくなったかというぐあいには考えております。定点カメラ

というアイデアも非常によいアイデアということで受けとめさせてはいただきますけども、最近

では、定点カメラだけではなく、いろんな携帯の媒体を使った発信の方法等もありますし、観光

系の意味からすれば、そういった媒体を使ってなるべく安い経費の中でできるようなものは、そ

ういったものも勉強させていただきたいと思いますし、また、防犯という部分に考えますと、そ

こら辺は、また地域の協議会であるとか、それから観光協会の中で、そういった部分の問題も取

り上げながら話をさせていただきたいというぐあいに思います。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） ぜひ御検討いただいて、定点カメラがなくても、やっぱりそうい

うようなものがあることによってまた変わるということもございますので、ぜひ御検討をお願い

したいと思います。

それから、先ほども神話の観光ルートというようなことがございますけれども、きのうも、あ

る放送局から、客神社、小原のところに多くの観光客がお見えであるということがあります。こ

れもですし、赤猪岩神社にしろ清水井にしろ、ここの母塚山にしろ、やっぱり観光ルート、神話

のルートというようなことも大いにしていただきながら、広域的な観光ルートというようなこと

を持っていただきたいなと思うわけでございます。特に福田神社も八幡宮についても同じことで

すが、それとあわせて、この母塚山の神様を祭っておるところに伯太町の横屋の比婆山というと

ころもございますけども、これも母塚山の絡みの神話のふるさとでございます。ですから、他町

村をまたいだところでの神話の観光ルートというようなこともある程度考えていくような観光ス
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ポットをぜひ構築していただきたいということで、これは要望としてお願いしたいと思いますが、

いかがなもんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。広域的な観光ルートとして、現在もある程

度のそういった形でのルートづくりというのはさせてもらっておりますので、またそこら辺を拡

充できるようなルートづくりのほうも考えていきたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） じゃあ、続きまして、大学連携事業について再質問させていただ

きます。

今年度は、講演会の謝金とか、鳥大生のインターンシップでバンガローの宿泊の予算というこ

とになっとるわけでございますけれども、２６年度からスタートして現在も進めておられるとい

うことでございますけれども、この連携に関する協定というのは具体的にもう少し詳しく教えて

いただけたらありがたいんですが。（「済みません、ちょっと休憩」と呼ぶ者あり）

○議長（秦 伊知郎君） 暫時休憩します。

午前１０時４８分休憩

午前１０時５０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。協定の少し詳しい内容ということでござい

ます。この協定書は、平成２４年の３月３０日に協定書として結ばれたものでございます。目的

として、教育研究及び社会貢献事業と地域活性化に資する事業について相互に連携、協力を図る

ことを目的とするという内容のものでございます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 私の知る限り、当初は職員を大学のほうに派遣していただいて、

それで大学でいろいろ研究されて職員は帰っておられるというような格好での取り組みからスタ

ートされておるんじゃないかと思うんですが、今もいろいろなそういう研究データのサンプリン

グ調査とか、そういうのをされておると思うんですけれども、今まで２６年度から事業実施をさ

れておられるということでございますけれども、その中で、どのような地域課題を見て、そして

それについてどう対応しようとしておられるのか、職員といろいろ研究、協議をされておられる
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というふうに思うわけでございますが、その辺の何かデータ的なものなり、あるいはそういう報

告書で、こうやったらこういう格好になるというようなことも出たのでしょうか、その辺を教え

ていただけたらと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。平成２７年度に南部町と鳥取大学の連携事

業の報告書ということでいただいております。その中に、さまざまな研究の内容等々があるわけ

でございますけども、一番直近でいいますと、昨年度は、今の里山ウオーキングマップというの

を健康福祉課のほうでつくったりというようなところで、その全体的な課題というのは、個々の

それぞれの課の中からこういったものはどうかというので、それを取り上げながら大学のほうに

持ち帰って、これが大学の中で採択されて研究が進むかどうかというところで個別に行っている

ものでございまして、今、米のほうとかもやっております。また、現在は、竹林の竹に対する取

り組みというところで、そういったのを西部の地域連携の中で課題の提案をさせていただいて、

さまざまな専門的な知識を持たれた方から御意見をいただきながらというぐあいに行っていると

ころです。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 私は、せっかく大学と連携し、そして一緒に進めていくっていう

ことで、特に専門機関でございますので、いろんなものが、課題が出てくると思います。ここで、

例えば農業問題ということがありましたけれども、先ほどもサンプリング調査でデータ収集して

食味の向上の調査をやっておられるということで、ことしで３カ年ということでございますけれ

ども、これの結果はどのような格好に落ちつくのか、あるいはその辺の内容は教えていただけま

すでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。米の食味の調査研究なんですが、現在３年目という

ことで、事業そのものは一応５年間ということで取り組んでおるものでございます。今年度です

が、２月にこの中間発表ということで、そういう中身、データですとか土壌の結果、食味値の結

果、そういうものを発表する予定にしておりますので、また議員さんのほうにも御案内をさせて

いただきたいというぐあいに考えております。よろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 先ほども言いましたように、連携しながらそういう特殊な専門教

育を受けておられる方と一緒にすることによって、役場職員では見えないもの、あるいは地域で
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見えない課題っていうのが出てくる可能性があるんじゃないかと思うんですね。特にそこで、向

こうで食味のをやろうということもあったわけでございますけども、地域課題としてはもっとも

っといろんな問題があろうと思います。１つの例では、隣の町の日南町さんなんかは、これを協

定を結びながらいいものをやっておられるんじゃないかなと思うんですが、実際そういう発表が

新聞報道でもあったと思うんですが、その辺の様子を教えていただけたらと思いますが、日南町

の例を。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。日南町のちょっと実例のほうを私、把握を

しておりません。済みません。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 鳥取大学っていうと、農学部があり、工学部があり、特に医学部

もあるわけでございます。南部町の問題っていうのは、病院でいえば医師不足の問題、あるいは

農業では、農業所得がどんどん減って、今、奥のほうでは荒廃農地がどんどんふえつつあるとい

うような状況、工業については、なかなか地元企業っていうので工業化はないわけでございます

が、そういう大学というと、ただ農業だけでなくて、いろんな格好のものがあると思います。相

手様がそれを受けてくれるかどうかもあるんですけど、やっぱりもっときちっとやっていくよう

な方向っていうか、これの輪を広げていくようなものが必要になってくるんじゃないかと思うん

です。その辺についてはどうなんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。一番の課題は、官と学が結びついても、それは報告

会で終わってしまうということです、いい勉強させてもらいましたんでと。ただ、私が一番よか

ったなと思うのは桜ですよね。これは町が管理し、ボランティアの皆さんにもお世話になってる

桜ですので、行政のほうがその課題だけが予算として解決できる。ただ、農業の問題にしても、

目的が、課題は、行政のほうが例えば農業のお米の付加価値を上げましょうといっても、最後の

アウトプットは高い金で米を売らなければいけないわけです。売れて初めてそれが成果になるわ

けでして、そこのあたりにやはり産業というものがきちんと入り込まないと成果としては不十分

だろうと思ってます。産学官のこの辺の連携の中の産が足りないと思っています。これを同じよ

うな目的、ベクトルをそろえないと、行政は課題を考えてる、学校のほうは、それに乗ってきて

一緒に研究しましょうと言いますけども、そこに、じゃあ、私のほうも商売として売っていこう

だとか産業としてやっていこうということがそこにかみ合わないと、実際の最終的なアウトプッ
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トにはならないというふうに思ってます。

今後の一つの課題として、もう少し目的の方向性を産官学がそろえて、産業としてやっていけ

るような、そういうものを産業界にも声をかけながら、いわゆる商業であったり、中小企業の問

題の御意見が今回もあると思います。そういうところに問題解決の糸口として、最後には実際に

現場でやってみるということが必要なわけでして、そういう視点でこれから取り組んでいかなく

ちゃいけないと思っているとこでございます。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 先ほども大学連携の中で産官学ということでありますが、その中

で、例えば農業にしても、しっかりと法人を立てて農業で他の農業産品とは別のものもやってい

こうというようなうねり、動きをやってる農業法人もおります。ですから、地域の中では捨てた

もんではないところもありますので、ぜひ、要はいろんな仕掛けがあって初めてそこに、こうい

うものがありますがどうですかというところも出てくるんじゃないかと。初めから商売にどうで

すかというものではないんじゃないかなと思う。

ただ、問題は、それを大学のほうとしても、あるいは役場のほうとしても、じゃあ、こういう

格好でいったらどういう格好のアクションができるかというようなことも、ある程度お互い研究

する必要はあるのではないかなと。ですから、研究しながら、そこでこのビジネスチャンスとい

うのが出てくるのではないかなと思います。初めからビジネスができるからこうやりましょうと

いうもんでも、なかなか難しいのではないかなと私は思います。ですから、そういうこれからも

研究をしていただき、そして地域のノウハウをいかに大学の研究成果とドッキングした新しい産

業創造ができれば、雇用の拡大とかいうようなことに取り組めるんじゃないかなと私は思います

ので、ぜひその辺についても研究をしていただきたいと思うんですが、いかがなもんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。ありがとうございます。仲田議員のおっしゃること

もよくわかりますけども、私は、これまでの鳥取大学、また、ほかの大学と連携を幾らしても、

学校と自治体が連携の中に、実際の今、農業法人なら農業法人が中に入って、じゃあ、一緒にそ

のフィールドの中でやってみましょうと、これは商売になるかもしれないんでというところまで

持っていかないと、最初にその産が入らない限りは、はっきり言えば効果はないと思っています。

部分的な、先ほど桜のような管理の部分ではこれはできると思いますし、それからほかに何があ

りますか、健康の問題でもそうですよね、病院が中に入っていかなければ、行政と健康問題を鳥

取大学と話し合っても、じゃあ、実際にドクターが現場のほうに行かないようなことでは何もな
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らないわけでして、そのあたりの、もう一つ目的をそろって実際に行動に移す人に中に入ってい

ただくことが大事だろうと思ってます。

今回の農業のお米の問題でも、今、中間報告でございますので、これを結果として、今、法人

等がデータとして目を輝かせるようなデータで、これなら食味値として打って出るというような

方向づけが出れば法人の皆さんにも朗報にもなろうと思いますので、ぜひお声をかけながら、そ

ういうお金になる、または産業として元気が出るそういう方向を探っていこうと、このように思

ってるとこでございます。よろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 大分時間も経過いたしますけれども、要は大学との連携の事業の

必要性ということで、地域課題を解決、町の発展に寄与することができるし、移住や事業化につ

ながるケースもあり、今後さらなる展開を期待されると連携事業の必要性を掲げておられますが、

私が見る限り、中身が余りにもまだまだ薄いのではないかと思います。ぜひもっともっとやって

いただきたいと思うわけでございます。

特に、大学の専門的な知識を持った若者と地域を抱えた地域住民や職員との懇談をしながら、

いかに地域課題ができるかという研究と同時に、先ほども話がありましたように、事業ができる、

あるいはアクションができるというようなことが本当の連携の意義じゃないかなと私は思います。

ぜひその辺のところも含めて、やっぱりこの連携のあり方っていうんですか、ただ講演会をする、

あるいは研究会をしたということではなくて、先ほど町長が言われましたように、インターンシ

ップを役場でやったら３名の参加があった。ところが、じゃあ、その中で、３名の方がこのたび

募集があったのかどうかというようなのについてはどうですか。

○議長（秦 伊知郎君） 総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長でございます。鳥大のインターンシップで３名来られまし

たけれども、その３名がこの南部町役場を受験されたかどうかちょっとわからないところでござ

いますが、一方で、先ほどありましたけど、食味の関係で大学とつき合っておりますけれども、

その学生の１人が南部町役場を受験したというふうに聞いております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 先ほどお一人の方が受験されたということの話がございました。

この連携のあり方というよりは連携を大きくしていただく輪を広げていきながら、本当に若い人

が働きやすい職場づくりというようなことも出てくる可能性があろうと思いますので、ぜひこれ

を取り組んでいただき、そして専門教育を受けて、そしてそれを地域の中に同化していただける
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ような仕掛けづくりというのがこれからも必要になってくるのではないかと思います。

最後になりましたけれども、ぜひその私の思いをお願いし、そして町長にも感想をいただけれ

ばと思います。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。大学の連携というのは大事だと思います。鳥取大学

ばっかりじゃなくて、全国学生連携機構のＪＡＳＣＡであったり、ことしでしたね、桃山学院大

学が来て手間のあの塀を落として上に、あの造作にも一緒に携わってもらったというぐあいに聞

いております。いろいろな若者やそういう学校機関と連携しながら知識というものを共有してい

く、また、それを産業の中に生かす、これはやはり大事なことだろうと思っていますし、どうい

う時代になっても変わらぬ価値だろうと思ってますので、今後ともそういうことに取り組んでい

こうと思ってますので、よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） よろしいですか。

以上で７番、仲田司朗君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩をとります。再開は１１時２０分にします。

午前１１時０８分休憩

午前１１時２０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

１０番、細田元教君の質問を許します。

１０番、細田元教君。

○議員（１０番 細田 元教君） １０番、細田でございます。議長のお許しをいただきましたので、

一般質問させていただきます。

２点でございますが、全部これつながっております。去年の９月か１２月の議会にも同じよう

な質問をいたしました。南部町初めての陶山町長が誕生いたしまして１年過ぎたところで、いか

がでしたかということをお聞きしました。

今回の質問は、町長はマラソンが大好きなようでございまして、４０キロマラソンと例えまし

て２０キロが終わって、今３０キロ地点に入って動いてるとこだと思います。そろそろ４０キロ

マラソンのテープを切る期間が、時期が今目の前に参っております。陶山町長は、町長になられ

ていろんなことを坂本町政から引き継いでやられました。私の記憶では、百歳体操を掲げ、各部
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落も順次今進んでおります。これが今度折り返し地点になったら、どのような政策をされるのか

期待をしてるとこでございます。１期、残されたあと２年でございますが、そろそろ新しいこと

にチャレンジにされるんじゃないかと思って、きょうその第１点は質問させていただきます。

第２点の質問は、共生社会の問題でございますが、ぴんときませんけども、これは今、世の中、

２０２５年問題、また、４０年問題が言われております。２０２５年というのは、昭和２３、２

４、２５年生まれの方が７５歳に達する超高齢社会になるということなんです。４０年問題とい

うのは、その子供さんがちょうどそのころに、４０年に７５歳ぐらいになると。まだ問題は、そ

の４０年の人、要は自分たちの子供たちが３０歳、４０歳ですね、約３割の方が未婚の方が多い

と。子供さんも少ないと。そこで人口減少が一気に起きてくるというのがストーリーなんです。

それに対して、この流れは町長も認識しておられました。その証拠に、ことしの成人式の式辞

の中に、成人の皆さん方に、皆さん、お願いがあります、何だろうかと思った、結婚していただ

きたいと言われたんですね。初めてこのような式辞を聞いたですけど、それだけ南部町でも２５

年問題、４０年問題について町長は認識しておられます。このような南部町が人口減少に必ずな

るだろうと。これをいかにして歯どめをかけ、いかな政策で維持できるのか、また、人口減少の

中でどのような政策をしたら町が、また、町民が幸せを保てるのか、本当に今、私は、町長、悩

んでおられるんじゃないかなと思っております。

そこで、第１番目の質問と関連して、流れが自分は、このような流れで我が町政になっていく

のが言われるんじゃないかと思って今回の一般質問をしました。大きな投網をかけるような話で

ございますが、その１つの政策、手段として、地域共生社会がどうしても必要じゃないかと私は

思っております。みんなで、また、地域の資源を活用しながらこの南部町を守っていく、いろん

な人の協力を得ながら幸せに導いていく、私はこれしかないではないかなと思っておりますが、

町長の考えはわかりません。これらの話を聞き、また、南部町をこのように持っていきたいとい

う夢、政策をお聞きしながら次の質問をしたいと思います。

壇上からは以上でございますが、町長、町民に夢を与えるような政策、施策をぜひこの場にし

ていただけるならば１２時で終わると思います。よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 細田議員から２点にわたって御質問をいただきました。一番最初に、私

の今後２年の基本姿勢を問うという御質問をいただいておりますので、私の町政の折り返し地点

に当たって、今後、残り２年間の私の考えを申し上げていきたいと思います。

平成２８年１０月の町長就任以来、いよいよ３年目に突入しました。この間、私は「つなぐ・
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変える・挑戦する」、これを政策理念とし、南部町の持つ自然や文化、恵まれた環境を次世代に

つなぐ、そのためには、変化を恐れず挑戦する心意気が大事だと申し上げ、職員に、そして町民

の皆さんと話し合ってきたところでございます。私がこれまでの２年間取り組んできました５つ

の挑戦の進捗を示しながら、残された２年弱の期間の基本姿勢を御理解いただきたいと思います。

まず最初に、なんぶ創生への挑戦でございます。

南部町生涯活躍のまち拠点整備計画によって進めるサテライト拠点プロジェクトでは、２９年

春にオープンしたえん処米やは、本年１０月末現在、お試し住宅として８３人、里山デザイン大

学などの学び・交流の場として３０２人、このように多くの方々でにぎわっております。また、

本年４月にオープンしたえんがーの富有も、移住した若者による学習塾や、今月末には県内外３

万人の来場者を記録するだろうと言われているジェラートショップなど、地域の集いと憩いの場

になってきました。せっかくこれだけの方が来られる仕掛けができましたので、町内での滞在時

間を延ばす工夫やお金を使っていただく仕掛けがこれから重要になってくると思っております。

来年４月には、手間地区で空き家を利用したゲストハウス、カフェ、憩いの場が地域でつくるま

ちづくり会社によって準備中でございます。国内外の旅行客から、地域の子供、お年寄りまで幅

広い層に利用していただくよう準備を進めておられます。

社会福祉協議会がひきこもり支援の拠点として整備されたいくらの郷でも、伯耆の国の専門職

員による農林業を取り入れたひきこもり支援プログラムが着実な成果を上げております。ＪＯＣ

Ａ連携プロジェクトとして、青年海外協力協会が法勝寺高校跡地に、障がいのある方や、子供か

らお年寄りまでの居場所となる、いわゆるごちゃまぜ施設も動き出し、先日、現地で温泉掘削に

向けた安全祈願祭がとり行われました。

このように、全般にわたってほぼ順調に生涯活躍のまち拠点整備計画は進んでおりますが、残

る任期中には、法勝寺高校跡地に予定する佛子園モデル地域交流拠点施設の早期稼働を事業主体

のＪＯＣＡと連携して取り組んでいかなければなりません。また、３１年度には、法勝寺分館の

建てかえ工事に着手する予定ですので、住民の皆さんや関係機関と調整しながら、夢の語れる複

合施設に取り組んでいく所存でございます。

次に、子供たちが生き生き育つ環境と人材育成への挑戦です。

平成２７年度から取り組む南部町子ども・子育て包括支援センター事業によって、妊娠、出産、

子育てにおいて切れ目のない包括的な支援体制が順次拡張、構築されてきており、子育て世代か

らも、南部町は子育てに優しいまちという評価がいただけるようになってきました。若いお母さ

ん、お父さんの幼児が遊ぶ場所が町内に少ないという御意見から、幼児をお持ちの皆さんの、こ

－３５－



んな遊び場があったらいいなという御意見を反映した小さな公園づくりの話し合いを２年間にわ

たって延べ８回開催してきました。皆さんの御意見の詰まった御家族参加型の公園づくりを今後

行いたいと思います。

また、小・中学校のエアコン整備など他市町に先がけ環境整備にも取り組んできましたが、今

後の喫緊の課題としては、老朽化が目立つ保育園の整備についてです。残念ながら保育士不足や

施設の規模の関係から待機児童が発生していますので、この解消と今後の保育園の改築の方針を

検討していきたいと考えています。

また、小学校、中学校を通じて南部町を学ぶまち科の授業、その集大成として、平成２８年１

２月から、中学生が町の課題に対して解決提案をするまち未来会議が始まりました。町に対して

の真剣な子供たちの気づきや疑問に私たちも真剣に取り組むことが大人の責任であり、おせの背

中だと思います。小さな一歩であっても、その実現に努めることが重要だと考えています。同様

に、高校生サークルや新☆青年団など、南部町には他町にない若者たちの活動集団が生まれてき

ました。このような若者の活動を応援し、ともに町の考えられる環境づくりが将来の人材育成に

つながり、本当の意味でのまちづくりだと思います。このような視点からも、来年１月の青年議

会の一般質問を今から楽しみにしてるところでございます。

次に、健康長寿のまちづくりへの挑戦については、住みなれた地域で最期まで自分らしく暮ら

していただきたい、そんな願いを込めて集いの場と運動環境の整備を急いでまいりました。昨年

から進めています百歳体操は、現在、準備中も含めると３０カ所、ほぼ３分の１の集落で行われ

るようになっております。実施後９カ月目の体力測定では、柔軟性や足の踏ん張りを見る手伸ば

しテストで平均⒌７センチ向上し、３０秒間の立ち上がりテストでは平均⒋２回の立ち上がり回

数がふえていました。筋力がつき、歩くのが楽になった以外にも気持ちが前向きになったという

方が８８％もおられ、大きな成果が感じられます。来年度は全町を対象にした交流会を行いたい

と考えています。

国も、保健事業と介護予防を一体化した通いの場でのフレイル対策、フレイルといいますのは、

筋力や身体活動などの低下で要介護の前段階の状態を指す言葉をフレイルと申します。フレイル

対策を推進する動きを見せていますので、今後は、西伯病院や保健師、栄養士が通いの場に出か

け、フレイルに着目した口腔ケアや栄養指導を百歳体操の筋力トレーニングに組み合わせ、健康

寿命の延伸に挑戦していきたいと思います。

次に、人と地球環境にやさしい共生のまちづくりへの挑戦についてです。

人に視点を向けた共生は、人権であり、私たちの町がこれまで大切にしてきた人権が大黒柱の
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まちづくりをさらに進めなければなりません。誰もが幸福を追求できる、差別しない、させない

まちづくりのためにも部落差別解消推進法の具体化を進めなければなりません。

地域環境の共生は、農業と林業の問題に集約されます。農業、林業が廃れれば里地里山が崩壊

し、私たちの中山間地域で生き続けることは困難になることは、今議会でも同僚議員の御質問に

お答えしてきました。奥が深く、簡単な解決策は見つかりませんが、諦めないことが重要だと私

自身に言い聞かせ、取り組んでいきたいと思います。

米づくりにあっては、米１俵で１万０００円が農業を持続させるための最低金額だと私の知

り合いの農家の方がおっしゃっていました。私も農家の端くれとしてそう思います。一生懸命米

をつくる人が南部町がこれからも農業が続けられるために、高付加価値化、集約化と法人化、そ

してドローンなどの先端技術の導入などを通じての支援を考えていきたいと思います。

果樹については、果実の販売に加え、加工を加えた６次化による収益増を目指し、本年度めぐ

みの里に導入するフリーズドライを利用した商品開発を支援していきたいと考えています。

山林については、町内の施業計画を進め、当面、森林環境譲与税を利用した間伐促進を進める

ことが必要でしょう。針葉樹を利用し、広葉樹を活用する、そして竹を使うことに解決の糸口を

見つけたいと思います。

また、議員からの質問にありますように、地域共生社会構築の今、入り口に立っています。集

落の人口減少、そして高齢化する中で、誰が支え手になるのかの議論が始まりかけました。でき

るだけ多くの方に参加いただき、今、見直しの緒についた地域福祉計画の策定が地域共生社会の

初めの一歩にしていただきたいと願っています。

最後に、行財政改革に挑戦するについてです。

一般質問でもいただきましたが、総合計画に着手いたしました。来年３１年度から１０年間に

わたる町政の基本計画であり、過去に散見された夢と希望にあふれた計画にはならないと考えて

います。本格的な人口減少社会の到来を見据えながら、持続可能な地域社会の実現に向けてやる

べき政策の方向を指し示すものでなければなりません。また、水道料金についても、持続可能な

料金について検討が必要な今後２年間になろうと思います。

以上、少し長くなりましたが、私の前半２年間の取り組みと今後にかける思いを申し上げまし

た。

終わりに、昨年、京都・清水寺貫主、森清範氏に揮毫いただいた漢字１文字は「豊」と「里」

でした。南部町の中学生たちが、今の南部町をあらわす漢字１文字に選んだのが「豊」という字

でした。そして南部町の未来に託す文字は、広く町民の皆さんに公募し、選ばれた「里」でござ
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いました。この２文字に込められた町民の皆様の町に対する思いを具体化、実現するために、残

る２年間、全力で町政の推進に当たってまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいた

します。

次に、地域共生社会についての御質問にお答えいたします。

まず、２０２５年問題、２０４０年問題の対応についてでございます。

人口推計では、２０４０年まで高齢者数は増加を続け、現役世代、青少年世代は減少し続ける

ため、国におきましては、社会保障・税一体改革において、少子化克服、人生１００年時代、給

付と負担のバランスを柱に、全世代型社会保障、持続可能な社会保障の検討が行われているとこ

ろでございます。

南部町におきましても、少子高齢化克服については、子育て支援課を中心に南部町少子化対策

推進本部にて各課が連携し、子育て世代への支援、施策に取り組んでおります。結婚支援、妊娠

・出産、その後の子育てに関して、不妊治療費助成、誕生祝い金、在宅育児世帯支援給付金等、

費用面に関する支援のほか、子育てに関する不安や孤立感を軽減するために子育て包括支援セン

ター、ネウボラを設置して、保健師や助産師、子育て支援員などの専門スタッフを配置し、町内

で安心して子育てができるように体制を整えております。

また、人生１００年時代に近づき、多くの企業で定年延長が実行されつつあります。仕事や地

域での活動、余暇、学習などが御自身の希望がかない、生涯現役で活躍されることが可能になる

ように応援することも行政の役割であると言えます。生涯現役で活躍されるためには、まず健康

長寿であることが重要です。フレイル予防に取り組むことがそういう面でも重要であろうと思っ

ております。一般的にフレイルの予防には、１、運動や外出などの身体活動、２、栄養や口腔ケ

ア、３、就労や社会活動などの社会参加の３つが効果的であると言われています。南部町では、

既に開始をしております百歳体操の普及により、介護予防や健康な体づくりと地域の集いの場の

確保にもなり、社会参加の促進になると考えております。

また、そのような場にまちの保健室の開催もあわせて行い、保健師や栄養士などの専門職によ

る栄養や生活習慣病予防の健康教育も実施してまいります。生活習慣病を予防することで認知症

を予防できるという知見もございますので、これまでも実施してきました生活習慣病予防に取り

組むとともに、高齢になれば誰しも認知機能に支障が出てくるものですから、認知症になっても

安心して暮らすことができるまちづくりを進めていきたいと考えます。

また、西伯病院で導入予定の歯科診療車の活用は、医師や言語聴覚士の医療スタッフの協力で

住民の歯科口腔の定期的、専門的なケアにつながることを期待しております。身近な集まる場所
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や機会ができることで地域のコミュニケーションを高め、互いに見守りの気持ちを持っていただ

き、住みなれた地域で暮らし続けられるよう助け合い、支え合うまちづくりに努めたいと考えて

おります。

次に、地域共生社会を築くための施策についてのお尋ねです。

２０２５年問題、２０４０年問題を考えるとき、制度、分野ごとの縦割りや支える側、支えら

れる側という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が我が事として参画し、人と人、人と

資源が世代や分野を超えて丸ごとつながることで、誰もが役割と生きがいを持つ地域共生社会の

実現は必須のものと言えます。これまで主に高齢者を対象に住まい、医療、介護、予防、生活支

援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を２０２５年までに実現するように言われ

てきました。特に今後増加が見込まれる認知症高齢者の地域での生活を支えるためには、地域包

括ケアシステムの構築が大変重要になります。

しかし、家庭の課題対象は高齢者だけではなく、子供や障がい者を含めて全ての世代であり、

貧困や社会的孤立など、これまでは表面化しにくかった課題が顕在化してきました。町では４月

に福祉総合相談窓口を開設しましたが、家庭内の課題が複雑化、多様化してることを実感してお

ります。現行の制度の狭間の課題や行政あるいは専門職だけの対応が困難な事例もあり、地域住

民との協働が欠かせない場面も見受けられます。

ある集落では、高齢でおひとり暮らしの方が認知機能の低下もあり運転免許証を返納されまし

たが、御近所で病院や役場への送迎や電話を御本人にかわってかけたり、話し相手や見守りに取

り組まれました。認知症があっても身体的には健康な方ですと、病院への入院の必要がなかった

り、利用ができるサービスも限られることもありますし、経済的に施設の利用が困難な場合もご

ざいます。

町は、社会福祉協議会や包括支援センターなど専門職が連携して対応しておりますが、公的な

制度の活用に加え、日々の生活において地域の皆さんのできる範囲での支援や見守りが在宅生活

の維持につながると考えています。今後この地域共生社会を実現するためには、個人や世帯が抱

える複合的課題に包括的に支援できる体制づくりが必要と考えます。現状の福祉総合相談窓口は

ワンストップの対応を目指していますが、相談者の状況に応じて必要な関係機関につなげ、協力

して伴走支援に努めてまいります。

そのためには、役場でも、福祉以外の部門も含めた横断的な連携や職員が自身の担当分野以外

へも関心を持ち、地域の課題にも気づく力を持つ人材育成に取り組む必要があると考えます。ま

ずは次年度に地域福祉計画の改定に取り組みたいと思います。地域福祉計画は地域の課題解決の
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指針となるものですので、現在取り組んでおります生活支援体制を考える会や地域福祉を担う社

会福祉協議会と連携し、地域振興協議会を初め住民の皆さんや各種団体などから御意見を頂戴し

ながら、課題の把握やその解決に必要な仕組みを検討し、計画の中で取り組みたいと考えていま

す。地域福祉計画の策定をきっかけに、住民の皆さんに地域の問題や課題を我が事として捉えて

いただき、地域全体で支え合う機運の醸成に努めるため、地域に出かけたり、講演会やワークシ

ョップを開催し、啓発を図ることから始めたいと、このように考えているところでございます。

以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君の再質問を許します。

細田元教君。

○議員（１０番 細田 元教君） いろいろたくさん言われましたね。町長、ここ２年間で今言われ

て、ぱぱっと私、お聞きいたしました。確かにえん処米やか、０００人近く来場者があると。

えんがーのにもジェラートを通じて３万人の来場者があるだろうと。それらの人にこの町内でお

金を落としてもらうような仕掛けをしたいって言われました。これ大事なことだと思いますけど

も、今さらっと言われましたけど、このさらっと言われた中には、ひきこもり成果があったと。

ＪＯＣＡが高校跡地で共生型、早期にお手伝い、一緒になってやりたいと。３１年には公民館複

合施設をきちっとやる、ポケットパークを今後すると言われましたね。保育園の整備を検討しま

す、まちの未来会議にとか青年団、若者、Ｗｉｔｈ ｙｏｕと、この青年議会にすごく期待して

おると言われました。でも時間が少ないですね、たった１０分でしたよ。

それと、百歳体操、これにも病院が出かけるように仕掛けをするって言われました。それと、

農業、林業に力を入れる、物すごくたくさんのことを言われたんです。あと２年で、これ優先順

位からいったらどれをされますか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。たくさんのことが集中的にどんと宿題として出るの

ではなくて、常にこれは、これまでの坂本町政から引き継ぎながら動いてきた川の流れのような

もんです。したがいまして、その都度、優先順位というのが見きわめなければいけないと思って

います。今の課題が来年になれば違った課題になったり、また、優先順位が変わったりというこ

とはございますので、今この場で来年の優先順位を申し上げるわけになりませんけれども、全て

の中で重要な問題がこのように私たちの中で、私たちの生きてるということと一緒に動いてると

いうことを共通認識とさせていただきたいと思います。その中で、また順次その場その場の中で

優先順位をつくりながらやっていこうと、このように思っております。
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○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（１０番 細田 元教君） では、１つお聞きします。ポケットパークをつくるというのは、

当初予算、町長が町長になられたときから言われた言葉でして、これのアドバイザー的な存在を

誰か人物を指名されてそこに予算もついておりましたが、もう折り返し地点になってますが、こ

れはできますか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。一般的に言えば、こういう公園のつくり方はしない

と思います。行政のほうがレイアウトをして皆さんに住民説明会をしてつくるというのが本来の

姿なのかもしれませんけども、私は、あえてこういうものが足りないというぐあいに言っていた

だいた若いお母さんや、それからお父さんのその願いを直接聞きながら、じっくり２年間かけな

がらやってまいりました。形はまだスケッチのようなものしかないと思います。これを図面にし

ていかなくちゃいけない作業が本当にできるかどうかはわかりませんけども、こういうことに対

しても、やっぱりもっとじっくりやっていく時代に来たんじゃないかなと思っています。この事

業を公共事業として捉えるのか、子育て支援の一つのイベントとして捉えるのかによって、あり

ようや、これから先々も違ってくると思います。

私の願いは、お父さんやお母さんがこの計画に加わって一緒に公園をつくること、そして子供

たちが少し大きくなってからでも、これはお父さんやお母さんと一緒につくったものなんだと、

さらには、この地で結婚して自分の子供が生まれたときに、その公園をまた改修しようだとか自

分の子供を遊ばせるだとか、そういう長いつき合いをするためには、もっと住民参画の手法もあ

ってもいいんじゃないかと、そういう一つの試験的な取り組みでございます。少し時間がかかっ

ていますけど、お許しいただきたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（１０番 細田 元教君） そうなんですよ。町長、時間がちょっとかかり過ぎみたいな気が

するんですよ。今まで、今ずらっと言われたのは、前の坂本町政時代から続いたことを引き継い

で、今、結果としてできてるんですね。

それで、今いみじくも１つだけ何とかしてほしいのは、せっかくえん処米や、０００人から

来てる、ジェラート、えんがーので３万人から来られると。これに対して町内のいろんなところ

でお金を落とすような仕掛けをしたいって今はっきり、これは坂本町政にないことですよ、陶山

町長が言われたんですよ。その仕掛けをしたい希望があるんです。具体的にはどのようなことを

考えておられるのかお聞きしたいし、これは大事なことだと思います。町内の人も、ただしたい
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だけじゃあかんと思いますので、具体的にどのようにして落としたいというのをお聞きしたいと

思います。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。いっぱいあると思いますよ、３万人も人が来れば。

ただ、そこに挑戦していただくためには、御自分のリスクをとってでも、例えば農業であれば、

そこに立っていただけるかどうかのところに少し後押ししてあげる必要があろうと思います。例

えばえんがーのの周りには、まだ農地がありますので、あそこで収穫できるような農産物、ブド

ウであったり、イチゴであったり、いわゆるワンハンドで食べてワンハンドで始末ができる、そ

のままぱっくり食べられるものが今の若い人たちの志向ですので、そういうものをあの地域でつ

くれば、農業が違った意味で３万人の利用者の中で目の前で販売し、成果が出てくるだろうと思

います。

また、今のフリーズドライの加工技術を使えば、年間その果物をお菓子として加工できますの

で、例えばイチジクの加工であったり、イチゴの加工であったり、そういうものを使いながら、

一つの季節でないと商品価値として成果として売れなかったものを１２カ月に延ばすということ

もできると思います。いわゆるきのう出ていました竹するめと同じことだと、加工することによ

って年間を通じて消費形態としてつくることができる。このようにいろいろたくさんありますけ

れども、行政がこれをやりなさいというものではありませんので、先ほど仲田議員とも話しまし

たように、やはり商売、お仕事、農業や、または商売をされる皆さんが、こういうところをやり

たいと、自分はそこまで来るんだからこういうをしたいと、こういう気持ちを後押ししつつ、一

緒に伴走しながら応援していく、こういう仕掛けが必要なんじゃないかなと思っています。

全ての地域の中でそういうことが言えますし、もう１点言わせていただければ、今やっていま

す小さな拠点は、これはまだつくって緒についたばっかりです。おかげさまで利用はふえていま

すけれども、地域の皆様がこれからここを小さな拠点として、集いの場として、先ほど言いまし

た健康寿命を延ばしたり、地域の憩いの場であったり、そういう有効の利用の仕方をして地域の

皆さんがこれはよかったと思っていただくためには、まだまだそういう地域の皆さんの使い方が

足りないんじゃないかと思っています。そういうところを、具体的にこういう方法ということは

ありませんけれども、ぜひ地域の皆さんとも知恵を出し合いながら、有効な利用の方法を探って

いくということもこれからの仕事になろうと思います。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（１０番 細田 元教君） 今の話、ちょっと水かけ論じゃないですけど、追いかけますけど
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も、ほんなら地域の住民の皆さん、例えばジェラート屋さんのところの今例を言われましたが、

あっこに田んぼもあるし、いろんなもんもあるしって言われた。それらを活用すれば金になるじ

ゃないかって言われる。なら、その周りの人がそれに気づかなんだらどうされるんですか。それ

に気づかせるような仕掛けが必要じゃないかと私は思うんです。

町政が出っ張るじゃないって言われましたけども、行政が出っ張らんでも、その地域の農業と

か、あの周りのフルーツ、果物をしてる方やちが目を覚まされるような仕掛けが私は必要だと思

いますが、されましたか。フリーズドライを云々って言われました。今、実際に産業課がそのよ

うに動いてますか。そのような仕掛けをそういう住民に、生産者に言っておられますか。農業法

人等あそこにありますが、そういう人やちに話し合いでそういうことをいかがですかというよう

な話もない。向こうが言ってくるのを待つだけでしょうか。そこをお聞きしたいです。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。町長がどこまでそのことを直接出向いて話をするの

かというのが、私はこういう議会の場で皆様とお話をするところを町民の皆様が聞いたり、法人

の皆様が聞かれたり、商売なさってる方が聞かれたりすることが一つの火をつけることにつなが

るんではないかなと思っています。チャンスだと思いますので、３万人あそこに人が来てるって

いうことは町民の皆さんもそうそう御存じないと思います。法勝寺のあそこの米やさんに００

０人以上の人が来てるということも、これは数字的にはあんまりわかっておられないと思います。

こういう機会を設けていただいたわけですから、ぜひこれを機会に皆さんが知っていただいて、

それだったら自分はこういうことをしたいけどどうだと、今だったら新年度の予算にもまだ間に

合います。またその次の年でもいいでしょう。中途のところでもいいですから、ぜひ私はそうい

う提案型のものをやっていかなければ、行政が先頭に立ってやるというスタイルは、余りにもも

う既に時代おくれになってると思います。ニーズが多様になってますので、今、私が言ったのは

ほんの一部ですけれども、多様なニーズをつくり出していくのはやはり多様な人たちだと、この

ように思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（１０番 細田 元教君） 陶山町長のシステムというか、気持ちがよくわかりました。要は

町民が、また、第１次産業を行ってる方や第３次産業、販売してる方やちが本当に自分はこうし

たいというのを待つのか、せっかく町長がそういうぐあいに思いを持っておられるならば、周り

のここにおられる課長さんが、それを感じたら仕掛けをするんじゃないでしょうか。私、聞いて

ませんよ、そういう農業法人が云々。確かに一生懸命やってますよ、農業法人、町長の気持ちが
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伝わってないじゃないですか。なら、それを待っちょうですか。そういうとこへぽっと火をつけ

たりなんかする仕掛け、それは以心伝心で、ここにおられる課長さんやちが一番よくわかってる

んじゃないですか。町長が動かんでも町長の気持ちさえわかれば担当課が動くんと違いますか。

その件はどうなんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） これはいろいろあると思います。以心伝心で行政のほうが出向いていっ

て、こんなことをやりませんかというのもあるでしょうし、それから法人の方が声をかけていた

だいて、こういうことをしたいんだけどどうだろうかと、これはこれまでもあったことだと思い

ます。ただ、やはりもっと情報は提供して、住民の皆さんに、今こんな施設ができてこんな効果

が出てますよ、チャンスですよっていうことがもっと効果的に皆さんに知っていただくことが大

事だろうと思っています。農業の問題でも林業の問題でもこの数年間大きく変わりかけてきてま

す。そういうその頑張ろうとするところに後押ししていく、これがやはり行政の大事な役目だろ

うと思いますので、広報活動はこれからもどんどんやっていこうと思ってます。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（１０番 細田 元教君） ぜひその辺をしていただきたい。だって、住民は、あっこに人が

たくさん来ている、南部町の米はすごくおいしい、南部町の輝太郎の柿はすごくおいしい、みん

な知ってます。この販路の仕方、また、アンテナ、わかりませんよ、どういうことをやったらど

ういう補助金が出ることがわかるか、ほんなら全部自分が金を出すんかと思うんだ。そんなのは

ここにおられる方がプロでしょ。農林水産業についてもいろんな補助金がありますよ。商工業に

ついて補助金があると思います。それらをとってきてそういうことを教えてあげることが私は後

押しというか、火つけ役じゃないかと思うんですが、いかがですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。今は、プロの農業であったり商業であったり、その人との関

係性でございますので、一定はアンテナは高くしておられる種目の人だと思ってます。一方で、

そうではない地域に暮らす方たちに、じゃあ、行政のほうがそういう課題について解決方法を言

ってきたかというと、この近年やはり少し弱ってるなというのが私の実感です。きのうの一般質

問の中にもありましたけれども、私の願いとしては、地域に出かける、外に出かけていく行政が

今ほど求められてるときはないだろうなと思ってます。そういうシステムとして、仕事の上でや

っていただくことですので、気がついたら役場の中で誰もいなくて、外へばっと出ていってるだ

けではいけませんので、そういうものをどういう形になるやら、システムとして地域のお手伝い
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ができるような職員に持っていくのかということは私のこれからの課題だろうと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（１０番 細田 元教君） 町長もよく御存じで、町長はこないだの長束議員の一般質問の中

で、いいことを言っておられるんですよ。住民の幸せを推進することが一番大事なことであると。

農業でも第１次産業でもどこでもいいですよ。例えば、ここに工業団地、ＮＯＫがございます。

ＮＯＫに支援とか云々はない、大企業は自分やちで自分のことをやるんですよ。うちげの町にそ

んな企業はありますか。政治は弱者に僕は向かないけんと思う。強者は、力ある人は自分でやり

ますよ、資金を持っとっていろんなことをして情報を持って。町内にそういう人がおらんでしょ。

ならば、そういう人やちに目を向けて、そういうところに光を当てて教えてあげて、頑張れ、頑

張れっていうぐあいにするのが、私は陶山町長はそこまで言われたからにはされると思うんです

が、これはできるんだと思いますけど、いかがですか。物が大きければ自分やちでやりますよ。

ちっちゃな事業所だからできんだ、わからんもん。ガバナンスもコンプライアンスも何もない、

そういうところに教えてあげるような、僕は陶山町長ならできそうだけども、いかがですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。先ほど言ったことの繰り返しになるかもしれません

けれども、そのシステムとして役場の体制が硬直して、役場の中でコンピューターを相手にネッ

トワーク上で仕事をすることが少し多いなというぐあいに思います。今も言ったように、幸せを

感じるのも人の心ですんで、もう少し住民のそばに寄り添うような、そういう仕掛けやシステム

づくりが行政の上でこれから必要になってくるだろうなと、このように思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（１０番 細田 元教君） 今、町長が言われました各課長さん、ぜひとも今の町長の言葉を

聞いて、アンテナ張っていただきたいと思います。後のある議員が一般質問されると思いますけ

れども、我が南部町では国保会計でも６割の方が軽減世帯なんですよ。そういうところに目を向

けて、いかにしてこの人やちを何とかしようというのを持っていただきたい。町長は今そう言わ

れました。ぜひともお願いしたいと思います。続いて、これは今度は、町長の姿勢が大体そうい

うことでわかりました。ぜひとも町長の姿勢が成果としてあらわれるように、各担当課長さん、

政策を今後求めていきたいと思います。

次、共生社会についてでございますが、これは町長はもちろんよく御存じだと思います。この

共生社会が出る前には、最初は今言われました地域包括ケアなんです。地域包括ケアから地方創

生、一億総活躍、まち・ひと・しごと云々になって、その中に共生社会がある。全部一緒なんで

－４５－



す、これ。我が町のそれを進める資源をいかにして活用して、我が南部町、今後……。なぜこう

いうことを言うかというと、こないだも大島老健局長が来られましたし、山崎史郎さんも来られ

たですが、今そういう仕掛けをしなければ、２５年、４０年問題に残れませんよってまで言われ

た。これは一番身近な、わしらの一番地についてる町村首長がそういう今仕掛けをしなければだ

めだよって言われたのを、町長はどこにそういう仕掛けをされるか、お聞きしたいと思う。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。新たにつくる地域福祉計画が初めの一歩だと私は申

し上げました。今、福祉計画が滞っています。この福祉計画を誰と話し合ってつくるのかがポイ

ントだろうなと思っています。このつくる過程によって、いろいろな、じゃあ、誰が誰を支える

のか、その支える人は誰なのかっていう議論も出てくると思います。いわゆる「丸ごと」の中で、

幼子を抱えて生活に苦しんでる人もそうでしょう、今までも年齢で切ってましたんで、７５歳以

上の後期高齢者はやはり一番支えなくちゃいけない。しかし、今、人生１００年時代になって、

８０歳になっても９０歳になっても２０代よりも元気な高齢者もおられます。そうではなくて、

年齢で区切るのではなくて、本当に困った人のところに光を浴びせる、そういうものをつくらな

くちゃいけない社会が今来てるんだと思っています。

そのためにも、先ほどの話に出てきました行政が、昔からの年齢構成であったり、この人はこ

ういう状況だとか、もちろん収入だとかそういうもので割り振りながら、一方的に、この範疇の

人が支えられる側なんだという決めつけは、これから先の社会では非常に難しいだろうと思って

います。もっと焦点を絞った議論が、そして支える側も年齢だとかそういうことではなくて、小

さな幼子であっても高齢者を支えることがあるかもしれません。幾ら年をとってても子供たちを

支えることができるかもしれません。そういう視点に立った福祉計画が必要だろうと思っていま

すし、行政の取り組みもそういう視点が要るだろうと思ってます。各課を乗り越えた横断的なも

のもきっと必要になってくるだろうと思ってます。そういうことを全て包含した考え方の変化、

この初めの一歩が地域福祉計画への対応だろうと思っていますので、私も楽しみにしてるところ

でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（１０番 細田 元教君） 楽しみにしておられるのはいいですけども、一番危機感を持って

おられるのは私、町長じゃないかと思う。今後の人口推計、２５年、４０年問題を見れば。そう

いうときに、我が南部町の住民が一番困りそうだなと思うのは何だと思われますか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。
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○町長（陶山 清孝君） 一番困るっていいますのは、いろいろあるんでしょうけれども、移動手

段、公共交通をどう持ってくるのか、それにまつわる衣食住全てのこともあると思います。これ

をどうつなげていくのかということにつながるだろうと思ってます。

私は、南部町というのは非常に福祉、例えば医療であっても、西伯病院のドクターが今１４人

ですか、からおられますし、看護師の数でも１００人から上、訪問看護師は６人になりましたか、

６人になったと思います。ゆうらくという立派な施設もありますし、いろいろなものの資源はた

くさんあると思っています。スーパーもあるわけです。それを、この１００平方キロから超えた

ところに人々が住んでいますけども、私は、コンパクトシティーのような１カ所に集めることで

はなくて、地域振興協議会を生かしながら、その７つの地域の中を中心にしながら、できるだけ

住みなれたところで暮らし続けてもらいたいと思っています。しかし、医療にしても、または買

い物一つにしても、今の段階では何とかで移動しなければできない、これはこれからの高齢社会

の中では非常に課題になってこようと思ってます。理想は、そこに出かけていくっていうのがい

いんでしょうけれども、比率の中で高齢者がどんどんふえる中で、これができるのかどうかとい

う問題もあろうと思います。この辺の道筋が一番私は心配しておりまして、どういう手法でサー

ビスを提供していくのか、この辺もこれからの研究課題の一つの大きなところだろうなと思って

いるところです。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（１０番 細田 元教君） それは当然だと思うし、私は、その前に、町長、町長もいみじく

も前に言っておられた。この一般質問のときにもたくさん出ていたと思う。我が町の住民の命を

守るために、災害が一番大事じゃないかと、災害と住民の幸せじゃないかとぽろっと言われたこ

とがあるんです。私はここに入ってる。そうなったときに、そういうことを考えた政策が必要じ

ゃないかと私は思いますけど、町長、自分が言われたんですよ。思い出されたかどうか、言って

みてください。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。口癖のように防災と福祉だと言ってますんで、これは表裏一

体だと思っています。そういうことがアウトリーチができるような地域をつくっていけば、これ

は防災の誰が危険で誰が誰を助けるのかということにつながると思いますので、私はそれは可能

だろうと思ってますけれども、日常の今度ふだん使いの皆さんの暮らしの中でこれから本当困っ

たなというのは、そういうところにあると思っています。都会部は、その点、比較的足腰さえ強

ければ移動可能なんでしょうけれども、これから先々のことについてはそういう面で非常に心配
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をしてます。もちろん防災については非常に重要な問題ですので、高齢社会に合った防災対策を

防災監が今中心になりながら一生懸命やってますんで、これをさらに発展させるつもりではおり

ます。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（１０番 細田 元教君） そうだと思います。ぜひともお願いいたします。やっぱり今後、

我が南部町を支えていくには、住民力と地域力が必要だと私は思いますけども、町長、この認識

は私と一緒でいいでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） そうだと思います。そういう人材がいるんでしょうけども、そういう人

と人をつなげる仕掛けが今必要だろうと思います。ぜひ有効な資源がたくさんある南部町ですの

で、その資源をつなぐ役目を、ぜひこれからの２年間、完了はしないでしょうけれども、前に向

かって進みたいと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（１０番 細田 元教君） 意思が一つにできました。どうしても今後、人口減少の中で、４

０年問題、２５年問題を考えれば、昔は８０・５０ラインって言ったんだ。８０歳のおばあちゃ

んに５０歳の息子、独身であると。それが寿命が延びて、今は９０・６０歳ラインになっちゃっ

たんだ。こんなこともありますので、本当に地域包括ケアっちゅうのは大事なことだと思う。

そこで、いみじくも町長、さっき答えがありました。水道のことを言われましたね。今後ほん

に水道、これはまた別の機会に言いたいと思いますが、水道事業を維持することがどうなろうか

と心配しておりますが、これはまた次回のときにお聞きします。

また、今いみじくも言われました、地域共生で一生懸命するには病院の力が必要であると。病

院というのはすごい資源だと私は思ってます。この南部町を、医療、福祉を連携した、中心とし

たまちづくりということは考えられませんか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。医療を中心にしたまちづくりというのも一つの切り

口ですし、高齢社会の中で医療はなくてはならないものだろうと思ってます。これが町民の皆さ

んの身近なところに常にあるような西伯病院でなければいけないと思いますので、事業管理者と

も十分な協議や連携をしながら、これからの西伯病院のあり方等にも言及していきたいと、こう

思ってます。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。
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○議員（１０番 細田 元教君） 物すごい医療っていうのは、バックに医療があるのとないではま

ちづくりが大きく変わると思います。この西伯病院が今回新しく歯科の検診車を買うことになり

ました。これが百歳体操とか、いろんなところに行って健診事業とか地域住民の健康に寄与する

ことを今やると町長も言われましたが、これは町の施策でございます。と私は思いますが、こう

いう町の施策を病院が、今、公営企業法で独立会計でやってますが、全てそういうのを例えばこ

れは病院がすることだと町の政策上、病院が動いたならば、そこには町のほうから人的、また、

財政的な支援っていうのは考えられますか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。これは病院が経営のために出ることではありません

ので、町民の健康増進のために出ることであれば、町として皆さんにお願いしながら予算化をし

なければならない項目だろうと思ってます。言語聴覚士であったり、歯科衛生士という資源が病

院にはあります。こういう人たちを現場の住民のもとに行かせることによって、口腔ケアが格段

に上がってくると思いますよね。そのことによって肺炎であったり、もしかしたら認知症にも大

きな影響があるというぐあいにこのごろ言われていますので、ぜひこれは、病院のいろいろなお

立場もあると思いますけれども、お願いし続けないけんと、このように思ってるとこです。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（１０番 細田 元教君） 今度、病院のほうに特化しちゃったですけど、今、病院は大変経

営が厳しいんですね。確かに交付税もトンネルで３億から４億近く入れておりますけども、大変

なんです。そこには政策医療というのを掲げておるんですよ。その政策医療について、やっぱり

この政策医療は交付金がついてるついてないのをちょっと仕分けしていただき、ぜひとも町もそ

れに対して応援していただきたいと思います。これは約束していただけますでしょうか。わしが

言うことじゃない、事業管理者が言うことかもしれませんけども、私のほうから言わせてもらい

ます。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。保健衛生として、または健康増進として医療より前

段階で町民のために動いていただくことに対しては、当然これは支援をしなくちゃいけないこと

だろうと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（１０番 細田 元教君） ありがとうございます。その言葉を聞いて安心しましたね。

それと、もう１点、こないだの国保新聞に、これは１２月１日付です。町長も読まれたと思い
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ますけども、そこで、全世代が安心できる社会保障制度の構築に向けて、抜粋ですが、３１年度

予算、来年度予算に国が上げる分です。社会保障改革の当面の重点項目というのがあるんです。

そこに公立病院のあり方もあります。我が町の今後の人口推計等を考え、西伯病院が今のままの

状態でいいのか悪いのか、そこにてこ入れをせにゃいけんのかどうか、どのようにお考えか、お

聞きしたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。よく言われることですけれども、１９８のベッドが

あります。９９床と９９床、精神９９に一般９９、このバランスが本当にいいのかどうか、それ

から急性期と慢性期、その辺のバランスがいいのかどうか、こういうところがこれからの課題に

なると思います。病院をつくったときと大きく環境がまた変わってきています。それから私たち

が今目指さなくちゃいけない２０４０年に向けての、または前段の２５年がありますけれども、

そのための医療に今の西伯病院が耐え得るのかどうかも含めて、これは病院と本当に真剣に考え

なくちゃいけないと思ってます。院長も新しくなりましたし、精神科の出身でございますので、

ぜひそのあたりのところはこれからも話し合っていく必要があろうなと思っています。事業管理

者を中心にこれから協議したいと、こう思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（１０番 細田 元教君） 具体的に、この中に、地域医療構想の進歩のおくれている公立・

公的病院の対応促進、病床過剰地域の大胆なダウンサイジングを支援しますよとまでもう堂々と

言ってきました。これに対応できるような政策をぜひとも、これは病院ばっかりに任せたらだめ

だと思います。開設者である町も一緒になって、我が町に必要となる西伯病院をぜひとも今年度

中でもいろいろ考えていただきたいことを要望しますけれども、町長、管理者、ちょっと答弁を

お願いします。まず管理者から。

○議長（秦 伊知郎君） 病院事業管理者、林原敏夫君。

○病院事業管理者（林原 敏夫君） 病院事業管理者です。２０２５年、２０４０年に耐え得る西

伯病院、明るく元気な南部町に西伯病院はなくてはならないという存在でありたい。１つ私の最

近の事例を紹介しまして、今、私が思ってます西伯病院の一つのあるべき姿を紹介したいと思い

ます。

私の近所に後期高齢者の御夫婦がいらっしゃいまして、おばあちゃんはデマンドバスで一生懸

命西伯病院へ、そしてさらに医大に通っています。おじいちゃんは、自分で自活できませんが、

家にいます。足腰立ちますが、家にいます。料理できません。車、運転できません。おばあちゃ
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んいないと多分命もちませんという家庭です。私、おばあちゃんに頼まれてますが、私、西伯病

院に行ってる。おばあちゃんに頼まれてます。敏夫ちゃん、私がもしこのまま病院に行って入院

となったら、おじいさんも入院させてごせと言われてます。

私は、おじいさんは足腰立つし、こういう人が入院できるかなと素朴に思って西伯病院のある

会議で素直に聞いてみました。結果は、できます。緊急入院、いろんな窓口がありますが、入院

できます。この事実を知って私は非常に心が晴れました。恐らく、地域共生とかいろんなことを

今言われてますが、支え合う、そういった中で、西伯病院の仕事は、もちろん病気を治すのもそ

うでありますが、病気にならない、かからない、そして病気になりかけてる人、そういった人た

ちを支える、私は、そういったところに一生懸命やらせて、今の歯医者の話もありますが、出か

けていく、そして来ていただく方にはきちんと対応する。一人一人のですね。

それと、もう一つ違う話をします。日南町の人が今、西伯病院にかかってます。私の親戚。何

で来てるの、西伯病院に。これ、どっかで言いましたけど、雪降ると、日南病院のほうが近いん

ですよ、日南病院の人がいたらごめんなさい、日南病院が近いんですけど、道がいいし、西伯病

院のほうが雪が降っても安心だしという話を聞きまして、私は、こういったいろんな人がいます

が、一人一人の暮らしに安心をお届けできる西伯病院、来ていただいて、本当に一人一人のいろ

んな事情がありますが、いろんな事情を大切にし、それに応え得る西伯病院にしたいと思ってま

す。ちょっと答えになりませんでしたかもしれませんが、私の思いの一端を述べさせていただき

ました。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。鳥取県西部の医療は県の中でも少しいびつな構造で、

急性期医療の取り合いをしてるところです。それで、なかなか経営が成り立たないところで、一

気に慢性期医療に今度は入り込んできてる。西伯病院が得意としてる慢性期医療のところに入っ

てきますので、どうしてもパイを食われてしまうということもあろうと思ってます。それから米

子市が近いですよね、近いということもあろうと思っています。この中で西伯病院が何で生き残

るのかというところは、やはりこれを考えていくのは、経営とドクターの技量だと思ってます。

ドクターのどういう医療がしたいのかというのが最終的には病院の医療を決めると思いますので、

そのあたりを病院と十分に相談しながらやっていく必要があると思います。

ダウンサイジングした場合の、あとの交付税の減額部分、これをとにかく国に対して責任をと

ってもらわないと、今まで建てるときからそういうことを前提にしながらやってきましたんで、

根底から狂ってしまったものを１万０００人の町民がおんぶするということは、土台これは無
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理なことでございます。こういうところも含めながら、もう少し病院と相談していく必要があろ

うと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（１０番 細田 元教君） 事業管理者の熱意というのはすごく伝わりますけども、陰でも、

そういう熱意が病院の中のソーシャルワーカーとか職員とかがこういうことを言ってもらえば、

もっとようなると思う。事業管理者と町長は同じ考えで同じ気持ちになってもらわなきゃいけな

いと思う。あくまでも経営であるし、町のためにいかに病院を持っていくかということを町長と

協議していただきたいと。今のダウンサイジングの話、一番大事な話で一番頭がこれだけいたし

いとこなんですよ。これは国にも要請して私もまいりたいと思いますけども、お願いしたいと思

います。

今後とも、もうやめます、１２時半になっちゃった、１２時の予定が。町長、政治は、政策は

陶山町長にぜひとも一緒になって考えて、これは田中角栄さんが言ったんですね、政治は弱者の

ためにあるって。あんだけ金権政治した人がよう言ったなと思いましたけども、これは町長も同

じ気持ちだと思います。住民の幸せを願うということを長束議員の一般質問のときに言われまし

た。それを根底とした町政を今後２年を超してでもしていただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。力強い細田議員のお言葉に、また身が引き締まる思

いでございます。町民の幸せを願うというのが当然政治の一番の根幹だろうと思っています。現

実を直視しながら、どういうぐあいに町政を向かわせるのか、総合計画の進展や、それから各種

の方針、さらには、職員の現場感っていうんですか、出ていける職員、そういう役場を目指して

心機一転、また残りの２年間頑張ろうと思っています。ありがとうございました。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（１０番 細田 元教君） これで終わります。今、町長が言われましたそれを肝に銘じて、

各課長さん、これに沿った政策、施策をぶつけてつくっていただきたいと思います。この人口減

少問題、教育長はきょういませんけども、教育にも絡んでまいりますので、よろしくお願いいた

しますことを申し上げて、一般質問を終わります。長いこと済みませんでした。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で１０番、細田元教君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで昼休憩に入ります。遅くなりまして大変申しわけありませんが、
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再開は１時４０分にしますので、よろしくお願いいたします。

午後０時３３分休憩

午後１時４０分再開

○議長（秦 伊知郎君） じゃあ、時間になりましたので、再開いたします。

９番、景山浩君の質問を許します。

９番、景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） ９番、景山浩でございます。議長のお許しをいただきましたので、

町の小規模企業振興対策と若者の町外への流出対策の２つについて質問させていただきます。

まず、１番目の町の小規模企業対策について伺います。

少子高齢化や人口減少、交通事情やネット購入の普及などの経済社会情勢の変化により、我が

南部町でも地域内での経済活動の衰退、地域活力の低下が進行中です。地域の経済活動、特に地

場の小規模企業や事業所支援のために、国は中小企業基本法に加え、小規模企業振興基本法を平

成２６年に施行し、小規模企業や事業者の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るこ

ととしました。この法は、基本理念に、小規模企業の意義や機能、必要性、果たすべき使命並び

にあるべき姿や進むべき方向性をうたうとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにする

ことで、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民経済の健全な

発展及び国民生活の向上を図ることを目的としています。この小規模事業者が大半を占める我が

町で本法律の理念を実現するためには、県や町でも国の基本計画に沿った条例を制定することで、

施策の一貫性、継続性を確保し、相互補完を図り、小規模企業の振興を図ることが重要であると

考えます。

そこで、お尋ねします。１番、地元小規模企業の事業活動の意義についてどのようにお考えで

しょうか。

２番、我が町の小規模企業の実態、事業所数や就業者数、売上高や、それら数値の経年推移な

どの把握状況や、それに対する考察はいかがなものでしょうか。

３番、町の予算総額に占める商工関係予算の割合が近隣市町村に比べて低いと思われますが、

その原因は何でしょうか。

４番、小規模企業振興法の理念に対する県や南部町の取り組み状況はどのようになっているの

でしょうか。

５番、南部町小規模企業振興に関する条例の制定の必要性をどのようにお考えでしょうか。

－５３－



次に、２番目の若者の町外への流出対策について質問します。

我が町では、経済活動や地域活動、学校教育など多方面で少子化、人口減少の影響が顕著にあ

らわれ始めています。なんぶ創生総合戦略では、産業振興、雇用創出により職場を創出し、移住、

Ｕターンの推進で人口の社会増を図り、少子化対策、子育て支援で出生率の向上を促し、地域の

活力創出でにぎわいのある魅力的な住環境をつくることを目指すとしています。これは言いかえ

れば、住民にとって働きがいのある職場があり、子供がふえ、町外からも人が集まってきてにぎ

わいがある、そんな魅力的な南部町にしていこうという目的を掲げたものであり、町民誰もが望

んでいる町の姿と言えます。ところが、残念ながら現実には、個別の施策では効果が上がってい

るものもありますが、全体的に見て、少子化、人口減少傾向、特に若者の町外流出に対して効果

が上がっているとは言いがたい状況と言わざるを得ません。

そこで、お尋ねします。１番、若者が進学や就職、結婚などで町外に出ていってしまう状況を

どのように把握しておられますか。また、コーホート分析の結果をどのようにお考えでしょうか。

２番、少子化や人口減少の真因が何であるとお考えでしょう。

３番、若者の流出対策としての施策は何でしょうか。また、現在実施されている施策のＵ・Ｉ

ターン促進策の成果である移住者の年齢構成等はどのような状況でしょうか。

４番、実現可能性を問わず、若者の流出対策として必要な、または有効なものは何だとお考え

でしょうか。

以上、壇上からの質問といたします。御答弁よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） それでは、景山議員の御質問にお答えしてまいります。

まず最初に、地元小規模企業の事業活動の意義についてどのように考えるかという御質問につ

いてお答えしてまいります。

平成２６年６月に公布施行されました小規模企業振興基本法において、小規模企業者とは、お

おむね常時使用する従業員の数が２０人、商業またはサービス業に属する事業として営む者は５

人と、これ以下の事業者を言うと定義されており、南部町の商工業者のうち約９割がこれに該当

することになります。小規模企業の皆さんの行われる事業活動は、まさに地域に密着したもので

あり、事業活動を行われる中で地元の需要に応え、また、就業の機会を提供するなど、地域経済

の安定と地域住民の生活を支える非常に大きな役割を担っていただいているものと考えておりま

す。また、南部町の特色を生かした新たな産業の創出などにより、町の経済はもとより、町全体

の活力の源泉となるものであると認識しております。
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次に、我が町の小規模企業の実態、事業所数や就業者数、売上高やそれら数値の経年推移など

の把握状況や、それについての考察はどうかとの御質問でございます。

平成３０年度版鳥取県商工会白書による南部町の小規模事業者数は２３１事業所あり、町内２

６２の商工業者の約９割を占める数字となっています。平成２０年には２６１事業所ございまし

たが、１０年間で３０事業所の減少となっています。これは、需要の減少と競争の激化、また、

経営者の高齢化に伴う廃業などが要因となっているんではないかと考えられます。

就業者数と売上高については、南部町商工会の調べによりますと、就業者数は平成２９年度は

２１７人ということでございます。売上高については、平成２９年度は６億９０９万０００

円ということでございますが、経年推移については、十分な分析ができるデータを持ち合わせて

いないということをお聞きしております。

次に、町の予算総額に占める商工関係予算の割合が近隣市町村に比べて低いと思われるが、そ

の原因は何かという御質問でございます。

鳥取県が公表している平成２８年度の県内市町村の決算の状況を見ますと、南部町の商工費に

ついては、決算額のうち５％を占めており、これは県内市町村のうち３番目に低い割合となっ

ております。なお、商工費の中には観光関係予算も含んでいるため、観光地を多く抱える市町村

は商工費の割合も高くなる傾向があるようです。ある程度は市町村内の商工業者数と相関関係も

見られるようですが、議員御指摘のとおり、南部町の商工関係予算の割合は決して高いものでは

ないとの認識でございます。

続いて、小規模企業振興法の理念に対する県や南部町の取り組み状況はとの御質問でございま

すが、小規模企業振興法では、人口構造の変化や国際化、情報化の進展等の経済社会情勢の変化

に伴う国内需要の多様化、減少、雇用や就業形態の多様化、地域の産業構造の変化等を背景に、

小規模企業の活力が最大限に発揮されることの必要性が増大しており、小規模企業が多様な主体

と連携、協働し、その事業の持続的な発展が図られることを基本原則として掲げられています。

鳥取県では、同様の理念のもと、平成２３年に鳥取県産業振興条例を制定し、県内企業の多数を

占める小規模企業も対象とした取り組みを進めておられるとのことです。

南部町では、企業創出奨励事業として、平成３０年度から新分野参入支援事業補助金の制度を

導入しています。この事業は、南部町の産業の活性化を図るため、南部町内に拠点を置く事業者

が、これまで営んでいた業種と異なる業種を営む場合に事業に要する経費の一部を支援するもの

であります。また、平成２６年度から行っている起業促進奨励金は、起業する場合に５０万円を

交付するものであります。当初は町外からの移住者のみを対象としていましたが、商工会からの

－５５－



要望もあり、平成２９年度より年齢制限をなくし、町内在住者の起業についても対象とするなど

の形で町内事業者を応援する取り組みを行っております。これまでに８件の方に活用いただき、

起業等につながっているところでございます。

最後に、南部町小規模企業振興に関する条例の制定をどのように考えてるのか御質問にお答え

いたします。

南部町内の企業の大半を占める小規模企業は、地域の経済や雇用を支えるなど重要な役割を果

たしています。しかし、高齢化や後継者不足が深刻化するなど、多くの小規模企業が厳しい状況

に直面してると考えています。南部町の地域経済の発展と生活の向上のためには、小規模企業が

地域に果たす役割と、その重要性を行政、町民の皆さん、各種関係団体が認識し、応援して盛り

上げることも大切であると強く感じています。

具体的には、町民の暮らしと小規模事業者が密接につながる電気設備の取りかえや家具の修理、

自転車の修繕など、町外の事業者ではなく町内事業者の活用と消費に配慮する働きかけが必要だ

と感じます。県内には３つの市町村が小規模企業の振興に関する条例を制定し、小規模企業と関

係機関との連携強化等の取り組みを開始しておられると伺っております。そうした動向を踏まえ、

まずは商工会や関係団体の御意見をお聞きしてみたいと考えております。

次に、若者の町外への流出対策についての御質問にお答えいたします。

まず、若者が進学、就職、結婚などで町外に出ていってしまう現状をどのように把握してるの

か、また、コーホート分析の結果はどうかとの御質問でございます。

全国的な人口減少と首都圏への人口一極集中を是正し、地方の活力維持、活性化を図ることな

どを目的として地方創生の取り組みが進められるようになり、南部町においても、平成２７年度

になんぶ創生総合戦略を策定し、産業振興、移住定住、少子化対策、そして地域の活力創出を４

つの柱として取り組みを進めているところでございます。国においては、地方への新しい人の流

れをつくる、このことを基本目標の一つとして、地方と東京圏の転出入の均衡を図ることを目指

して取り組んでおられますが、東京圏への転入超過は１０万人から１２万人に増加している現状

だと伺っています。中でも、若年女性の地方からの流出は人口減少に直結する大きな課題である

と認識しています。南部町においても、平成２９年には１０代で１８名、２０代で２９名が町外

への転出超過の状態であり、なかなか歯どめをかけるに至らない状況であると考えております。

しかし、一方で、お子さんが小学校に上がられるタイミングなど、子育てをするために南部町

に帰ってこられる方も一定数おられると認識しております。コーホート要因法を用いた将来推計

人口については、国勢調査の結果をもとに国立社会保障・人口問題研究所が５年置きに公表して

－５６－



おりますが、ことし公表されたデータにおいて南部町の２０４０年の推計人口は７５０人とな

り、前回の推計人口７３９人と比較し１１人増加する推計となっています。非常にわずかな人

口増ですけれども、これは、全国の地方公共団体のうち約７割は前回よりも推計人口が減少する

中で、南部町は、若干ではありますが、増加になってるという推計が示されています。いずれに

しましても、人口減少の問題は南部町だけではなく、全国の市町村、県、国が一緒になって引き

続き取り組んでいかないといけない大きな課題であると認識しています。

次に、少子化や人口減少の原因についてどう考えているかとの御質問にお答えします。

少子化の振興は、未婚化、晩婚化の進行や第１子出産年齢の上昇、出産世代の女性人口の減少、

労働の長時間化、子育てに係る負担感など、さまざまな要因が複雑に絡み合ってると考えられま

す。とりわけ未婚率を見てみると、男性の５人に１人、女性の１０人に１人が５０歳まで未婚で

あり、また、平均初婚年齢が男性が３⒈１歳、女性が２⒐４歳まで上昇してるという未婚化、晩

婚化が一番の原因ではないのかと考えています。

人口減少に関しては、南部町において、毎年、約５５人から６０人の子供たちが生まれてきて

おりますが、一方で、残念ながら毎年１５０人前後の方々がお亡くなりになられるという、いわ

ゆる人口の自然減が大きい状況です。日本全体としても、人口構造からこの傾向が今後も続くこ

とが見込まれ、そうしたことを背景に平成２０年をピークに人口減少局面に入っているものと考

えております。

次に、若者流出対策としての施策について、また、現在行っているＵ・Ｉターン促進策での移

住者の年齢構成についての御質問を頂戴いたしました。

南部町で行っております定住対策については、町内に新たに土地及び住宅を購入または住宅を

新築された方に固定資産税相当額を奨励金として交付する定住促進奨励金、新婚・子育て世帯へ

の賃貸住宅家賃助成を行っております。いずれの制度も町外からの転入を要件としておらず、町

内にお住まいの方も対象としたものですので、町外への流出対策に一定の効果を上げているもの

と考えております。また、小・中学校で行うまち未来科の授業や、高校生サークル、新☆青年団

の活動など、子供のころから愛郷心を育み、また、同年代でのつながりや地域とのつながりをつ

くっていくことが若者の流出対策につながるものであると考えております。

Ｕ・Ｉターン促進策での移住者の年齢構成については、なんぶ里山デザイン機構を通じた住宅

にお住まいの方を見ますと、２０代の方が３組、３０代が１０組、４０代が４組、６０代が２組、

７０代が１組となっています。県が取りまとめています人口移動調査においても、１０代から２

０代が転出超過である一方、３０代から４０代のいわゆる子育て世代の転入が多いことが見てと
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れる状況でございます。

次に、実現可能性を問わず若者流出対策として必要な、または有効なものは何だと考えるかと

の御質問でございます。

先ほどお答えしましたように、移住定住施策の利用状況等において、子育て世代の転入が多い

ことが見てとれ、若者の流出対策に一定の効果は出ているものと考えております。議員のお話に

もありましたように、南部町において農業や商工業において後継者が不足している、求人しても

人がなかなか集まらないという声もお聞きしています。理想を申しますと、そうした人材不足の

担い手として、南部町に生まれ育った若者が就農や就職をする、そして家や地域を守っていく、

これが従来の日本の地域社会の姿であると思います。実際に、現在でも若い農業者や町内の事業

所、そして地域活動で力を発揮している若者たちも大勢おられます。地道な取り組みではありま

すが、関係団体とも連携しながら就農や就職の支援を行っていく、また、町内での若者の活躍を

さまざまな場を利用して発信していくことも必要な取り組みであると考えております。

また、その一方で、インターネットなど通信環境の進歩や移動や物流基盤の充実は目覚ましい

ものがあります。南部町にいながらにして都会の顧客やビジネスパートナーを相手に仕事をする、

あるいはインターネットを使って南部町の商品を海外に売っていく、こうしたビジネスのあり方

が現実に可能な世の中になっています。若い人たちには、ぜひともそうした環境も駆使しながら、

南部町での農業やビジネスの新しい形づくりにチャレンジしていただきたいと思いますし、町と

しても応援していきたいと考えております。

若者流出対策に特効薬があればよいのですが、やはり地道な取り組みを重ねていくことが必要

ではないかと考えます。子供のころからまち未来科のような南部町のことを考える教育等により

愛郷心を育み、高校生サークルや新☆青年団の活動を通じて仲間や地域とのつながりを強めてい

くことは、引き続き必要な取り組みであると考えております。高校、大学への進学あるいは就職

という段階を踏んでいく中で南部町を離れる若者もいると思いますが、しっかりと力をつけて、

また南部町に帰ってきてもらえるよう、また、南部町で活躍してもらえるよう、就農、就職、起

業の支援などによりＵターンの環境整備を行うことも、あわせて必要だと考えております。若者

の流出対策には、さまざまな行政分野での取り組みが不可欠だと考えております。また、人口対

策にはたゆまない努力と時間が必要でありますので、関係団体とも連携しながら腰を据えて取り

組んでいく必要があると考えております。

以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君の再質問を許します。
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景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） お答えいただきまして、ありがとうございました。

これから再質問していきます。お答えいただきましたこととダブる部分っていうのはかなり出

てくるかもしれませんけれども、重ねて聞かせていただきますんで、よろしくお願いします。

まず最初の質問です。小規模企業対策で、この法整備がつい何年か前までは、小規模に限らず

企業対策の法律というのは、新たな分野に打って出るだとか起業、創業する、そういったことに

ジャンルを絞った支援というものがほとんどだったわけです。それがこの法律で、現状を維持す

ることも支援していきましょうと、いかに新分野に進出だとか事業の規模を拡大するだとか新し

いＩＴ系の企業をどんどん創業していこうといったような、華やかなところの支援だけではちょ

っと足りない部分があるんだろうなということを多分立法される皆さんはお感じになって、現状

の企業の維持、存続についてもこれは手だてを打っていかなければいけないということから、特

に小規模企業についてはそういう側面が非常に強いということから、この法律で改めて打ち出さ

れた基軸だろうというふうに思います。

今まで私たちの町でこの現状の事業を維持、存続させていくための支援というのは、あんまり

記憶にないなという気がします。町として、そういうことを求められた場合にどういったことが

考えられる、ないしはその必要性は多分お感じになってると思いますけれども、そのあたりにつ

いて町長、いかがお考えでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。先ほど細田議員の一般質問の中で、暮らしが成り立

たなくなる、健康で長生きするんだけど、買い物に行けない、または近くにお店がなくなる、暮

らしていけなくなると思いますね。電球一つが切れても、一体その電球をどうするんだというこ

とが支える側、支えられる側という問題に集約しますし、福祉も暮らしもまさに表裏一体の時代

が近づいています。そういう中で、国のほうも、これは少々の地方都市であろうと中山間地だろ

うと同じ問題を抱えてると思います。便利な社会の中で、大型店で買い物に行ける人はいいんで

しょうけども、行けない人が暮らしていけないそういう社会が近づいてるという危機感、さらに

は、後継者問題等によって事業承継が続かない、地域の中の伝統の和菓子屋さんであったり、お

店屋さんであったり、ラーメン屋さんであったり、そういうもののきのうあったものが廃業され

る、そういうところに国のほうもやっと重い腰を上げたんだろうと思っています。

町のほうとして、具体的にこれから施策を練っていかなくちゃいけませんけれども、これは一

つの商売としてより、地域をどうやって支えるのかということにつながろうと思います。福祉政
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策の切り口にするのか、政策の中で新たな商工業支援という形をとるのか、いろいろ考えなくち

ゃいけませんけれども、新たなビジネスをつくるということの対極に、今のビジネスを続けてい

ただく、生活を守っていただく、地域の皆さんの生活を守るためには中小のお店屋さんが必要な

んだと、こういう皆さんとの気持ちを一つにした取り組みができれば、その結果として、支援と

いうものがおのずと出てくるんだろうと思っています。まずは条例の制定だとか、そういうこと

を先日も商工会のほうから要望されましたので、その実現可能性や課題点を整理しながら考えて

いきたいと、こう思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） 全く町長言われるとおりだというふうに思います。地元の小規模

なお店とか事業所、そういったものがだんだん弱体化をしていって、そのかわりと言ってはなん

ですけれども、町外の資本とか全国大手の資本、そういったものがどんどん出てきて、暮らしと

しては、非常に身の回りでの生活用品の調達とかは、少し距離は離れるにしても、町内での暮ら

しの多様性自体は結構満たされるような状況にはなってきていると思います。ただし、よそから

来て商売をしていただいてる、そう簡単に撤退をされるというふうには思いませんけれども、た

だ、経済情勢とか景気、そういったもの、それと、特に我が南部町の人口動向、そういったもの

の変化によってはやむなく撤退という決断をされる可能性というのは割と高いと、非常に危険な

状態にどんどんどんどん置きかわりが進んでいってしまっているなということが言えるのではな

いかなというふうに思います。もう一度そこのところを町長に認識を確認をしておきたいと思い

ます。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。同感でございます。問題は、具体的にどうやって、商工業を

守ったり暮らしを守ると言えば簡単なんですけれども、どの範疇のどういう職種なら守らなくち

ゃいけないのかという現実論もあろうと思います。私たちの暮らしはいろいろな、もともとは自

分で全てができたこともあろうかと思いますけれども、社会の近代化、成熟化とともに、それに

高齢化が追い打ちをかけてると思います。きのうまで自分のとこの水道は直せたんだけどといっ

た人も直せなくなる。それから、おられますけど、きょうお餅、餅の販売をさいはく山菜が出し

ておられました。いい商売を思いつかれたなと思って感心したんですけれども、実はどこのうち

も餅をつくのかっていったところは、こんなことはお正月前に当たり前だったことでしょうけれ

ども、家族が小規模になって、おひとり暮らしであったり高齢者の２人暮らしであったり、それ

はどっかについてもらわなできんわっていう、こういう現実の問題もあろうと思います。そうい
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うところにお餅をついて持っていきますよというサービスは、これはまさに今言ったような期待

する、希望する目的と、それから商売という目的がいいぐあいに合わさったサービスじゃないか

なと思います。こういうものをどういうぐあいに皆さんに暮らしに結びつけていくのかの辺が、

私はまだ見えてきていません。このあたりは、商工会を中心に御意見を聞きながら、現実的なも

のがやはり最終的には大事になりますので、御相談しながら考えていかなければいけないなと思

っています。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） 先ほどの細田議員の質問とかなりオーバーラップする部分が多い

と思いますが、事業承継とかの問題、新たな創業の問題にしても、私は、一般質問ですから町の

執行部当局に何とか何とかとお願いしたり意見を言ったりしていますが、実際のプレーヤーは民

間で御商売をしていらっしゃる方ですので、この皆さんが重たい腰を上げていただくようなこと

をどういうふうにしてやれるのかなということをここでお話をせんといけんというふうに思いま

す。

今、町長が、とりあえず今、商売をしてらっしゃる皆さんの集まりである商工会との連携とい

うことをお話しになりました。今現在、町としては、商工会との連携が十分にできているという

ふうにお考えになってらっしゃるもんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。これは不十分だと思います。南部町では、まだ依然

として産業課という部門で農業を捉え、ある面では企画政策課で商業を捉えっていうところがあ

って、果たして本当に商工業をどこが支えるのかという部門がやはり少し脆弱だろうと思ってい

ます。これは、今まではそれでよかったものが、行政の構造自体にもやはり問題があるという端

的な例だろうと思ってます。機構改革等も含めながら部署の合併であったり分離であったり、そ

ういうことも順次進めていかなければ、町民の暮らしや商工業者の企業の運営を支えることはで

きないと思いますので、そういう点も含めながら私は十分ではないと思っております。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） そうしますと、今後、町当局が何ができるかということももちろ

んですが、商工会サイドにも求められる部分というのはあると思います。商工会に今後求められ

る、働きかけていきたいといったようなことって例えばどういうことが考えられるでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。まずは事業承継だと思います。今あるお店がなくな
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らないように、次の支えてくれる人を誰が見つけてくるのか、それから肝心なのは、その引退し

た後もその方々は暮らしていかなくちゃいけないわけですから、社会のルールの中でどのぐらい

のその方々にお手当てを払うんだとか、そういう余り踏み込んでやらなかったこと、自分の世代

の中で自分の血のつながった子供たちに渡すときにはそんなことはあんまり考えなかったことが、

第三者に渡すということは私は極めて難しい点がたくさんあろうと思います。そういうところを

どう乗り越えていくのかというようなことについては、やはり大きなプロ集団の商工会のお力や

経験というものが大事になってこようと思いますので、ぜひともその事業承継のあり方等に対す

る考え方、そのあたりをまとめていただきたいなと、このように思ってます。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） では、事業承継の問題も含めてですが、法７条の中に、地方公共

団体の責務として、地区の、ですから南部町の自然的、経済的、社会的諸条件に応じた施策策定

や実施の責務という言葉が出てきます。多分これは、その自治体、自治体で実情に合わせた商工

振興、小規模企業振興に有効な独自性のある施策を打っていきなさいよということだろうという

ふうに思います。まず、ちょっとこれについて、じゃあ、我が南部町、この現状に対して有効な

施策っていったら、今はまだやっていなくても、これから考えるとしたらどんなことがあるかな

というふうにお考えですかね。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。今の法の７条に触れる部分で、どのような

南部町にということでございますが、今、じゃあ、これだというような意見は持ち合わせてはお

りませんけども、このたび商工会のほうではビジョンの策定というのを行います。この３０年度

９月からビジョン策定委員会というのを開催して、今月の１４日にはあり方検討委員会というこ

とで、行政のほうからも職員の派遣ということで、入っていろいろと検討させてもらいます。そ

の中でいろんな実情等をお伺いして、本当に南部町になじんでいる実態に応じた対応などなども、

ビジョンの骨子の中で行政との連携強化という題目も持ちながら、少し意見を深めていきたいと

いうぐあいに考えています。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） 個人的な意見というふうになりますけれども、この法律の趣旨の

中でうたわれてます伴走型という、寄り添って一緒に考えて苦しんでやっていくという、そうい

った支援がやはり今の南部町の事業活動の実態の中では一番重要ですし、この法律自体が日本全

国一様に施行されていますが、自然的、社会的諸条件に合ったということを考えると、この寄り
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添って一緒に考えて一緒に努力をするといったようなそういう支援部分というのは、よそのまち

よりももっともっと何倍も力強い支援というものが求められているように考えます。そうすると、

商工会としても、よその伯耆町の商工会、米子の商工会、大山の商工会、米子っていうか、伯仙

ですか、と同じレベルの伴走ではなくて、うちの町は、もっと寄り添った伴走型をやってくれと

いったようなことをどんどん求めていく必要があるのかなというふうに思いますが、どうでしょ

うか。

○議長（秦 伊知郎君） 副町長、松田繁君。

○副町長（松田 繁君） 副町長でございます。おっしゃいますように、やはり南部町の商工、

いわゆる小規模企業の状況として、ほかの市町村と比べるとその割合が多いというようなことも

ございますし、町として、今のいろんな町民の方の生活っていう部分を考えても、町内のこの商

工業、企業の方がうまく継承して、それで、それぞれの事業を展開していただくということにつ

いて、やはり町としても、いろいろお話も聞きながら、町として何ができるのかということの支

援をしていかないといけないというふうに思っております。

今、先ほど企画政策課長のほうも申しましたけれども、商工会のほうでこれからビジョンも検

討されるということを伺っておりまして、それにも町としても一緒に議論をしながら、商工会の

皆さんがどういうことを今課題として、これからどういうふうに持っていこうかということの議

論をそこでされると思いますんで、それにも加わりながら議論をして、また、町として、じゃあ、

何をやっていったらいいのかということも、しっかりと検討していかないけないというふうに思

っております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） こういう厳しい経済状況の中ですので、商売をしておられる皆さ

ん、何も悩みはないわとおっしゃる方っていうのは非常に少ないんだろうなと、皆さんいろんな

悩みを抱えて苦しんでいらっしゃる。相談ができて、いろんなアドバイスをいただいて、しかも

それが気楽にできるといったような、そういった支援というのが今一番求められていると思いま

す。それ以外のお金の面ですとか技術の面ですとかももちろんありますが、そういった方向性で

すね。

今回、条例制定をお願いしたいということもこの質問の中に含ませていただきましたが、今ま

で町長の御答弁にもありましたけれども、町としての商工支援の方向性というか、方針、そうい

ったものがあんまりはっきりとした明示がされてはこなかったのではないかなという気がします。

この際、町内の事業所の９割を網羅している小規模企業者をどのように支援していくのかという
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基本条例を制定していただくに当たって、そういった支援の方向性ですとか町ができること、商

工者の方みずからがやっていただきたいこと、そして団体とかそういうところが果たすべき役割、

そういったものをきちんと整理をかけたような方針策定をぜひお願いをしたいというふうに思い

ます。

それでは、次の若者の町外への流出対策についての再質問をしていきたいと思います。

まず、具体的な質問の１番で、コーホート分析の結果というふうに言いましたが、済みません、

私の質問がコーホート分析だけだったので、人口の推計をお答えいただいたのかなという気がし

ますが、例えば私を含んだ５歳幅の人口が、生まれたとき、私が生まれて５歳になるまでの間の

そのグループが１０歳になり、１５歳になり、２０歳になりという、この５年刻みでどれだけふ

えた減ったというところのコーホート図の分析ってしていただいたでしょうか、どうでしょう。

○議長（秦 伊知郎君） 少し休憩します。

午後２時２３分休憩

午後２時２５分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 企画監でございます。ちょっと議員さんが求められてるようなお答え

になるかわかりませんけれども、やはり１０代あるいは２０代というところで転出の超過という

現象があらわれております。先ほど町長答弁にもありましたけれども、２９年で１０代で１８名

が転出超過、２０代で２９名が転出の超過ということになっております。なので、５歳刻みとい

うわけではないですけれども、やはりこの若い年齢の世代が出ていっているという状況はあるの

かなというふうに考えております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） 済みませんでした、私があらかじめもう少し詳しくお願いをしと

けばよかったかなというふうに思いますが、平成３年の年っていうのが１８歳の人口が一番多か

った年で、２００万人以上いたそうです。平成２７年が１１０万人ほどで、約４割が減っていま

す。その平成３年と平成２７年を比べると、大学進学率が上がっているので、大学生の数ってい

うのはほとんど変わらないです。じゃあ、どこがふえたかっていうと、就職をされた方の数が半

減以下になっていると。この大学進学の部分については、うちの町ではもうほぼ１００％外に出

ていかれますし、半減以下になっている就職の部分でも、県外に就職をされる方も相当数いらっ
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しゃるので、これは物すごい勢いで若い人が町外に出ていってしまってると。

さっき言いましたコーホート、これががあんと下がるのはわかってるんですけど、その後どれ

くらい取り戻していってるのかっていうのも見えるので、また別の機会に聞かせていただきたい、

また分析をしてみていただきたいというふうに思いますが、もう答えっていうか、言っちゃった

みたいな話ですけれども、では、少しその若者流出ではなくて、子供の出生自体が減ってるとい

うのは、未婚化、晩婚化、女性の人口が減少した、長時間労働が発生したという、そういったも

のが要因ということのお答えがありましたけれども、それぞれの未婚化、晩婚化の原因って何だ

っていうふうにお考えになりますか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 企画監でございます。未婚化、晩婚化ということで、やはり社会が非

常に変化してきている、多様化してきてるのかなという背景があろうかと思います。そういった

中で、やはり先ほど大学の進学の数は平成３年からほぼ変わってないというお話もございました。

こうしてやはり進学をされて多様な仕事につかれるという中で、何というか、仕事を一生懸命や

ったりと、いろんな選択肢がある中で結婚する時期が遅くなってるというような部分はあろうか

と思います。中でも、女性の方もすごく社会に進出されたというか、活躍の範囲が広くなってる

というふうに思ってますので、そういったこともあって未婚化、晩婚化が進んでいるのではない

かなというふうに考えております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） これは、私もこうだという結論は持っていませんけれども、未婚

化、晩婚化への対策として、婚活支援、結婚支援というものを政策として打たれたと思います。

非常に直接的な対策だとは思いますが、やっぱり何で未婚化とか晩婚化が起こってるのかという

ことをもう少し突き詰めて考えて、その原因になってる、さらには、また、その原因のさらに原

因になってるところに対策を打っていかないと、結婚しない人にお見合いをしてもらって結婚を

勧めましょうということで、これやらないでもいいですということを言うつもりもありませんし、

成果がないということを言うつもりもありませんが、十分な対策となっているとお考えでしょう

か。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。私は、今、企画監が言いましたけれども、少し考え

方が違います。それは、世界の中で寿命が延びてくれば延びてくるほど晩婚化が進んでいくんだ

というどうも統計があるようです。
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雄谷さんがここで講演をしていただいたときに、昨年だったですか、ベストセラーになりまし

た「ライフ・シフト」というイギリスの作家の書いた本があります。人生１００年時代の戦略と

いう本なんですけれども、その中で三世代の生き方が変わってくるということが例を挙げて出さ

れています。いわゆるティーンエイジャーという概念というのは近年であって、普通であれば、

普通であればって、ちょっと昔であれば十五、六歳になれば、そのまま労働に出る、働き手とし

て働いてお金を稼いだり、家の労働力としてなるという時代から、社会が豊かになればなるほど、

ティーンエイジャーといって勉強したり、豊かな自分で楽しいことをしたりする、そういう時間

が得られる社会が生まれてきた。それが人生が７０年時代から９０年時代、１００年時代、今、

２０代の子供たちは多分多くが１００歳以上まで生きると思います。今の小学校５年生、２００

７年生まれの子供たちは、その学者の統計によれば、日本の場合１０７歳の誕生日を迎えたとき

に、先ほど言われた同年代、クラスの半分は１０７歳まで生きてるという社会が来るだろうと。

アメリカ、フランス等は１０４歳だったと思います。そういう社会がもう間違いなく来ると言わ

れています。いわゆる２２世紀を生きてるわけです。

そのあたりの価値観が私たちとは全く違うわけでして、したがって、３０代、２０代に何をす

るのか。それは、もう仕事についてきちんとしたどっかの会社に入ってがんがん働かなくちゃい

けないというような、いわゆる人生７０年時代の考え方で働く人も確かにいるかもしれませんけ

ど、人生１００年になってくると、第１回目の働き方、第２回目の働き方、３回目ぐらいの働き

方と、その後、余生を過ごすというような４回ぐらいの生活のシフトがかかってくるだろうと。

だから、いろいろなリスクに備えた考えを持たないと、２０代、３０代の人たちは将来大変なこ

とになるよと、親の未来と同じことがあなたたちはないよという、簡単に言えばそういう本なん

ですけども、若者たちはきっとそういう感覚を持ってると思います。２０代には、いろいろなチ

ャンネルで人脈や交流やそういうことをつなげながら、将来５０年生きていく上で、今入った会

社が５０年後も元気で、そこで退職を迎えるというぐあいに考えて勤める人というのは極めて少

なくなってきてるというぐあいに言われています。

そんな中で、結婚観であったり、そういうものも女性の社会進出も同時に起きてますので、変

わってきてるのが一つの原因ではないかと思ってます。いわゆる３０代で結婚しても、子育ての

間隔が少しおくれるだけで、６０代になってもまだ現役、それをあわせ持てば、そんなに違った

社会ではないだろうということだというぐあいに言われてます。そのような社会の大きなうねり

の変化の中に晩婚化がありますので、余計始末が悪いんじゃないかなと、こう思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。
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○議員（９番 景山 浩君） 未婚化、晩婚化のほかに町長からお答えいただいたのは、女性が

東京に一極的に集中してしまうという現象があって、結婚する対象がいなくなっちゃうというこ

ともありました。これも調べてみますと、東京に行った女性と地方で地元に残った女性、地元に

残ってる女性っていうのは貧困率というのが非常に高くなってしまうと。東京に行った女性に比

べてもうかなり大きなギャップが、男性についても同じような傾向はあるんですけれども、女性

のほうがさらに大きいということがあって、やっぱり今、東京集中は男性よりも女性のほうが率

が高いと、実数も多くの女性が行ってしまっているという、そういった現実のあるのですね。

じゃあ、それに対して、ただ単に若い女性が出ていってしまってるということではなくて、何

でそれが起こってて、その原因は、女性の貧困率が高いということが、なぜそういうことが起こ

ってるのかということもやっぱり突き詰めて考える必要はあると思うんですけれども、そういう

これ以上もう分解できないようなところまでいったところでの対策っていうのは今後はぜひ進め

ていただきたいなというふうに思います。

ですが、いろんな対策をお答えをいただきましたが、この人口減少だとか消滅可能性都市って

いうのが言われ出してからもうかなりの時間がたっています。最近は、この原因といったら、も

うほとんど職場の問題、雇用の問題というふうに断言をされるような論調の文章であったり、書

籍であったりが非常にふえてきました。実際のところ、やっぱり働くところがなければ人はそこ

に住めないという現実があるのですね。ほかのいろんな、例えば今いる女性の方に人口を維持し

てもらおうと思うと、６人も７人も産んでもらわないと、減った女性に、それって実現はもう１

００％不可能な話になってくるということを考えると、一旦進学で出ていったとしても、職場が

あるためにある程度帰ってくる、またはそれ以上に帰ってくるような地域もありますし、鳥取、

島根のように出ていきっ放しのところも出てくるということがあって、やっぱり原因はこれです

ねというふうにほとんどのものに、もう幅広くではなくて集束をされてる傾向がしっかり見えて

きましたが、ここら辺どうお考えでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 企画監でございます。議員おっしゃいますように、確かに職場だとか

雇用がない、勤める先がないということで人口が減ってしまう、流出してしまうということは言

われております。ただ、一方で、今、人手不足というような話もあって、そこらあたりの職と人

とのマッチングみたいなところがうまくいけば、希望もいろいろあると思いますので、なかなか

難しい部分だとは思いますけれども、そういった現状があるのではないかなというふうに考えて

います。以上です。
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○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） 繰り返しになりますけども、根本的原因の非常に大きな部分を占

めるのは、やっぱり職場の問題、これがあるのかないのか、しかも多様な働き方ができる地域な

のかどうなのかということが大きな要因になってくるんだろうなというふうに思います。そうな

ってくると、いつも言ってますけども、やれることっていったら、もうつくることしかないので、

そこら辺をどう捉まえて、どんな働きかけをするのかというところがやっぱり一番重要になって

くるだろうなというふうに思います。

町長が、総合計画をまた１０年の長期計画、新たに立てられるということで、今まではこんな

に後退局面ではないところでの総合計画だったと思います。伸びてるときとかは、そんなにそん

なに注意を払わなくても明るい未来を描ければそれで十分だったはずです。ところが、後退局面

になって、しかも先に行くほどちょっと急激に落ち込みそうだというときには、やっぱりそうな

ることの原因をあらかじめしっかりと押さえた上で、それを何とか食いとめる手だてを講じると

いったような、あんまり明るくはないかもしれませんけれども、非常に重要な計画、重要度は登

り坂のときにもはるかに重要になってくるんだろうなというふうに思います。

東京のほうの話になりますけれども、根本的な対策を打てていない自治体のほうがこの人口問

題に対しては多いと。もう完全に諦めの状態、人口が減るがままになるのを、よしとはしないけ

れども、それに対する対策を打てないような自治体さんっていうのは、残念ながらもうターミナ

ルケアを考える、そんな時期に来てるんだっていうような話も出てるということですし、参議院

も合区になったんだから、鳥取、島根、今後の人口を考えれば合併したほうがいいよといったよ

うな意見も出るっていった、何かちょっときな臭い話ですけれども、やっぱり先ほどの商工の関

係も同様ですけど、うちの町が今求められてるやらんといけんことっていったら、今まで誰もや

ったことがないようなことかもしれませんし、とんでもないとっぴな対策を打たないといけない、

それしかもう方法がないっていうことも考えられると思います。

ぜひ今度の長期の総合計画には、そういった観点をしっかり盛り込んだ、私たちの町が、今度、

来月には青年議員さんもこの場で質問されます、多分同じような質問も出ると思いますが、１０

年後、２０年後をしっかりその人たちに引き継いでいけるような、そんな心構えというか、気概

を持ったそういった計画にしていきたいというふうにお願いをして、終わらせていただきます。

ありがとうございました。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で９番、景山浩君の質問を終わります。
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○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩に入ります。再開は３時にいたします。

午後２時４２分休憩

午後３時００分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

１３番、真壁容子君の質問を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） ただいまより３点にわたって質問いたします。答弁よろしくお願

いいたします。

まず、１点目、町民の暮らしの実態把握と貧困対策を求めます。

格差と貧困の拡大が言われて久しくなります。超富裕層の富が膨れ上がる一方で、国民全体の

所得が低下してきています。中間層が疲弊し、貧困層が増大する、これが現在の日本社会の姿だ

とも言われています。また、格差は、大都市と地方との間でも広がってきています。とりわけ地

方経済の疲弊と少子化は深刻です。

このような中で、地方創生の名のもと、補助金、交付金頼みの人口増を図る取り組みが地方で

競い合わせてきているというのが現状ではないでしょうか。町の人口がふえることには誰も異論

を挟むものではありません。しかし、自治体の本来の役割を考えたとき、何よりも今、個々に住

む人たちの暮らしを支え、安全を守ることが第一義的な仕事であることは否めない事実だと思い

ます。今、この町を支えている町民の暮らしを把握することは、その大前提ではないでしょうか。

そして自治体にしかでき得ないことです。町民の暮らしの実態把握を求め、現状の対策を問いま

す。

まず１点目、相対的貧困等に関する調査分析についてというのが平成２７年１２月１８日付で

内閣府等の連名で出されています。その中では、相対的貧困世帯の特徴として、高齢者世帯、単

身、ひとり親世帯、そして郡部、町村居住者が多いと指摘されています。南部町での高齢者、独

居世帯、ひとり親世帯の実態把握が必要だと思います。実態把握を求め、所見を求めるものです。

それぞれの件数と平均所得が出せれば出していただきたい。

第２点目、町の相対的貧困率、そして子供の貧困率を出すことを求めたいと思いますが、どう

でしょうか。

第３点目、県が示しております県子どもの貧困対策推進基本計画、これが出されていて、南部

町でも取り組まれている項目と取り組まれていない項目がありますが、この町の取り組みの現在

－６９－



の状況を問いたいと思います。

第２点目、国保税の引き下げを求めます。

国保が高い、これは町民の声でもあります。高過ぎる国保税は、町民の暮らしへの負担増に及

ばず、国民健康保険制度の根幹を揺るがしてるとも言われているのです。全国の知事会、市長会、

町村会などの地方団体は、加入者の所得が低い国保がほかの医療保険より保険料が高く負担が限

界になっていることを国保の構造問題だと言い始めました。国保を持続可能とするためには、被

用者保険との格差を縮小するような抜本的な財政基盤の強化が必要、このように主張しているの

です。南部町での加入者の実態を把握する必要があると思います。そして国保税の負担軽減を図

る取り組みを求めて質問いたします。

まず、第１点目の質問として、町国保の実態、これは町国保世帯ないしは加入者の実態のこと

です。決して町の財政ではありません。国保加入者の独居世帯数、子供のいる世帯、子供の数、

１人当たりの保険税額、平均所得を示していただきたい。

第２点目、町長は、知事会等の主張についてどのようにお考えか、所見を求めたいと思います。

第３点目、この国保税の問題で要求する１つは、子供１８歳未満の均等割をなくすことを実施

していただきたい。この立場から、１８歳未満の子供の人数ですね、これ均等割の件数って書い

てありますが、１８歳未満の子供の数、そして彼らが今負担している税額の総額は幾らですかと

いうことを聞いております。よろしくお願いいたします。

第３点目、町地域再生計画（生涯活躍のまち推進プロジェクト）を問います。

南部町では、生涯活躍のまち推進プロジェクトのもと、地方創生の地域再生プランを進めてき

ています。法勝寺地域への温泉つき地域拠点整備事業がＪＯＣＡが実施主体で進められようとし

ていますが、近隣住民からも、何でここにできるようになったのか、どうして温泉掘削費用を町

が負担しないといけないのか、一体どんな施設ができるのか、このような声が出ています。誰の

声を聞いてやっているのか、これが周辺住民の率直な声だと私は認識しております。

地方創生推進交付金と町財源を投入して行われているこれらの計画が、本当にこの町の問題点

を解決し、住民が安心して暮らせるまちづくりにつながっているのだろうか、非常に疑問が多い

と言わざるを得ません。町民の盛り上がりに欠けるのも、町民のこれらの計画に理解と賛同を得

られていない反映ではないでしょうか。町の活性化は、何より住民の所得の向上と暮らし応援で

はないでしょうか。この計画のこれまでの取り組みを問い、これが町民の暮らしにどう反映して

いるのかを問いたいと思います。

まず１点目、政府が求めてきている生涯活躍のまちとは何を目指しているのでしょうか。
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２点目、これまでの地方創生加速化交付金、その前の地方創生推進交付金とともに、この総額

と事業費の総額を問います。

３点目、今後の予定交付金総額、先ほどの２番の加速化交付金のことと事業費の総額を教えて

ください、今後ですね。

４点目、地域再生推進法人への補助、交付金の金額、今後の予定、地域再生推進法人の２つを

指しております、ここでは。

５点目、これまでの事業費で生涯活躍のまち推進協議会会員への経費支出の総額を問います。

国から入ってきたお金で、それを受けている生涯活躍のまち推進協議会の会員に一体お金が幾ら

出されているのかということを問うています。

６点目、法勝寺の拠点施設での事業計画を問います。特に障がい者雇用、小規模保育、高齢者

介護サービス、このニーズの把握はなさっているのでしょうか、それをちょっとお聞かせくださ

い。

７点目、これまでの移住定住の成果を問います。先ほどの答弁にありましたが、移住前の都道

府県別、年齢を教えてください。

８点目、この計画で住民の暮らしがどのようになると考えているのでしょうか。

壇上から以上ですが、再び再質問させていただきます。よろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） それでは、真壁議員の御質問にお答えしてまいります。

大きく３項目について御質問いただきました。

まず初めに、町民の暮らしの実態把握と貧困対策を求めるの３点についてお答えいたします。

１つ目の相対的貧困等に関する調査分析結果についての所見を求めるについてでございます。

平成３０年８月末現在ですが、本町における高齢者、６５歳以上でございます、世帯は４９４

世帯で、施設入所も含む高齢独居世帯は６３１世帯、全世帯の３割弱でございます。なお、その

平均所得については把握できておりません。また、ひとり親世帯についてですが、町全体のひと

り親世帯の実態は把握できておりませんが、児童扶養手当を受給されている世帯は８５世帯で、

その平均所得は約１２２万円です。県内の状況はわかりませんが、決して多い金額ではないと感

じられます。

次に、町の相対的貧困率、子供の貧困率を出すことを求めるについてお答えします。

相対的貧困率とは、世帯の収入から国民一人一人の所得額を試算して多い人から順番に並べた

とき、真ん中の人の所得額のこの半分、これを貧困線といいますが、これに届かない人の割合を
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いいます。現在、本町においては、相対的貧困率は算出できていません。また、国が定義する子

供の貧困率は、厚生労働省が３年ごとに調べる全国の子供の相対的貧困率を指しており、この調

査は全国の世帯を無作為に抽出したサンプル調査であり、自治体単位の数字が存在しません。全

体に対する調査という把握も必要かもしれませんが、子供のさまざまな状況を早期に発見しやす

い立場にある関係機関の職員が、貧困の状態にある子供の早期の把握や適切な支援制度等につな

ぐため、引き続き関係団体と連携し、対応していきたいと考えます。

最後に、県子どもの貧困対策推進基本計画の町の取り組み状況を問うについてお答えします。

平成２７年３月に鳥取県子どもの貧困対策推進計画が策定され、その計画の中に達成目標が７

項目設定されています。それぞれの項目について本町の取り組み状況は次のとおりです。

生活困窮世帯、生活保護世帯向けの学習支援事業及びひとり親家庭学習支援事業についてでは、

教育委員会の事業として、小・中学生を対象としたなんぶっ子塾を実施しています。これは生活

困窮世帯、生活保護世帯及びひとり親世帯に限定することなく、全世帯、全児童生徒を対象に行

っています。

次に、スクールソーシャルワーカーの配置については、各中学校区に１名ずつ、計２名を配置

しています。

次に、毎年度の進級時に学校で就学援助制度の書類を配布については、全ての児童生徒の世帯

に配布しています。また、就学前園児の世帯にも就学時健診のときに配布し、説明しています。

次に、生活困窮者または生活保護受給者就労準備支援事業については、就労訓練を実施する機

関や事業所が町内にないため実施できていませんが、県や近隣市町村と連携して実施できないか、

検討します。

次に、ひとり親家庭を対象とした高等職業訓練促進継続給付金事業及び自立支援教育訓練給付

金事業については、毎年、児童扶養手当現況届の提出案内とともにチラシを送付しています。何

件か詳しく聞いてみたいという問い合わせはありましたが、申請には至っていません。

次に、国保税の引き下げを求める御質問をいただいています。この御質問にお答えしてまいり

ます。

平成３０年度国保税の当初賦課時点の数字でお答えします。国保加入者の独居世帯数は８１８

世帯です。子供のいる世帯は５７世帯、子供の数は１４５人です。１人当たりの保険税額は８万

７７１円です。世帯の平均所得は９５万８１０円、１人当たりの平均所得は５８万０９７

円でございます。

次に、知事会等の主張についての町長の所見を求めるという御質問をいただいています。
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国保の構造問題として、高齢者が多く加入していることから、医療費水準が高いこと、また、

所得水準が低いことなど、国保の持つ構造的要因によって保険税負担が重いということが上げら

れます。こうした構造問題の抜本的な解決に向けて、財政支援拡充の確実な実行、国保基盤の強

化に関し、知事会、市長会、町村長会等で要請行動を行っているところでございます。そして平

成２９年度から国保の抜本的な財政基盤の強化を図るため、約４００億円の財政支援が実施さ

れ、財政調整交付金の実質的増額、保険者努力支援制や財政リスクの分散、軽減方策などが実施

されています。この額は、国保の保険料総額、約３兆円の１割の規模で、保険者、被保険者１人

当たり約１万円の財政改善効果となっています。

所見を求めるということですが、私も出席いたしました本年１１月の全国町村長大会の中で、

このように決議いたしています。今般の国保制度改革が実効ある改革となるよう、毎年４００

億円の公費投入を確実に実施するとともに、今後の医療費や保険料、保険税も含めての賦課、加

入者の動向等を踏まえ、各自治体の実情に応じて財政支援を講じるなど、国保基盤の強化を図ら

れることと決議しており、各団体と連携、協力しながら国保基盤の安定、強化を国に求めてまい

りたいと考えています。

次に、子供、１８歳未満の均等割額をなくすことを求めるとの御質問でございます。

平成３０年度当初国保税の賦課時点で１８歳未満の被保険者数は１４５人です。１４５人の方

の均等割額の合計額は３０７万７５０円で、この方たちに税を賦課しないことを求めるという

ことですが、国民健康保険税の課税は応能原則と応益原則の考えで地方税法第７０３条の４に規

定されています。このことからも法令に定められた均等割額を廃止することはできません。

次に、町地域再生計画を問うという御質問をいただきました。次に、町の地域再生計画につい

ての御質問にお答えいたします。

まず、政府が求める生涯活躍のまちとは何かという御質問でございます。内閣官房まち・ひと

・しごと創生本部事務局が示している考え方によりますと、生涯活躍まち構想とは、希望に応じ

て地方や町なかに移住する中高年齢者も含め、多世代の地域住民がお互いに交流しながら健康で

アクティブな生活を送り、必要に応じて医療、介護を受けることができる地域づくりを目指すも

のであり、単に高齢者等のための福祉施設や住まいを整備する発想ではなく、地域住民を主人公

として、自助、互助、公助のもと誰もがコミュニティーの一員として役割や生きがいを持ち、そ

れぞれの経験や能力を生かして、できる限り長く活躍できるような地域づくりに官民が連携して

取り組むものと定義されています。

次に、これまでの地方創生加速化交付金、地方創生推進交付金の総額と事業費総額についてお
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答えします。

生涯活躍のまちづくりに関する部分について申し上げますと、地方創生加速化交付金では、事

業費総額は４５２万０１３円、これは全額が国から交付されています。地方創生推進交付金

では、平成２８年度から平成３０年度までの３カ年間で事業費総額は２億４１７万１９６円で、

そのうち１億１３５万４８６円が国から交付されているものでございます。なお、このうち

平成３０年度については交付決定ベースの数字でございます。

次に、今後の予定交付金総額と事業費総額についてお答えします。

地方創生推進交付金は、平成３２年度までの事業認定を受けており、今後２カ年間で事業費総

額１億９００万円、そのうち４５０万円が国から交付されるものとして見込んでおります。

なお、交付金事業については、年度ごとに交付申請を行いますので、金額の変更はあり得るもの

でございます。

次に、地域再生推進法人への補助、交付金の総額、今後の予定についてお答えします。

南部町は、生涯活躍のまちを進める民間のパートナーとして、ＮＰＯ法人なんぶ里山デザイン

機構と公益社団法人青年海外協力協会を地域再生推進法人として指定しております。これまで２

社に対して支出した補助金、交付金の総額ですが、平成３０年度までになんぶ里山デザイン機構

に対し２０６万０００円、青年海外協力協会に対して０００万円の補助金をそれぞれ交付

しております。なお、そのうち平成３０年度分に関しては交付決定額であり、確定額ではありま

せん。今後の予定ですが、現時点では、平成３１年度から平成３２年度までの間に、なんぶ里山

デザイン機構に対し約０００万円の補助を見込んでおります。

次に、これまでの事業費で生涯活躍のまち推進協議会への経費支出の総額を問うという質問に

お答えします。

平成３０年度までに生涯活躍のまち推進協議会に対して１８６万５５２円を支出しており

ます。これは生涯活躍のまち基本計画の策定に係る費用及び首都圏等からの移住体験ツアーの実

施に係る費用でございます。

次に、法勝寺の拠点施設での事業計画を問う。障がい者雇用、小規模保育、介護サービス等の

ニーズ把握についての御質問にお答えします。

青年海外協力協会では、法勝寺高校跡地に多世代共同型交流拠点施設を整備される計画でござ

いますが、就労継続支援Ａ型、放課後等デイサービス、短期入所、相談支援などの障がい福祉事

業、小規模保育事業、高齢者の通所型サービス事業等を行いながら、温泉施設やコミュニティー

レストランなどを運営し、障がいのある方、子供から高齢者、地域住民がお互いに支え合い、日
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常的に交流できる施設の整備計画を進めておられます。

拠点で行う事業に関しては、南部町内で現在行われていないサービスを中心に、町担当課や町

内外の関係団体等からの聞き取りや意見交換によりニーズ把握を実施された上で、現在の計画に

至っているものであるとお聞きしています。南部町内になかったサービスが行われることで、こ

れまでサービス利用のために毎日町外に出かけておられた方々が南部町内でサービスを受けるこ

とができる選択肢ができ、また、地元の皆さんと交流が図れるようになるものでありますので、

障がいがある方などサービスを利用される皆さんの福祉の向上につながるものと考えております。

次に、移住定住の成果を問う、移住前の都道府県、年齢についての御質問にお答えいたします。

移住された方々の年齢につきましては、先ほどの景山議員の御質問にお答えしたところでもあ

りますが、特に３０代から４０代の子育て世代の方々の移住が多いことが見てとれるところです。

どちらから移住してこられたかということにつきましては、定住促進奨励金の利用状況を見ます

と、県外からの移住の方は約１５％、県内からの移住の方は約５５％、残りの約３割は町内の方

による利用であり、町外への人口流出対策も含め一定の効果が出てるものと考えております。

移住の状況を県内で見ますと、南部町は、平成２８年は県内でトップの３６人の社会増、平成

２９年は２人の社会減となりましたが、県内では４番目の数字であり、また、県が取りまとめて

おります県外からの移住者数調査では４市を除いたところで３番目の多さとなっており、県内で

比較しても成果が上がってるところであると認識しています。

移住定住の取り組みは、人口減少対策でもありますが、移住されてきた方々は貴重な地域の担

い手でもありますし、移住された方々の取り組みが町の活性化につながるという一面もあります。

また、南部町では、移住者の方の住まいとして空き家に入居していただく取り組みを進めており、

空き家が放置されることによる弊害から集落を守る、例えば防犯や防災の観点や集落環境の維持

の観点からも効果があるものと考えております。

次に、生涯活躍のまちを推進することで、住民の皆さんの暮らしがどのようになると考えてい

るのかとの御質問にお答えいたします。

南部町で進める生涯活躍のまちづくりは、移住者の方々や地域の皆さんなどに、その経験や人

脈を生かして御活躍いただくとともに、必要な医療、介護を継続的に受けられる体制を整備する

ことなど、魅力的なまちづくりを行うことで南部町への移住を促進し、地域の課題を解決するた

めの人材の誘致につなげ、移住されてる方々だけでなく、町民の皆さんにとっても暮らしやすい

まちづくりを進めることを基本的な考え方としています。

計画の一環で整備を行ったえん処米やは、町民の皆さんがお持ちの技術を生かす里山デザイン
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大学の舞台となり、また、中学生が地域の方々に勉強を教わるコミュニティースクールの場、認

知症カフェの場などとして地域の皆さんに幅広く御利用いただいております。賀野地区にオープ

ンしましたえんがーの富有につきましても、町内農家の方々がつくられた野菜や果物を６次産業

化に活用するジェラートショップや、子供たちの学習を支援する塾、また、地域の皆さんの活動

の拠点として利用いただいています。また、手間地区におきましても、新たな交流拠点、てま里

の整備が地域の皆さんの手により行われており、手間地区にも住民の皆さんの新たなよりどころ

ができるものと期待しております。

また、まちの保健室やコツチャレなんぶのような健康長寿のまちづくりを目指す取り組みや、

１０月からふれあいバス南さいはく線を導入いたしました際の公共交通網再編計画の策定なども、

生涯活躍のまちづくりの一環として地方創生推進交付金を活用して行っております。南部町で行

う生涯活躍のまちづくりは、国の制度や財源も活用させていただきながら、健康づくりの取り組

みや医療、介護体制の充実、確保、公共交通の課題解決、拠点での多世代交流、移住定住などの

施策を総合的に行っているものでございます。そうした取り組みが町民の皆さんの暮らしの充実

につながり、生涯にわたって安心して暮らしていただけるまちづくりにつながっていくものと考

えております。

以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君の再質問を許します。

真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） 順番に行く予定なんですけれども、もし時間がなかったらいけな

いので、最初に、通告しておりました分で返っていない点の再度確認を求めます。

１点目は、所得は仕方がないにして、３点目の質問の中での４点目、これから地域再生推進法

人の法人交付金の金額、今後の予定はどうか。私どもに配られている５年間の計画では、今後Ｊ

ＯＣＡにも０００万、０００万、０００万が出る予定になっているんですけども、ＪＯＣ

Ａの今後の予定がないのかなぜかということ。

それと、先ほどのどのような仕事をしていくのかというところですね。法勝寺の拠点施設での

事業計画は、今までほかの議員にも説明したんですが、そこと変わらない。私は、具体的に、事

業計画でニーズ調査した結果、障がい者雇用、就労Ａ、小規模保育、高齢者介護サービスでどれ

ぐらいの数字をつかんでるかというのを聞いてるんですよ。数字を言ってほしいな。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 企画監でございます。まず、地域再生推進法人への補助、交付金の総
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額、今後の予定ということで、先ほどデザイン機構のほうに３１年度、３２年度、２年間で約

０００万円の補助金の交付の予定があるということで町長の答弁がございました。そのほかに、

これは委託費になりますけれども、なんぶ里山デザイン機構のほうに、これも約０００万円、

それからＪＯＣＡのほうに４００万円程度予定をしておりますけれども、支出の予定が、計画

があるものでございます。

それと、もう１点、数字の根拠ということですけれども、詳細な数字のほうにつきましては、

こちら把握してないというところでございます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） １点目の町民の暮らしの実態把握と貧困対策でお答えいただきま

した。平均所得が出ないっていうことですね。ひとり親世帯の児童扶養手当対象での人数が示さ

れました。ここでの平均所得が１２２万円。この１２２万円っていうのは、平成２７年でしたっ

け、全国的に貧困線、先ほど町長が述べました貧困線ラインの数字が１２２万円なんですよ、可

処分所得ですけどね。今の数字を見られて町長は、先ほど聞かれましたよね、聞かれてどんなふ

うに感じていらっしゃいますか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。議員から御質問のありました相対的貧困等に関する調査分析

結果等にも出ていますけれども、貧困率の上昇が１０年間続いてると。その中で１２２万円とい

う数字も出てるんですけれども、何というんですか、ここにも講評で書いてありますが、貧困が

進んでいるその数字として出てきている大きな理由は、高齢化と、それから親一人子一人、いわ

ゆるシングルのこの問題だと思います。そういう面で、この１２２万というのは非常に厳しいだ

ろうなと、こういうことが想定されると思います。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） そうですよね。先ほど児童扶養手当等で出てきた１２２万ってい

うのは、なかなか大変だろうなと。この１２２万ってどういう数字かというと、町では出ており

ませんが、平成２７年、３年に１回にとった貧困調査で子供の貧困率を見ているんですけども、

全体、２７年度で子供の貧困率が１⒊９％、国の資料ですね。このときに、親が一人、ひとり親

家庭の貧困率は５８％なんですよ。ということは２件に１件が貧困ラインを下回ってるという

数字ですよね。この結果、政府としても、特にひとり親、とりわけ母親、母子世帯の貧困化が顕

著だと、こう言われているんです。

町長、こう出された、これはどこの資料でしたっけ、総理府の指標ですね、ここででも条件と
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して、高齢者世帯、単身、ひとり親世帯、そしてとりわけ郡部、町村居住者が多い、こういうふ

うに書かれてるのっていうのは、町で見ても、聞いたように、高齢、独居世帯が３割弱を占める

南部町、そして８５世帯のひとり親世帯がいる世帯、これを見たときに、やはりどういう現状な

のかっていうことをつかむのが町の責任だと思いませんか。

町長は、とりわけ今度、総合計画を立てるって言われました。他の議員も触れていたように、

町長が頭の中に置くのは福祉と防災だって言っていました。自治体でしかし得ないことですよね。

そういうことをしていこうと思えば、計画を出そうと思えば、今の南部町を支えて税金を払って

いる住民たちがどのような生活実態なのかってつかむことが第一義的に必要だと、こういう指摘

にどのように感じられますか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。この貧困率を求めてる相対的貧困等に関する調査分

析表の中を、もう何度も読ませていただきました。非常に興味深いなと思いましたけど、この中

で、町村部、郡部っていうぐあいに言ってますのは、やはり高齢者、収入がない、さらには、高

齢者の高齢独居というんですか、世帯の中で高齢者が、高齢者・高齢者または高齢者の独居が非

常にふえてるということが影響してるんだろうと思っています。したがって、あながち全国調査

の数字がこの郡部や町村部にその暮らしを反映するのかどうかということは、私はちょっと疑問

だなと思っています。いわゆる所得の問題でこの地方の非常に高い高齢者の暮らしを評価するの

は非常に少し危険だろうなと思います。

ただ、若い世帯の母子がそういう状態にあるというのは、これは一つの参考になるだろうなと

思っています。この辺は、その暮らしの実態というものを、先ほども御答弁しましたけど、もう

少し現場の感覚を職員や関係機関が見つけるほうが大事であって、一概にその線を見つけて、何

％が貧困にあえいでいると、その中で、高齢者がこのぐらいいるんだというような見つけ方から

総合計画をつくるのは少し危険じゃないかなと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） そしたら、町長は、各課長等にどのようにして住民の実態を把握

しろって伝えるわけですか。それを聞きたいんですよ。総合計画を立てるときに住民の暮らしの

実態を何でつかもうとしてるのかって知りたいんですよ。

私の手元には、情報公開で税務課から出していただきました課税標準の総括表というのがある

んですよ。なかなか所得全体がつかめませんから、これ課税標準ですね。課税標準を、これ町長、

見られたと思うんですが、ここには総所得金額で出てきます。課税人数が出てきます。言ってみ
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たら、これを平らに見たら平均の所得っていうのが出てくる可能性があるんですけども、そうい

うところでつかむ必要があると思いませんか。ちょっとお聞きするのは、平成３０年度の町長が

この課税標準の総括表っていうのを見られたことがありますか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） いえ、課税標準の総括表は見たことはないと思います。

○議員（１３番 真壁 容子君） じゃあ、何でつかもうとしてるか。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。何でつかむのかっていうところの前に、まずは、今

これしかつかめないんではないかと言われてる所得からのアプローチというのは、地方の特にこ

ういう中山間地域での高齢者の実態を把握するものではないと思ってます。なかなかそういうと

ころに対して言いにくいとこもありますけれども、そういう所得の実態というものを行政はつか

み切れない。特に親御さんが高齢者になっている、また、おひとり暮らしになっている、そうい

う中で、例えば米子市に息子さんが住んでいる、そこの中でどんな暮らしの中の本当の実態があ

るのかというのは、私どもも実際にはつかめないというのが正直なところです。そこを一つの切

り口にしながら所得ということだけでやっていきますと、やはり実態は少し難しいんではないか

なと、こう思ってます。そういうことよりも、生活保護の申し出であったり、そういう実態のほ

うが現実に即したそういうものではないかと、このように思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） 生活保護申請で当然声を聞くのは当たり前ですよね。私は、町の

施策の中でやっぱり欠けてるのが、住民の実態把握だというふうにここのとこ痛感してるわけな

んですよ。余りにも議会で出てくる予算や議会での審議と、住民の暮らしで切実に訴える声と子

育てに悩むお金がないという声とのずれがすごくあるわけなんですよ。高齢者の住まいがないっ

ていう問題とか、一体どこにあるんだろうかと思ったときに、こういう方々からもなべて過去に

は税金をもらっていた、町がですよ。町は、それぞれの、税務課があるんですから、収入ないし

は所得を把握する立場にいるわけですよ。それは個人情報ではない限り、何をよりどころにして

住民の暮らしを見るかって、ここしかないんです。それができないというのであれば、あなたた

ちは何のために所得申告してもらって税金を課してるんですか。何によって町の財政が成り立っ

て、国の財政が成り立ってると考えますか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） まさに均衡ある課税のために所得、収入を把握するわけですけれども、

今言われるように、この高齢社会になってきて、それは確実に把握できてるか、それが生活実態
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をあらわしてるか、これはまた別物だろうと思っています。そこの中をどう調べていくのかとい

うよりも、貧困の状態をどこに問題があるのかというアプローチから、では、所得だけでそうい

うものの数字を考えるというほうが難しいんではないかということです。あくまでも町がやって

ますのは、税、税を課税するために皆さんから所得を申告していただくわけでして、そのアプロ

ーチ先を少し間違えると、結果としても、また違った結果になるんではないかと、こう思ってい

ます。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） この論議いつまでたっても平行線かもしれませんが、私は、町の

一番の仕事は、とりわけ収入が大変だと言ってるときに、税務課がこの仕事をして税金を集めて

るわけですよ、所得税も計算してですね。そういうところから見たときに、住民の暮らしが何か

っていうのは、町が、町長は知っておく必要があると思っています。町長どころか、課長全員も

町内の暮らしの状況を知っておく必要があると思います。それが次の政策にどう反映するかって

出てくるからです。そうではなくては、国が一々毎回、国勢調査等をして所得まで調べません。

できれば、そこに偏見を持たないで貧困という言葉を乗り越えていくためには、住民の実態把握

をやっぱり役場がつかむということに努力していただきたいということを指摘しておいて、次に

行きますね。

最後のもので、子供の貧困調査では、子育て支援課ないし教育委員会でやっている達成目標の

７項目についてですね。それで、ひとり親家庭を対象とした高等訓練とか自立支援に至っていな

いということですが、これについてどうするのかということと、最初の１点、２点目の生活困窮

者並びに生活保護世帯向けの学習支援の実施、これは、なべて全ての全世帯にやってるというこ

となんですけども、これを取り組む中で、県が目指しているこの達成目標ですね、貧困世帯での

この２つを取り組むことに対して今までの事業がどのように貢献していると考えられていますか。

○議長（秦 伊知郎君） 福祉事務所長、岡田光政君。

○福祉事務所長（岡田 光政君） 福祉事務所長です。議員言われました高等職業訓練促進継続給

付金の関係と自立支援教育訓練給付金事業の関係ですけれども、先ほど町長答弁にもありました

けれども、毎年８月に児童扶養手当の現況届のほうを提出していただくための案内の文書を送っ

ております。そのときにチラシを同封させていただきまして、８月に該当の方が申請に来られま

す。そのときには、話を聞いていて、何回かもっと詳しくその制度のことを聞きたいというふう

には言われまして説明をするんですけれども、実際に制度の利用にはつながっていないというの

が現状でございます。以上です。
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○議長（秦 伊知郎君） 総務・学校教育課長、安達嘉也君。

○総務・学校教育課長（安達 嘉也君） 総務・学校教育課長です。教育委員会のほうとしまして

は、生活困窮世帯、生活保護世帯にかかわらず、全児童生徒を対象に学力向上に取り組んでいま

す。どの子の学力もやはり保障することで、一人一人が大切にされているということも実感でき

ると思いますし、さらには、学級全体での学力向上することで、さらにその効果として、また一

人一人の学力向上も伸びていくのではないかなというふうに考えて、特に夏季休業中にそれぞれ

の学校でなんぶっ子塾というものを開催しております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） 全体の学力を引き上げたりとか環境をつくっていくために全児童

を対象にする取り組みというのは大事だし、必要だし、それには賛成するんですけども、県が言

っている貧困対策推進計画の中には、困窮世帯及び生活保護世帯向けの学習支援事業の実施って

書いてあるんですね。だとすれば、その取り組みの中で、一つ柱を設けて、その中で区別とか差

別する必要ないですけども、この県が出してる困窮世帯、生活保護世帯の学習支援事業がどのよ

うに進んでどのような成果を上げているかという、その総括が要ると思いませんか。

○議長（秦 伊知郎君） 総務・学校教育課長、安達嘉也君。

○総務・学校教育課長（安達 嘉也君） 総務・学校教育課長です。学校のほうでは、そこまで貧

困世帯等ということで把握をして実施していることではございません。現段階では把握してない

というのが実情でございます。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） １番目の質問を終わりますけども、町長、それから各課、教育委

員会にお願いしておきたいのは、どうして今、国民のほうを見ないと言われている政府が、その

中でも子どもの貧困対策の推進に関する法律ができてきたのかということです。それだけつくら

なればならないほど日本の国の中で、先進国とはいえ子供の貧困が進んでいるかにほかならない

と思いませんか。だとすれば、行政、教育委員会のすることは、あなたたちの目でそれがしっか

り見えているかどうかっていうことではないかと思うんです。残念ながら、申しわけございませ

んが、かえって住民のほうがよく見えてるんじゃないかっていう感じがして仕方がありません。

そういう点でいえば、貧困調査をしない、所得のそれもしないというのであれば、どのようにし

て各課でこの貧困問題の状況把握をして取り組もうとしてるのかって、また次に聞きますから、

ぜひそれを聞かせてほしい。よろしくお願いします。

次の点です。第２点目の国保の問題です。
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国保の問題では、先ほど言ったみたいに、１人当たりの保険税額が８万７７１円ですね。平

均所得が世帯では９５万８１０円、１人当たりでは５８万０９７円。町長にお聞きします。

１人当たりの税額というのは、１人当たりの平均所得の１０％を超えているこの現状についてど

のようにお考えですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） このあたりのところにも、いわゆる国保の構造的な課題があるだろうな

と思ってます。先ほどと同じ高齢者が非常に多いということ、それから言ってみれば、その他の

保険に入れない方が最終的にここに入ってるということがあろうと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） 私は、さらに、国保の数字が物語ってるのは、これは担当課です

か、突然振って申しわけない。国民健康保険税を賦課するときの所得というのはどういう所得の

ことを言うんですか。よく私たちは、旧ただし書き方式と言いますが、この所得というのは収入

から何を引いた分ですか。課税標準とどう違うのか、その説明してください。

○議長（秦 伊知郎君） 税務課長、伊藤真君。

○税務課長（伊藤 真君） 通常、住民税の課税をいたしますその金額から、さらに３３万円を

一人頭引いてから税率を掛けるような格好になっております。というところで、通常所得という

ところは収入額から経費を引いたのが所得なんですけども、さらに基礎額の３３万円を引いて所

得というふうに言っております。国保税で所得というのと一般的に所得というのは若干ずれてい

るというところでございます。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） 突然振って済みません。若干ずれていますが、ちょっと聞き直し

ますね。先ほどの住民税の課税標準とはどう違ってくるんですか。

○議長（秦 伊知郎君） 休憩します。

午後３時４８分休憩

午後３時５０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

税務課長、伊藤真君。

○税務課長（伊藤 真君） 住民税の課税標準は、収入額から経費を引いて、社会保険料とかそ

の他の経費を引いたものというところが課税標準になっております。一応申告書の、今手元にな
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いんですけども、見られたらわかると思いますけども、以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） そしたら、ここで言う例えば１軒の家の所得の課税標準の金額と

国保で出る金額とはどちらが高くなりますか、所得は。そう聞いたらわかりやすいでしょ。

○議長（秦 伊知郎君） 税務課長、伊藤真君。

○税務課長（伊藤 真君） 国保税をかける課税標準のほうが高くなります。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） 課長、突然振って申しわけございませんでした。何が言いたかっ

たかというと、ここで言う、町長、国保の所得というのは、一般に言う住民税とか都道府県民税

とかいうところの所得より高くなっているんですよ。だからそういう意味でいえば、とりわけ金

額も収入が少ないところに高い国保税、それで、国保税を出してくる基準も住民税とかそれより

も高い率、高い所得として計算して出てきているっていうのが残念ながら国保なんですよね。だ

から、高くて払えないというところが出てくるということなんですよ。

ところで、町長も構造的な問題とおっしゃいましたが、知事会は年間４００億円絶対出せと、

市長会も町村会も一緒になって言っています。それと同時に、協会けんぽ並みにすべきだと。こ

のように言ってたら、１兆円あったら協会けんぽ並みになるということなんですよ。協会けんぽ

並みにするというのはどういうことかというと、国保税でいえば、いわゆる応益割をなくすとい

うことなんですよ。先ほど言った均等割と平等割をなくすということですね。町でいえば、約２

億円ちょっとの国保税ですよね、この国保税の半分がいわゆる応益割ですから、均等割と平等割

が来ているわけなんですよ。この市長会、知事会の考え方をどう思われますか、協会けんぽ並み

にしろというの。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。協会けんぽ並みになれば本当にそれはいいんでしょ

うけども、協会けんぽ自体も国費が１兆０００億円入ってますよね。それから現在、国保自体

には４兆７８４億円入ってる。それプラスあと１兆円というのは、やっぱり財源論になってし

まうんじゃないかと思うんですよね。これは、全てのいろいろなことが、制度が今、過渡期、そ

れから高齢者がふえてきている、国保も入らざるを得ないそういう中で、医療費も国保が一番か

かるところなわけでして、この財源をどうするのかということの問題があると思いますけれども、

負担を減らすというその基本的な考え方に私も賛同するものです。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。
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○議員（１３番 真壁 容子君） 国に頑張って求めていきましょう、誰も反対しないので、それを

言ってほしい。ただ、今の国は、御存じのように、私たちはお金の使い方については随分異論が

あるわけですよね。社会保障費にうんと使ってほしいんですが、なかなかそうはなりません。か

といって住民の暮らしも待っておられないので、町として何とか考えていただけないかというと

ころで、先ほどの少なくとも１８歳未満の子供の均等割をなくすことを考えたらどうか。これは

都市部でも出てきている、全国的に出てきていることですが、再度聞きますが、今、南部町で４

方式の国保の税ですね。この４方式ですけれども、この４方式じゃないといけないって法律は、

絶対それでないといけない、町村では決める範囲がないのだって書いてありますか。これがもし

答えれなかったら、担当課、どうでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 方式については、決められてるところと決められてないところというこ

とがあるというぐあいに税務課のほうに聞いています。したがって、４方式を３方式というのは

県内でもありますので、今後の県内での議論がこれから進むんではないかと、こう思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） 要は、資産割も所得割も平等割も均等割も全てしないといけない

ことはない、実際、来年度からは大山町は資産割をなくしていくと言っていますよね。私が今回

提案してるのは、いわゆる世帯割じゃなくて、１人当たりの均等割の子供の分を、これをなくし

ていくようにしたらどうかっていうことなんですよ。予算は３０７万７５０円あったらできま

す。とりわけ、御存じのように、子供を抱えてる５７世帯、国保加入者の世帯の平均所得を見た

ら９５万。どう考えても、子供が１人ふえればそれだけふえるんですから何とかしないといけな

いというふうに思うんですが、これをしようじゃありませんか。どうですか、町長。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。これはこれまでもずっと言い続けてきたことですけ

れども、国保に国、それから県、上乗せというものをしながら国保を運営してきてます。その中

で、さらに町がその上に投入をするということになりますと、二重の負担をされるということが

私、町長としては心配なわけです。額の大小に限らず、子供たちに今、真壁議員が言われた、こ

この部分は支えてみてはどうかというお気持ちはよくわかります。ただ、町民全体の中でその本

当に合意がとれるかどうかということがあろうと思います。これは入り口だけであって、本当に

大事なところは、これだけの国保の負担、私も高いと思います。高いこの負担を、じゃあ、誰が

負担するのかということが一番のもとにある議論でして、さらに、先ほど言った子供さんのこと
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については理解は示しますけれども、それが全て解決の糸口にならないというところにあっては、

今、では、ここでやりましょうという回答はできない、こういう現状をお許しください。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） 国保は、町長も御存じのように、７割軽減世帯が４３５世帯、５

割軽減が３２６世帯、２割軽減が１６４世帯で、９２５世帯、全体の４７３世帯から見たら約

６３％の方が、いわゆる国が決めたにもかかわらず、高いだろうといって法的減免に該当する世

帯です。どう考えても国保税が高いということを言われてるわけですよね。町長は住民の合意が

とれないと言いますが、町政のすることは、住民一人一人の幸せを追求していくのというのは、

仮に所得やお金がないそういう世帯についても、子育てするときには心配しないで少なくても最

低限のことはできるようにしていく、この下支えをしていくのが私は町の仕事じゃないかってい

うふうに思ってるんですよ。少なくとも国保世帯の子供分を減免したとして、これは国保に対す

る優遇だという声が上がるとは考えられない。なぜかというと、それぐらい所得にこういうふう

な影響が出てきているからです。ぜひお考えいただきたいということを言って、次に進みたいと

思います。

私は、この２つのいわゆる貧困問題と国保の問題を言って、どうして次に生涯活躍のまち推進

プロジェクトを持ってきたかというと、住民の中から、よそから来る者を大事にするのもいいけ

ども、ここに住む人を大事にしてほしいって、どこ行ってもそう言われるんですよ。一体どこに

問題があるんだろうか。確かに温泉が出るにはこしたことはないけれど、なぜ住民からの合意が

得られないのかというときに、直面するのが、今、住民が置かれている状況なんですよ。

そこで、問うていきます。生涯活躍のまちプロジェクト、今読み上げてくださいましたが、政

府の目的は何かっていうと、先ほど企画監が読み上げてくれましたが、一番最初に出てくる生涯

活躍のまち構想に抜けてるのは、東京圏を初めとするっていうとこがありましたよね。これまだ

抜けてないんです。このことが問題になったときに国会でどういう論議になったかというと、野

党が全部反対したんですよね。

なぜかというと、１つには、これは地方としては非常にお金が使いにくい。ここに乗っていこ

うと思ったら、国の言いなりにならないといけない。このようなお金の出し方は間違っている。

そういうことをするのであれば、地方交付税を上乗せしろと、こう言ったんですね。次のＣＣＲ

Ｃ計画について野党がどう言ったかというと、これは本来であれば、都市圏で今まで働いて税金

を納めてきた都市圏の高齢者を、介護保険等でお金がかかるから地方に出そうということだとい

うことで、反対の声が起こったわけなんですよ。恐らくそのことも知って、うちの町はこれをと
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ったと思うんですけど、そしたらお金が一体幾ら来たのかということですよね。

私が今回聞いてるのは、このお金が来るときに問題になったのは、学者や批判する方々が一番

言ったのは、特に内閣府がかんでるもんですから、このお金を出したのはいいけれども、本当に

地方に使えるのかどうか吟味しないといけないよっていうことを随分言われたんですよ。地方創

生交付金、先ほどの金額聞きますね。地方創生交付金が出されてきたんだけれども、それまで来

たお金がどこに行ったのか。１年目はたしか全部来ましたが、２年目は、使おうと思ったら同じ

金額を町が負担しないといけなくなったわけですよね。その総額が５年間で総額４億０００万

だったら、２億０００万以上が町から出さないといけなくなってくるわけですよ。この現状に

ついて町長はどう思われますか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。まち・ひと・しごと創生法がこの根拠になってるん

ですけれども、これは、もう人口政策法だとこの前も官僚が言っておりました。要するに都市圏

から地方にどうやって人口の動きをつくるのかという起爆剤なわけです。先ほど同僚議員の方、

それから今議会の中でもたくさんの皆さんが、少子化の問題、将来２０４０年、０００人の町

でいいのかどうかという議論があるわけです。今住んでる人も大事ですけれども、じゃあ、これ

から先々のために今生きてる私たちが何をするべきなのか。ここでやはり一手を打っていかなけ

れば次に禍根を残すということで、今やっております。非常に大きなお金も必要でしょう。ただ、

それは今のためではなくて未来のための投資だと私は思っています。ぜひその投資が将来にわた

って効果を発揮するように、これからまた努力していかなくちゃいけない点はたくさんあると思

いますけども、そういう趣旨でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） 今いみじくも、官僚がそう言ったというんでしょう、人口を移す

んだって言ったでしょ。先ほどずっと議論の中で、人口減になった理由は何かっていったら、少

子化、晩婚とか未婚っておっしゃいましたけれども、一番の原因は政府がつくってきたんでしょ、

地方を疲弊させてきた、地方の人口を減らしてきたのは政府ですよね。だから国の施策でもとに

戻そうって言ってるんでしょ。ということは、頭の中に置いておかないといけないのは、人口減

や地方が疲弊したのは地方の責任じゃないっていうことですよ。本当に人口を移すんであれば、

農業を活性化すればいいじゃないですか。林業をもっと手厚くしたらいいんでしょ。そしたら、

何倍も数倍も早く人口増になりますよ。一番わかろうとしている自治体が、そういうことに手を

出したりとか口を出そうとしないで、いみじくも何年かの計画で本当に来るか来ないかわからな
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いとこにお金を使っていくことに住民は疑問を感じているんですよ。

ちょっとお聞きしますが、あなた方が出された５年間で２００人をって言っていますよね。平

成３０年度までには、この数値でどうですか。それと、１人当たり幾らって言ってましたっけ。

人１人をふやすために何ぼお金を使ったんですか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 企画監でございます。ちょっと手元に資料を持ち合わせてないので正

確な数字ではありませんけれども、移住者で２００人来ていただくという数字につきましては、

受け入れ既に達成をしたところだと思っております。ちょっとその１人当たり幾らというのは、

少し計算をしないとわからないです。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） ２００人の受け入れが平成３０年段階で達成してるということで

すか。その数値に達成してるということね。その詳しい数字は委員会でもいいから出してくださ

いね。

それで、詳しい数字がわからないのは、これあなた方が出されたこの資料、私、持ってるの、

何かわかりますよね。ＫＰＩを書いた資料。ここでは、一人頭、全部で２００人を呼ぶのに４億

１００万使いますが、１人当たり計算したら、国が出せって言ってるんですね、これ２３０万

１７０円ですか、一人頭２３０万かけているんですよ。そのうちの半分が町費です。国は、こ

ういうことをしてあげて人口増になったから頑張れって言うんですよね。町にとってこの金額が、

２００人ふえてここの産業が潤ってきたんですか。まだ今からも投資するかもしれない。それで、

今、緑水園周辺を見たら、いろんな建物で維持管理費が問題あるときに、今、この計画にのって

さまざまなことをやってても、あとの維持管理費が問題になってくるわけですよ。ＪＯＣＡがつ

くっても、いつまでＪＯＣＡがしてるかもわからない。そういうことを考えたときに、本当に町

にとってこの政策が有効なのかどうかという点をいつか総括しないといけないと思いませんか、

町長。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。新年度には、さらに都市圏から移住をして起業した

場合に３００万、都市圏から移住すれば１００万ということであって、先日、ジブンゴトの移住

した子たちが今移住したほうが得だったですねみたいなことを言っていました。そういうそのぐ

らいまでやらないと、今のこの日本の東京一極集中と、それからこの地方の問題は解決しないぐ

らいなところでまで来てるわけです。総括は、必ず歴史の洗礼を浴びなければなりませんけれど
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も、いい結果を出すために私たちも一生懸命やってるところです。真壁議員の御心配ももっとも

だとは思いますけれども、とにかくこれは南部町のための将来のためにやらなければならない、

そう思っています。総括は、もう少し時間をかけながら進捗を見させてやってください。

○議長（秦 伊知郎君） 残り時間が少なくなりました。よろしくお願いします。

真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） 私は、この政策で一番町に考えていただきたいのは、本当に活性

化をして都市部から地域に人を住ませようと思ったら、もっと抜本的にしないといけないことが

あるんだということを国に言うていかんといけんということですよ。農業を疲弊させて、農業と

林業で成り立ってる自然環境を見ても南部町が、どうして人口がふえる要素があるんですか。

そういうことを考えたときに、この２００人がふえたことによって住民の暮らしがどうなるか

っていうことについては、私は、申しわけないけども、国はそこまで考えてないと思うし、住民

がどう言ってるかというと、ＣＣＲＣのときに、仮に中高年だけでふえたら、今度、介護保険制

度、医療はどうなのかって心配したんですよ。当然ですよ。なぜかというと、町長は、次のため

に、継続のために介護保険料や国保税は高くても我慢してくれって言ってるんだから、その負担

増になる方々が来てどうするかって。もっともなことじゃないですか。本来であれば、東京都圏

内でいる中高年層の高齢期をもそこが見ないといけなかったわけでしょ。そういう施策をつくっ

て丸め上げて、国からお金が来るからといっても、この町にとって本当にメリットがあるのかっ

ていうことは明確には、かえってＣＣＲＣと生涯活躍のまちづくりは国会でもさんざん問題にな

っていた上に、地方創生は地方には役立たないっていうことが私は明らかになってると思うんで

すよ。

そういうときは、今やっていますが、より慎重にやらないといけないと思いますよ。より慎重

にお金を出すことを控えてなるべく影響を控えてやるということ、そして少なくともみんなが命

をかけて土地を守って過ごしているまちは、２００万、３００万上げるから来いっていうような

安いまちじゃないですよ。そう思いませんか。私は、ここで住んでる方々、それを聞いてどう思

うかと思うんですよ。

そう考えたときに、一番町の状況を知ってる方が、今、町民の実態をつかんで、今何が欠けて

いて、どこにお金を使っていかないといけないのか、今起こすべきは何なのかということ、そう

いうふうなことをしっかりと据えた総合計画にしていくためには、まず住民のアンケートをとっ

てほしいし、住民の所得状況を含めて実態をしっかりつかんでいただきたい。このことを要望し

て、一般質問を終わります。
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○議長（秦 伊知郎君） 以上で１３番、真壁容子君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩に入ります。再開は４時２０分にします。

午後４時１０分休憩

午後４時２０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

これから質問されます亀尾議員の質問の中で、給食費、教材費の件につきまして教育長が答え

るべきだと思いますが、教育長が不在ですので、板持次長のほうで答弁させますので、よろしく

お願いいたします。

それでは、１２番、亀尾共三君の質問を許します。

１２番、亀尾共三君。

○議員（１２番 亀尾 共三君） １２番、亀尾でございます。議長から質問の許可を得ましたので、

３項目について質問いたします。一般質問の私、一番最後になりましたので、答弁のほうもよろ

しくお願いします。

３点についての項目の中で、まず１点目の項目は、消費税率１０％引き上げについてでありま

す。

安倍首相は、来年１０月から消費税率を１０％に予定どおり実行すると明言をしております。

増税対策として、自動車や住宅の財源に巨額の財政を支出するとともに、教育無償化など社会保

障充実の国民の願いを逆手にとって強行する構えであります。年ごとに町民の多くの方の声は、

暮らしの厳しさを言われます。町民の暮らしを守る町長の立場からの所信をお聞きいたします。

具体的には、１つには、過去に消費税率引き上げに伴って、町内での影響、つまり事業者と言

っていますけど、商売をやっておられる方も含めてです。それと、町民の方に対しての影響はど

うだったでしょうか。

２つには、町民の声を受けとめ、その思いを共有する考えはありますでしょうか。

３つには、税の負担は所得額をもとに徴収されるものですが、消費税は税の原則から外れてい

ると思うのですが、どう思っておられるでしょうか。

４つには、消費税の税率引き上げ中止を求めることを政府に主張すべきではないでしょうか。

そのお気持ちはどうでしょうか。

項目の２点目は、産業廃棄物最終処分場についてお聞きいたします。
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南部町鶴田地区に産業廃棄物最終処分場の許可を事業者アルバトロスが平成５年に取得いたし

ました。その翌年の平成６年に旧会見町長と事業会社の代表者で協定書を交わしております。協

定書の内容は、産業廃棄物の４品目と定めております。しかし、このたび事業者は、石綿アスベ

ストを搬入する意向であります。当初の協定書にはアスベストの搬入は含まれておりません。現

在の法律は、アスベストは人体の中に入ると呼吸器官に影響を与えることから、処分について厳

しく取り扱うよう定めがあります。旧会見町時代に三徳開発事業で不用物の搬入の結果から被害

が発生したこと、大変苦い経験をされました。その教訓をもとにお聞きいたします。

具体的に、１つは、平成６年に交わした協定書の内容にアスベストの搬入は含まれておりませ

ん。協定書にアスベストを除くと記入した協定書を交わすことを求めるものであります。

２つには、県に対して、町は、三徳開発事業の経験からアスベストの搬入は認められないこと

を主張することは当然ではないでしょうか。どのように所見を持たれているでしょうか。

３つには、該当の地域を含め、町民の意向を広く聞くことが必要と思われないでしょうか。

項目の３点目は、子育て支援の充実を求めます。

２０１９年１０月から実施予定の３歳児以上の幼児教育・保育の無償化をめぐり、安倍内閣は、

２２日の子ども・子育て会議に、教育費の無償化の対象から外すと、外す案を示しました。安倍

首相は、２０１７年９月、消費税１０％増税を財源として、全ての子供たちの幼稚園や保育園の

費用を無償化すると公約し、消費税の使途変更を口実に衆議院議員を解散し、総選挙をしました。

特に子育て世代に痛みが直撃する１０％増税に向けた動きを着々と進めながら給食費を無償化の

対象から外すことは、明らかに公約違反ではないでしょうか。子育て支援に逆行しております。

保護者の負担軽減を求めてお聞きします。１つは、３歳児以上の幼稚園・保育園の給食費も無

料化をすることではないでしょうか。そのことについてどうお考えでしょうか。

２つには、小学校、中学校の学校給食費の無料化を引き続いて求めます。

３つには、小学校児童の６年生までの教材費を公費で賄うことを求めます。

以上、ここの場での質問は終わり、答弁を受けてから再質問で深めたいと思いますので、答弁

よろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 亀尾議員の御質問にお答えしてまいります。

まず、消費税率１０％引き上げの所見を問うということについてお答えしたいと思います。

消費税導入の背景として、所得税を中心とした税制は、消費の多様化やサービス化によって変

化する所得水準の上昇に伴う税制不均衡の解消と、人口の高齢化による年金、福祉の社会保障費
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財源の確保を目的に、平成元年に税率３％で導入されました。その後、平成９年に５％、平成１

６年に８％に税制改正がなされ、その改正理由はいずれも少子高齢化により増加する社会保障費、

少子化対策費の財源確保であると認識しています。増税がよいと思っているわけではありません

が、消費税増税は全て社会保障の充実、少子化対策に使われる必要な財源であり、地方消費税分

と国からの交付税分を合わせた地方分は、消費税収のうち⒊７２％が配分されることとなります。

このようなことから、高齢者の日常支援や保育園、小・中学校など、地方の社会保障、福祉の充

実・安定化、財政の健全化に寄与する面もあり、全面的に反対という立場はとれないと考えてい

ます。

御質問の引き上げに伴う町内への影響ですが、一般的に消費税が増税される前には駆け込み需

要で消費マインドがアップし一時的に景気が上向きますし、増税されれば消費が減り、景気の下

向きや中小企業への負担増加などが言われます。直近の増税である平成２５年度、平成２６年度

の本町の税収面を比較してみますと、法人税収入等の落ち込みもありませんので、景気悪化の大

きな要因となっていないものと考えます。

次に、税の原則を外れていないかとのことですが、所得税とは異なり、消費税は、国民全体で

広く課税し、安定的な財源を確保するものでございますので、目的とする社会保障財源としては

不公平感は少ないものと思います。

最後に、政府に中止を求めるべきとのことでございますが、現在、その考えは持ち合わせてお

りません。御理解賜りますよう、お願いいたします。

次に、産業廃棄物最終処分場についての御質問でございます。

まず、協定書にアスベストを除くと記入した協定書を交わすことを求めることについてお答え

いたします。まず、アスベストについてですが、アスベストには飛散性アスベストと非飛散性ア

スベストがあります。飛散性アスベストは、廃石綿等であり、特別管理産業廃棄物となり、町内

の最終処分場では処理することができません。今回事業者が処分しようとしているのは非飛散性

アスベストで、例を挙げますと、プレート板、ビニールタイルなどであり、石綿をその重量の

１％を超えて含有する石綿含有産業廃棄物であり、町内の安定型最終処分場で処理できるものと

なっています。

協定書にアスベストを除くと記入した協定書を交わすことについてですが、協定書の４品目を

変えることにはならないので、再度協定書を交わす必要はないと考えています。また、協定書は

双方の合意に基づくものであり、事業者は石綿含有産業廃棄物を処分したい意向でありますので、

アスベストを除くとする協定書の合意は困難であり、我がほう側への不利益につながるおそれが

－９１－



高いと考えます。

次に、県に、町はアスベストの搬入は認められないことを伝えることをすべきであるという御

質問についてお答えいたします。石綿含有産業廃棄物の搬入については、産業廃棄物処理業に係

る変更の届けを提出すれば取り扱うことできるとされていますので、御理解いただきたいと思い

ます。

次に、該当される地域を含め、町民の意向を聞くことをすべきと思うがどうかについてお答え

いたします。担当課が関係集落の区長さん、役員さんと話し合いを持ちました。また、私も別な

日に区長さん、役員さんとお会いし、状況の説明や意見交換を行ったところでございます。

次に、子育て支援の拡充を求めるという御質問にお答えいたします。後ほど教育次長のほうか

ら小・中学校、小学校児童の６年生までの教材費や給食代の償還についての答弁はさせます。私

からは、３歳以上の幼稚園や保育園児の給食費を公費で賄うこととの御質問についてお答えした

いと思います。

現在の制度では、３歳以上の幼稚園・保育園児の給食費は、保育園では保育料に含め御負担い

ただき、幼稚園では保育料とは別に、実費負担となっております。今後、保育料無償化により、

保育園の３歳以上児の給食費も幼稚園と同様に実費負担が検討されておりますが、町では子育て

支援施策の中で支援を行っておりますので、３歳以上の幼稚園・保育園児の給食費につきまして

は、学校給食費と同様に御負担をお願いしたいと考えています。

以下、教育次長から答弁をさせます。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、板持照明君。

○教育次長（板持 照明君） 本日、教育長のほうが欠席をさせていただいておりますので、私の

ほうで答弁をさせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは、亀尾議員の御質問に

お答えをしてまいります。

学校給食費並びに小学校における教材費無償化の御質問であります。

結論を先に申し上げますと、議員の御期待に沿えるお答えにはなりません。理由は、ここ数年、

幾度となくお答えをしてきたとおりでございます。学校給食費の保護者負担に対する考え方も同

様であります。経済的に御負担が困難と思われる御家庭につきましては、要保護・準要保護制度

を活用しまして、公費でその全額を負担をさせていただいております。また、現在、小学校で１

食当たり２６円、中学校では１食２８円を補助をいたしており、補助額は西部管内でも決して低

いわけではありません。これまでさまざまな要因により食材費の高騰もあったわけでありますが、

その都度給食センター運営委員会の御意見を伺い、献立の創意工夫にも取り組みながら、ここ１
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０年以上にわたって保護者負担額を据え置いております。御理解をいただきたいと思います。

教材費公費負担の拡充につきましても同様に、これまでお答えさせていただいているとおりで

あります。本町子育て支援施策全体の中での優先度や継続性等を吟味しつつ、財政状況を見きわ

めながら判断すべきものと認識をいたしております。経済的に苦しい御家庭につきましては、こ

れまでどおり、就学援助制度により教材費の支援をしてまいります。拡充は行わず、小学校３年

生までの公費負担を継続したいと考えております。引き続き、教材の精選や学校間の統一等、過

度な保護者負担にならないよう実態把握に努めるとともに、指導、助言を通じまして教材活用の

充実に教育行政として責任を果たしてまいります。議員と議論がかみ合わない面がございますが、

御理解をいただきますようお願いをし、答弁とさせていただきます。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君の再質問を許します。

亀尾共三君。

○議員（１２番 亀尾 共三君） ３点にわたって答弁をいただきました。ちょっと深めていきたい

と思いますので、答弁のほうをよろしくお願いします。

まず、消費税ですけども、町長答弁にありましたけども、消費税は、これは社会保障、そして

子育て支援に回しているということで答弁を受けました。しかし、これよく考えていただきたい

んですけども、社会保障が充実するのがだんだんだんだん落ちてきていますよ、実態からすれば。

例えて言いますと、数字でいいますとこうですね、消費税が導入されてから、始まってから、総

額で３７２兆円の収入があるわけなんですね、これまで。そして今度５％から８％に上げて、１

０％に上げればですよ、１０％にすれば国民から年約５兆円の税を引き上げるわけ、収入を国は

取るわけなんです。今の８％でも、１世帯で約２５万円、年間ね、消費税の負担がかかっている

わけなんです。

改めてもう一度返しますけども、今度社会保障費が下がってきているということ、これは大変

大きな問題ではないでしょうか。私はですよ、社会保障費はね、先ほどちょっと言いそびれたん

ですけど、８％に引き上げたこの６年間でですよ、３兆０００円億円も削減しているわけなん

です、消費税を。どうして消費税を削減したのを、それじゃその金は一体どこへ行ったんだろう

か。よく見ますと、これ一部の法人ですね、大企業。大企業の原理としてはこういう定義があり

ますね、１０億円以上の企業に対する減税をしていくということであります。これね、本当にむ

ちゃくちゃじゃないでしょうか。

法人の三税の税収はですよ、２９１兆円の減税になっているわけなんです。国民からはお金を

吸い上げておいてですよ、そして片方では大企業のほうへ減税を回す。このごろ、このごろって
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安倍首相が言うのは、世界で一番会社の活動がしやすい国をつくるんだと。結構なことだかもし

れません、大企業にとっては。しかし、国民にとっては大迷惑なんですよ。この実態をどう思わ

れますか。こんな不公平なことがあっていいでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。私はちょっと違った数字をもとに今の消費税のこと

を考えたいと思います。

安倍政権によって少し経済成長が持ち直して、今、税収が５９兆円に回復いたしました。過去

最大の税収だったのは平成２年で６１兆円、もうちょっとで近づく水準まで回復していると言

われています。平成３年が今と同じ税収５９兆円。平成３０年は、平成３年と比べて歳出が２７

兆円伸びています。いわゆるこの２７兆円も伸びてしまったものが、今の赤字国債であったり、

非常に厳しい国の財政構造をつくっていると言えると思います。その内訳を申し上げます。国債

償還、これが７兆円上がっています。借金しますので返さなくちゃいけない。それから、年金、

医療、介護、社会保障費と言われるものが平成３年に比べて２１兆円アップしています。この２

つが主な２７兆円の根拠で、２つ足すと２８兆円になってしまいますけども、この根拠だと、こ

のように私はお聞きしています。そして、ほとんど変わらないもの、これが地方交付税１⒌５兆

円。公共事業、防衛や文教や科学技術、この辺に関してのお金が２⒌９兆円、この辺は平成３年

と全く変わらないと言われています。すなわち社会保障費の拡大が日本の財政の一番基準、厳し

い根幹をなしています。したがって、これをどういうぐあいに克服していくのかが、これからの

日本の非常に大きな問題だろうと思っております。まずは、税収を上げるという方針を今の安倍

政権はとっておられて、ほぼ税収の面では上がってきてますけれども、しかし、それにしてもま

だ２７兆円からの乖離があるというところに課題があるだろうと思っています。したがいまして、

この消費税の問題で社会保障費が全くなってないということには当たらないだろうと、このよう

に思っています。

もう一つ言いますと、仮に先ほどちょっと消費税が１０％に上がれば南部町の中でよくなると

いうような答弁をしましたけれども、一方で今、町村会の中で保育料の無償化があります。保育

料の無償化に対して町民の皆さんの期待も大きいんですけれども、しかし、南部町にとっては支

出増になるんではないかと。いわゆる消費税でもらってくる額よりも、保育園のお金を出すほう

が大きくて支出の増になるんではないかというような試算を、町村会のほうがちょっとしてくれ

ました。その細かい数字はまだ見てませんけれども、また３月議会だとか、そういうところでま

た御議論の対象になるように、また御興味がありましたら言ってやっていただきたいと思います。
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そういう状態でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（１２番 亀尾 共三君） 町内の方と私もいろいろ聞くんですけども、こう言っておられま

す。特に事業というんですか、事業者というか商売をやっている方なんかに聞くんですけども、

こう言っておられますね。実際に２％増税になったからいって、それで値上げを簡単にするよう

なことはなかなかできない。もしそんなことをすれば、大体２％消費税が上がってお客さんが減

るだろうと思っているのに、そこにまた値上げしたらいよいよもってね、大変なことになるだろ

うということでね、実際の携わっておられる方の話を聞くとですよ、大変にね、困ったという状

況があるわけなんですよ。当然それで、そういう中でも踏ん張って仕事をされる方、それですぐ

やめられるとは思いませんけど、しかし、おいおいにね、そういうことに追い詰められるという

ことは、経営に対する不況になっていかれるんじゃないかというぐあいに思います。

それと、今度はあれがなってますね、複数税制ということで、いわゆる店の中で食べれば１０

％、持ち帰れば８％、こんなことをやられてもかなわんよということを言っておられるのと、そ

れとポイントでカードをまた出すいうけど、一体どげなことですかと。はっきりわからんですよ、

このようなことを言ってやってもらってはね。結局突き詰めていけば、政府もいきなり１０％消

費税に全部かけると抵抗もあるから、いろんな面でね、目くらましという言い方は悪いかもしら

んけど、そういうことで何とかこれを押し通そうという、そういう考えがあってやっているんじ

ゃないかというのがちまたの声であります。また、消費者側からとれば、金額が上がるわけです

からそれだけ、これも迷惑な話であるということをまず伝えておきます。

それで、これ消費税のときも何回も繰り返すんですけども、税の原則というのは所得によって

かけるものなんですね。ところで、考えてもらうとですよ、子供なんか収入全くないわけです。

小遣いもらえば、それは親からか親戚からの収入で所得になるかもしれませんけどね、でもこれ

は全く違うんでね、子供が買ったものにも全部かかるというね、こんなむちゃなことはないです

よ。自分が稼いだお金の中で、それに対する所得によって払うというのがね、これが当たり前の

ことなんですよ。

それでですね、ちょっと雑音はやめてください。

○議長（秦 伊知郎君） 休憩します。

午後４時４７分休憩

午後４時４７分再開
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○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

○議員（１２番 亀尾 共三君） それともう１点言っておきたいんですけども、企業のいわゆる経

営をされているほうの方、午前中でもあったんですけども、中小零細企業、小規模の方、この方

たちの税率というのは１８パー、１⒏何％です。ところが、大企業については、いろいろな減税

措置をとってね、１０％ぐらいになってますよ。これね、やっぱりね、そういう中から内部留保

金というのがね、すごい金額が出るわけなんですね。４４６兆円の内部留保金があるわけなんで

すよ。こういうことでやられたらね、富裕層と大企業の関係の人は恩恵があるけれども、税につ

いては本当に一般庶民にとっては大変にね、生活が苦しくなっていくということは目に見えたこ

とではないでしょうか。そのことを伝えておきます。

次に、アスベストの最終処分場についてのことで質問をいたします。

協定書に私、ここに持っているんですけども、交わした分ですね。平成６年の６月７日、行政

側としては、当時の会見町長、名前は言いませんが会見町長と、それから事業者でありますアル

バトロス株式会社の代表取締役、この方２名と、そして会見町の当時の議長さん、それから鶴田

区長さん、そして立会人として米子保健所長、この方が加わってされております。

それで、この協定書は１０条から成っておりますけども、９条の中にね、こう書いてあるんで

す。乙、いわゆる事業者は、当該処分場にかかわる権利を第三者に譲渡しようとするとき、また

は代表者を変更しようとするときは、事前に甲、いわゆる行政側に、地域に協議するとともに、

継承予定者または新たな代表予定者がこの協定書を遵守する旨を誓約した書面を甲に提出するこ

と、いわゆる行政側に、自治体のほうに提出するものとすると、こういうぐあいになっているん

ですが、これについてはどうなんでしょう。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。町の考え方を申します。

商号変更と役員の交代、資本金出資者の変更であり、法人が権利を譲渡したものではないと考

えるので、第三者譲渡には当たらないと、このように考えています。この考えについて弁護士を

介し、法的な根拠を確認しましたけれども、弁護士側も第三者譲渡には当たらないと、このよう

な回答をいただいております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（１２番 亀尾 共三君） これね、全協に出されたこの資料を見ますとですよ、ことしの１

２月７日出されたのはですよ、当時のアルバトロスの代表者は、２名の方なんですけども、名前

を言いましょうか、矢田さんという方と坂本さんという方ですね、代表者。これがあって、今度
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１１月１６日に変更されております。代表者は、社名もアルバトロス株式会社からアークコーポ

レーション株式会社、そして代表取締役が矢田さんという方と坂本さん、この２名から森田さん

という方にかわっております。これはやっぱりね、この協定書からいうと完全にかわっているん

じゃないですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 法的にそのような解釈はしないということですし、また、そのことによ

って本協定は現在のこれは何ですか、アークコーポレーションが守らなきゃいけない確認書にな

っていると、このように町としては認識しています。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（１２番 亀尾 共三君） 先ほど町長答弁にあったんですけども、この最初、平成６年に交

わしたときには、石綿、いわゆるアスベストのことは書いてないで、その中で建設廃材というこ

とが４品目となっております。建設廃材、金属くず、廃プラスチック及びガラスくず及び陶磁器

くずの４品目とすると。いわゆるアスベスト、石綿のことは書いてないんですから、それではっ

きりしてないような言い分だったんですけども、ここにまた出しているんですけども、７月の全

協の資料に見ますとね、こう書いていますね。最終処分場の概要ということで、具体的な事業の

予定ということで、取扱品目の変更、これ事業者のほうが出した言い分ですよ、現在は石綿含有

産業廃棄物を除くとなっているところ、石綿含有産業廃棄物を含むへ変更いたしたく、なお、安

定型最終処分場は、石綿含有産業廃棄物を含むの受け入れが可能な施設ですと言っているんです

けども、本人も認めてますよ、これ。石綿を入れないこと、除くとなっておったけれども、今度

は入れるようにしたいと言っているんですが、こんなこと通用するんですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。通用するのは唯一、この当時そういう法律がない、

産業廃棄物の認定の中に石綿廃棄物に対する決まりがなかった中で、甲、乙、立会人は、業者と

建設廃材の中にそういうものが含まれていると、お互いにその含まれている中でこの協定を交わ

しているというところが、私は救いだと思っています。さらにそれが平成１８年、法改正によっ

て、非常に危険なアスベストがその中から除かれたということだろうと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（１２番 亀尾 共三君） 最終処分場のことで、これ県から回答が来てる内容なんですけど

も、１０月の１７日に来てますね。それを見ますとね、こういうぐあいになってますね。全部で

９件ずっとあります、今の廃棄物やっているとこの、産廃のところですね。９番目のところを見
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ますと、アルバトロス株式会社、西伯郡南部町鶴田の中で、埋立面積があって、そこで備考のと

ころに、石綿含有産業廃棄物であるものを除くと書いてあるんです、ここに。いろいろ弁護士さ

んは解釈されるというようなことを先ほど言われるんですけども、これは地元の人も、鶴田の方

も、平成６年の段階ではアスベストについてはそんなにね、大きな問題にはなかったと思うんで

すよ。ところが、平成１８年に全国でいろんな中皮腫のことが起こったもんだから、これは大変

なことであるということで、もうヨーロッパの辺ではかなり前から製造も中止してやっているん

ですけども、これはもういけんというので中止して、これの扱いについては十分に注意をしなけ

ればならないということはね、国のほうで決めてるんですよ。

そしたら、当然ね、県が平成６年に立ち会いしているんですから、米子保健所がね。当然これ

は県の関与していることですから、そういうことが起こったら、この覚書、それから協定書、こ

れについてはね、問題があるからやっぱりきちんとしなさいということをやるべきではないでし

ょうか。それをやらずにおってですよ、まだ届けが出たらそれを認めるようなことをしゃあしゃ

あとやるなんていうこと自身がね、非常に大きな問題があると思いますよ。その点についてはど

うでしょう。町長、そのことについてね、あの時点でなぜ県はね、そういう法律が変わったのに、

当然ね、これも県も持ってましたから、ですからそれのことについてどうだいう、こういうぐあ

いにやらにゃいけんなということをね、言うべきではなかったかと、指摘すべきじゃないですか、

どうなんですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 県のお立場がどうであれ、私のほうとしては、県はこの認可権限を持っ

てますので、きちんとした管理をしていただくと。それを監視していただくという一番の責任が

あろうと、このように思っていますし、そのように申し上げています。

さらには、さっきも言われましたけれども、さっきというか、同僚議員さんとの議論にもあり

ましたように、業者から何を根拠に、いわゆる石綿廃棄物、石綿に関する廃棄物はこの中に書い

てないから、これは別のものだということを言ったときに、平成６年の協定は何を根拠にして求

めたんですかといった場合に、その当時求められた廃棄物の種類、その中には入っているという

ことは、これは歴然としたものなわけです。したがって、私どもは一番地域にとって、まちにと

って有効なのは、この協定書を盾にとって、この中にはアスベストは入っているが、これを安全

に管理するのは県と皆さんと、そして立会させていただきますよということのほうが、これが効

果があると私は思っていますし、法的にもそうだろうというぐあいなお墨つきもいただきました。

これにのっとりながら、地域の皆さんと十分に話し合いながら、これから実務についてどうした
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らいいのかということを話し合っていきたいと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（１２番 亀尾 共三君） 改めて聞きますけども、実際当時の、この協定書のときに、区長

さんが実際にアスベストについては含まれているということは、アスベストというものが含まれ

ているかどうなのかという……（サイレン吹鳴）

○議長（秦 伊知郎君） 休憩します。

午後５時００分休憩

午後５時００分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

○議員（１２番 亀尾 共三君） アスベストについて、大変なものであるということがね、認識さ

れているのどうかということもね、当時私も、私自身ですよ、平成６年のころはね、アスベスト

いうのは聞いたことはあるんだけれども、大変な被害を受けるもんだというようなことは認識は

なかったんです。改めて町長、このアスベストについて、これが含まれるというぐあいに解釈は

されるんだけども、実際どう思うのかと、どう思われますかということをね、改めて聞くべきで

ないかと思うんですが、該当地域の人にね、どうなんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 地域の方の御心配というのは、産業廃棄物が平成６年に協定を結んでか

ら、２４年間ですか、全く動きがなかったところに、今この降って湧いたことで、非常にその面

では御心配だろうと思っています。ただ、面積は極めて小さい、０００平方メートルぐらいだ

ったですかね、７反ほどのところで今の話が出てます。ですから、どのぐらいの期間、どのぐら

いのものが入ってくるのか、これから協議もしていかなくちゃいけないでしょうし、搬入方法に

ついても詰めていかなくちゃいけないでしょうけれども、そんな大きな事業では私はないと思っ

ています。今この協定書と、既に平成７年交わしたこの協定の中で、じゃあこれをなくして、皆

さんがおっしゃるようにアスベストの搬入禁止、搬入反対ということが通るのかどうかというの

が、私の一番の悩みどころだったわけです。したがって、そういうことに対しては法的にどうな

のかということを確認し、法律的に、これはもとあった協定をうまく利用したほうがいいという

判断に至りました。地域の皆さんの御心配はもっともだと思いますので、できるだけそれに寄り

添えるように町としても応援したいと、このように思っているとこでございます。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。
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○議員（１２番 亀尾 共三君） 今、町長がおっしゃったんですけども、今、面積を出してますね。

埋立面積が１５⒍７６平米となっています。これ面積拡大した場合は、これは届け出ていいも

のでしょうか。それともどんなもんですか、その手続というのは。

○議長（秦 伊知郎君） 町民生活課長、岩田典弘君。

○町民生活課長（岩田 典弘君） 町民生活課長です。面積の大きさによりまして届け出で済む場

合と済まない場合、またその拡張の大きさで届け出の仕方が違うというふうに聞いております。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（１２番 亀尾 共三君） 時間があればアスベストの危険性というものを言いたいんですけ

ども、ちまたではこう言われてますよ。このアスベストというのは非常に国の法律が厳しいので、

飛散性のアスベストでも１トン当たりがね、３万円以上するということを聞くんですよ。そうす

ると、仮に１０トン車だとするとね、１台でね、３０万円のものを運ぶわけなんですよ。それで

私も聞いたんですけども、これは持ち込んだ分はどうするわけ言ったら、目で確認してオーケー

と言うんだそうです。目で、表面だけが安全なものであったらね、中が何かあったら、これは大

変なことだと思いますよ。それでこのことをやるということはね、事業所の中でアルバトロスが

計画書をつくったんで、つまりやるのは全て今度アーク何とかが引き継ぐということなんですね。

ということは、一体どういうことなんだろうかと思うわけなんです。もしそれを持ち込まれれば、

アスベストを、私はですよ、町長というのはその自治体の代表者とすれば、健康というものをも

ちろん守る、守っていかなければならないという、そういう責務があると思うんです。

これは、ほかの体内に入って害にあるものならね、あるいは胃を通って、腸を通ったらあれで

すよ、尿とか便で外へ出るんですけど、このアスベストを見ますと本当に大変なもんだと思いま

す。アスベストの製品というのは、直径が５ミリで、長さが１ミリ前後の細かい繊維だそうで

す。目には見えるんだけれども、しかし直径１ミクロンの何千本の繊維がよられて、できた１

本は見えるわけです。いわゆる５ミリと１ミリになると。ところが、中はそうなんだけど、こ

れが何かで飛散したら、空気の中に飛ぶわけですね、空気中に、ごみと一緒ですから。気管に入

っていくと肺でとまってしまうと。これはほかの食べ物は胃に行ったら便とかそういうので出る

んだけど、出ない。そうするとどうなるかというと、早い人では１０年、あるいは長い人は何十

年も後になるんですけど、に症状があらわれる。悪性胸膜中皮腫というね、これはがんに値する

ものだそうですけども、これで全国では至るところ、そういう携わった人がもう何人も亡くなっ

ているらしいです。

ただ、裁判になってね、表沙汰になっているのは本当にわずかなんだけども、そういう状況で
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あるということであればね、やっぱり住民の皆さんの声も、そういう危険なものということを十

分認識された上でね、東西地域の人はもちろんだけど、町全体からいったらね、将来恐らく二世、

三世の先にはね、そういうことが出る可能性だってあるわけです。例えて言うと、処分場へ入れ

たんだけども、それを持ってきた段階でトラックの中でバウンドして壊れておったけど、それを

じゃあっと移してしまう。そうすると何かの拍子で飛散し出したらね、大変なことになると思う

んです。

そういうことで、認可権はもちろん県しか持ってないんですけれども、自治体の代表者として

それを、そういうものは困ると、はっきりと入れないでくれということを県に言うべきだと思う

んですけども、その気持ちはどうでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。私の家の周りにも非飛散性アスベスト、いわゆる石

綿のスレートやＰタイルあります。うちも古い家ですので、Ｐタイルがあります。そういうもの

を全てを今、亀尾議員の言われるように１０数年後に肺がんになるというような対応にしますと、

これは私たちの今の生活自体にそういう危険なものはたくさんあると思います。この役場の中に

もあります。飛散性アスベストを徹底して除去するということに莫大なお金をかけて、いつだっ

たですかね、ちょうど平成の１０何年ごろだったと思います、やりました。そのものと非飛散性

アスベストを一緒に混同して、住民の皆さんに不安や混乱だけを巻き起こすというのは、ぜひ御

勘弁いただきたいと思います。

飛散性アスベストは非常に危険なものだと思いますし、今でも訴訟がたくさん出ている。また、

その非飛散性であっても、製造している工場では飛散したアスベストを使うわけですから、そう

いうことは起きていますけれども、一度安定したものについては、とりあえずは安全だというぐ

あいに国が言っているわけですから。ただ問題なのは、この処分の仕方が県がきちんと飛散性が

ないように安全な方向で処分をするという監督権は鳥取県が第一義的にあるわけでして、このあ

たりをきちんと鳥取県にも指導いただくようにお話をしているところでございます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 残り時間が少なくなりました。まとめる方向でお願いします。

亀尾共三君。

○議員（１２番 亀尾 共三君） 私の家の屋根の軽量瓦もそれが入っておりまして、処分してもら

うのにかなりお金がかかりました。私は、オオカミ少年ではないけども、改めて怖がらせるとい

うことではないんだけども、しかしそういう危険性なものがあるということ、完全に処理した分

ならまだいいんだけれども、建物からはがした分を、それを非飛散性だからといって持ち込むこ
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とは果たしていいのかどうなのか。私はですよ、先ほどの繰り返しになるかもしれませんけど、

移動中にそれが壊れたとか、そういうことになっても、それを移したりなんかすると、当然何か

の拍子で非飛散性が飛散してしまうという状況が起こらざるを得ないと思うんです。

私はですよ、県に困ると言ったからといって、それで認可権は県が持っているんだから、いや、

ということでやるかもしれませんけど、しかし少なくとも県のほうへ、これはそういうことをね、

地元としては困るんだということをね、再度やっぱり言うべきだと思います。そうすることがで

すよ、町民が安心・安全して暮らせるこの土地なんだと。ましてや、里地里山ということに指定

されているとこなんですから、本当に、また人口の増加を図りたいと思っておられるんなら、安

心して住める、安全な土地をつくるということ、地域をつくるという立場をね、ぜひ貫いてやる

べきだということを重ねて申し上げます。また、これについて言っても、恐らくやりとりに終わ

ってしまうと思うんですけども、少なくとも私が言いたいのは、県のほうへ、こういうことを入

れてもらっては困るんだと、ぜひ考えてくれということをね、言っていただきたいことを重ねて

申し上げます。

時間もありませんので、学校へのことなんですけども、１点だけお聞きします。

保育園の給食費の補助を出しているということで、一体どれぐらい出しておられるんですか、

１食当たり。

○議長（秦 伊知郎君） 答弁の前に、５時を過ぎました。時間延長いたしますので、よろしくお

願いいたします。

答弁をお願いします。子育て支援でいいですか。

子育て支援課長、仲田磨理子君。

○子育て支援課長（仲田磨理子君） 子育て支援課長でございます。保育園の給食は今、保育料に

含まれておりますので、１食当たり、職員は実費払っております。それを２１０円実費で払って

おりますので、御負担として幾ら補助を出しているか、１食本人に幾らというちょっと計算は出

しておりませんので、申しわけございません。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（１２番 亀尾 共三君） 委員会でもいいですから、また閲覧でね、１食当たり何ぼ出して

いるかということを言ってください。

それから、答弁はあらかじめ多分こうだろうなと思ってたんですけどね、私が繰り返すんです

けど、いつも、やっぱり町民全体のお金ですから、町民が喜ぶように、町民のために使っていく

ということをね、ぜひやるべきだと思います。ＪＯＣＡに温泉を掘るのにね、町民の要求で、温
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泉が欲しいからぜひお願いしますという声でね、やるんで、それでＪＯＣＡが、じゃあ掘ります

ということであって、そのためにお金をね、０００万を出すんならまだ話がわかるんですけど

も、そういう声はほとんど聞きません。私も法勝寺の隣り合わせでいるんですけど、誰も温泉が

出たらいいねという声は、まず１００人中１００人に近い人から聞きません。だからそういうお

金をね、出すことをやめて、町民が喜ぶように使うことを重ねて要求して、終わります。以上で

す。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で１２番、亀尾共三君の質問を終わります。

これをもちまして通告のありました一般質問は終わりました。

これにて一般質問を終結いたします。

・ ・

日程第４ 請願陳情委員会付託

○議長（秦 伊知郎君） 日程第４、請願陳情委員会付託を行います。

１１月１９日に開催いたしました議会運営委員会までに受理した請願陳情は、お手元に配付の

請願陳情文書表のとおりであります。

お諮りいたします。お手元に配付の請願陳情文書表のとおり、常任委員会に審査を付託するこ

とに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、配付の請願陳情文書表のとおり付託さ

れました。

２日間の一般質問、どうも御苦労さんでした。

以上で終わりにします。（発言する者あり）

ちょっとお待ちください。済みません、もう少しつき合ってください。

午後５時１６分休憩

午後５時１６分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

・ ・

日程第５ 上程議案委員会付託

○議長（秦 伊知郎君） 日程第５、上程議案委員会付託を行います。

お諮りします。上程議案につきましては、会議規則第３０条の規定により、お手元に配付して
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おります議案付託表のとおり、予算決算常任委員会へ付託したいと思います。これに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、以上の議案につきましては、予算決算

常任委員会に付託いたします。

・ ・

○議長（秦 伊知郎君） 以上をもちまして本日の日程の全部を終了いたしました。

これをもって本日の会を閉じたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本日の会議は、これをもって散会とい

たします。

明日１２日からは常任委員会を持っていただき御審議をお願いいたします。

以上、閉会といたします。どうも御苦労さんでした。

午後５時１６分散会
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